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平成２６年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２６年９月９日 火曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １７番   山  口  吉  靜  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 



- 8 - 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 浅 沼 玲 子 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２６年９月９日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第７号一般財団法人新庄市体育協会の経営状況の報告について 

日程第 ５ 報告第８号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ６ 報告第９号平成２５年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

日程第 ７ 諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ８ 議案第４８号新庄市教育委員会委員の任命について 

日程第 ９ 議会案第５号新庄市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

   (一括上程、提案説明、総括質疑) 

日程第１０ 議案第４９号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の設定について 

日程第１１ 議案第５０号新庄市保育の必要性の認定に関する条例の設定について 

日程第１２ 議案第５１号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定に

ついて 

日程第１３ 議案第５２号新庄市放課後児童クラブ施設設置条例の設定について 

日程第１４ 議案第５３号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

設定について 

日程第１５ 議案第５４号市道路線の認定について 

日程第１６ 議案第５５号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 議案第５６号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１８ 議案第５７号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１９ 議案第５８号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第２０ 議案第５９号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２１ 議案第６０号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２２ 議案第６１号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２３ 議案第６２号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第２４ 議案第６３号平成２５年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第２５ 決算特別委員会の設置 

日程第２６ 議案、請願の決算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２７ 議案第６４号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２８ 議案第６５号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２９ 議案第６６号平成２６年度新庄市交通災害共済事案特別会計補正予算（第１号） 

日程第３０ 議案第６７号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３１ 議案第６８号平成２６年度新庄市農業集落排水事案特別会計補正予算（第１号） 

日程第３２ 議案第６９号平成２６年度新庄市営農飲雑用水事案特別会計補正予算（第１号） 

日程第３３ 議案第７０号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３４ 議案第７１号平成２６年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

日程第３５ 議員派遣について 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は山口吉靜君の１名です。 

  これより平成26年９月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において奥山省三君、清水清秋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る９月２日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成26年９月定例会の運営について協

議をいたしたところでございます。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、お手元に配付してあります

平成26年９月定例会日程表のとおり、本日から

９月22日までの14日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願い申し

上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告３

件、諮問１件、議案７件、議会案１件、平成25

年度決算の認定等９件、補正予算８件、請願３

件の計32件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、報告

３件の後、諮問第３号及び議案第48号につきま

しては、提案説明をいただき、委員会の付託を

省略して本日の本会議において審議をお願いい

たします。 

  議案第49号から議案第63号までの議案15件に

ついて、本日、本会議に上程し、提案説明の後、

平成25年度決算の認定等９件を除いた議案６件

につきましては、総括質疑を受け、常任委員会

に付託をし、審査をしていただきます。平成25

年度決算の認定等９件につきましては、本日、

全議員で構成する決算特別委員会を設置してい

ただき、同委員会に付託をして審査をしていた

だきます。 

  議案第64号から議案第71号までの補正予算８

件につきましては、本日は提案説明のみにとど

め、委員会への付託を省略して、９月22日最終

日の本会議において審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は７名であります。よ

って、１日目４名、２日目３名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答
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弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から９月

22日までの14日間にいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は９月９日から９月22日までの14日間と決

しました。 

 

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ９月９日 火 

本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。行政報告。報告（３件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。人事案件（１件）の上

程、提案説明、採決。議会案（１

件）の上程、提案説明、質疑、討

論、採決。議案（６件）及び決算

（９件）の一括上程、提案説明、総

括質疑。決算特別委員会の設置。議

案、請願の決算特別委員会、各常任

委員会付託。補正予算（８件）の一

括上程、提案説明。 

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ９月10日 水 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 髙橋富美子、伊藤 操、小関 淳 

 山口吉靜の各議員 

第３日 ９月11日 木 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 佐藤悦子、奥山省三、石川正志の

各議員 

第４日 ９月12日 金 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託請願の審査 

第５日 ９月13日 土 
休      会  

第６日 ９月14日 日 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第７日 ９月15日 月 休      会 （敬老の日） 

第８日 ９月16日 火 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 

第９日 ９月17日 水 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

平成２５年度一般会計及び特別会計

決算の審査、水道事業会計利益の処

分及び決算の審査 

第10日 ９月18日 木 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前 1 0時 

平成２５年度一般会計及び特別会計

決算の審査、水道事業会計利益の処

分及び決算の審査 

第11日 ９月19日 金 休      会 （本会議準備のため） 

第12日 ９月20日 土 
休      会  

第13日 ９月21日 日 

第14日 ９月22日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

決算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。補

正予算（８件）の質疑、討論、採

決。 

 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第３市長の行政報告をお願い

します。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、平成26年度新庄まつりについて御

報告申し上げます。 

  本年の新庄まつりの入れ込み客数は、昨年と

比べると5,000人減となる52万5,000人となりま

した。３日間とも天候に恵まれ、国内最大の観

光キャンペーンである山形デスティネーション

キャンペーンの効果や、テレビ、ラジオなどの

ＰＲ、３年を迎えしっかり定着した燦踊祭など

が人手につながりましたが、祭り期間中の休日

が日曜日のみだったことによる曜日配列の影響

が大きく、全体では微減となりました。 

  24日の宵まつりは約1,000席ふやしたアビエ

スの有料観覧席も完売し、沿道には昨年以上の

人出があり、過去最高の22万人となりました。

25日の本まつりは平日のため客足が伸びず、昨

年より２万人減の15万5,000人でありました。

26日の後祭りは、燦踊祭に新たに招聘いたしま

した秋田竿灯まつりが人を呼び、前年を5,000

人上回る15万人となりました。 

  新庄まつりは交流人口拡大に向けた最大の資

源でありますので、来年の新庄まつり260年祭、

再来年のユネスコ無形文化遺産登録を見据え、

今後も情報発信を強化し、知名度向上に努めて

まいりたいと思います。 

  以上、報告とさせていただきます。 
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日程第４報告第７号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告

について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第４報告第７号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第７号一般財団法人新庄市体

育協会の経営状況の報告について御説明申し上

げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして、議会に報告す

るものでございます。 

  平成26年度事業計画及び予算につきましては、

去る３月26日に市体育協会の平成25年度第２回

臨時評議会におきまして承認されたものでござ

います。 

  市体育協会は、スポーツ振興に寄与する事業

を総合的に推進するために、４月に新庄市施設

振興公社と組織統合したことに伴い、これまで

施設振興公社が行ってきた施設の管理業務など

も継承して実施しております。 

  平成26年度の予算としましては、お手元の予

算書２ページ目にありますとおり、市民の健康

増進に資するスポーツの普及振興を推進すると

ともに、指定管理者としてスポーツ施設等の管

理を行うため、総額１億2,770万円の予算を計

上しております。 

  なお、詳細につきましては、後ほど予算書を

ごらんいただきたいと思います。 

  以上、市体育協会の経営状況の報告とさせて

いただきます。 

小嶋冨弥議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第５報告第８号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第５報告第８号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 続きまして、報告第８号新庄市土

地開発公社の経営状況について御報告申し上げ

ます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして、議会に報告す

ることになっております。 

  平成25年度新庄市土地開発公社の決算でござ

います。 

  この決算につきましては、去る５月21日に公

社監事による監査を行い、５月28日の理事会に

おきまして御承認いただいております。 

  平成25年度の事業につきましては、平成24年

度より販売を開始しました小檜室２期地区にお

ける５区画の宅地分譲のうち、残りの３区画に

ついて販売促進に努めましたが、新規の契約締

結までには至りませんでした。 

  しかし、今年度に入り、購入の申し込みによ

る１件の契約が成立しており、昨年度の広告宣

伝の効果は確実に上がっているものと考えてお

ります。 

  今後も引き続き広告宣伝しながら、販売促進

に努めていく予定でございます。 

  平成25年度の当期損益につきましては、新た

な事業収益はなく、販売費及び一般管理費の支
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出があるために、77万3,039円の損失となって

おります。 

  なお、お手元の決算書の１ページから９ペー

ジまでが事業報告及び決算の内容であり、10ペ

ージ以降につきましては、決算附属明細書を記

載しておりますので、後ほどごらんいただきた

いと存じます。 

  以上、平成25年度新庄市土地開発公社の決算

についての報告とさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第６報告第９号平成２５年度

新庄市健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第６報告第９号平成25年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第９号平成25年度

新庄市健全化判断比率及び資金不足比率につい

て御説明申し上げます。 

  本比率につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意

見を付して議会に報告し、市民に対して公表す

ることとなっているものであります。 

  初めに、健全化判断比率についてであります

が、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、前年

度同様、全ての会計が黒字決算でありましたの

で数値はございません。 

  実質公債費比率につきましては、前年度より

1.5ポイント改善の12.4％でございました。平

成21年度に早期健全化基準の25％、平成23年度

には起債の許可を要する基準の18％を下回るな

ど順調に改善されております。前年度の県内13

市の中では中位の比率となっておりましたので、

今年度も同程度の順位になるものと思われます。 

  将来負担比率につきましては、85.0％となり、

前年度の100.6％より15.6ポイント改善してお

ります。 

  これらの数値についても、前年度は県内13市

の中では中位の比率となっておりましたので、

今年度も同程度の順位になるものと思われます。 

  次に、資金不足比率についてでありますが、

繰り出し基準に基づき一般会計から適正に繰り

出しを行っておりますので、全ての特別会計で

不足額はございませんでした。 

  算定結果は以上でございまして、財政再建プ

ランに基づき順調に改善されております。 

  以上で健全化判断比率及び資金不足比率の報

告とさせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

小嶋冨弥議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承願い

ます。 

 

 

日程第７諮問第３号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第７諮問第３号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 
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山尾順紀市長 それでは、諮問第３号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  御提案申し上げますのは、平成26年12月31日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員１名につきまして、山形地方法務局長より候

補者の推薦依頼がありましたので、その推薦に

当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方は、今回新たに推薦する方として、

大場和正さんであります。参考といたしまして

経歴を添付しておりますが、人権擁護委員とし

て人格、識見から適任の方であると存じますの

で、御審議いただき、御意見を賜りますようお

願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第３号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第８議案第４８号新庄市教育

委員会委員の任命について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第８議案第48号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第48号新庄市教育

委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員５名の方のう

ち２名の方が平成26年９月30日をもって任期満

了となりますことから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第１項の規定により、

御提案申し上げるものであります。 

  任命する方は、引き続き阿部浩悦氏と小山貞

子氏であります。参考といたしまして経歴を添

付しておりますが、市の教育行政を推進してい

ただく上で、まことにふさわしい方々であると

存じます。御審議いただき、御同意賜りますよ

うお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま報告のありました議案第48号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２１分 休憩 

     午前１０時２４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第９議会案第５号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則の

制定について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第９議会案第５号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則の制定について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇） 

１３番（小関 淳議員） 議会案第５号新庄市議

会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て。 

  地方自治法第112条及び会議規則第14条第２

項の規定により御提出申し上げます。 

  提出者は、私、議会運営委員会委員長小関 

淳でございます。 

  改正の理由でございますが、議案末尾に記載

してありますとおり、当議会において、これか

ら行う議場改修に際しまして、電子表決システ

ムを導入することに伴い、必要な改正を行うも

のであります。 

  改正の内容といたしましては、現在、可否を

認定する際は、起立による表決を行っておりま

すが、これを賛成または反対のボタンを押させ

ることにより可否を認定することもできるよう

にするものでございます。 

  施行月日につきましては、12月定例会から実

施できるように、平成26年12月５日とするもの

でありますが、実際にいつから導入するかにつ

きましては、今後議会運営員会等で協議の上決

定していくものでございます。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようよろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第５号新庄

市議会会議規則の一部を改正する規則の制定に

ついては、会議規則第37条第２項の規定により

委員会への付託を省略したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） まず、お金はどのぐら

いこの改修費用に当たってかかるのかというこ

とを１点お聞きします。 

  ２点目は、この電子表決システムを導入する

理由は何なのかということでお聞きします。 

  それから、３つ目はどちらにするのか。起立

にするのか、電子システムにするのか、その判

断は議長かと思いますが、どういう理由から分

けることができるのか。 

  あと４つ目ですけれども、市民にわかりやす

い議会にというのが議会改革の重要な柱だと思
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います。それで、インターネット放送などもや

っているわけなんですが、市民にわかりやすく

する方法として、電子システムになりますとわ

かりにくくならないのか。その点についてお聞

きします。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 予算につきましては、

確保しております。 

  あと、なぜシステムを導入するのかというこ

とにつきましては、議会で昨年12月に議会基本

条例を制定いたしました。その内容というのは、

その趣旨というのは、市民とともに歩む議会、

市民に開かれた議会ということでございますの

で、そのシステムを導入することにより、より

明確に市民の皆様に議会の可否がわかるように

ということで導入を進めたものでございます。 

  可否ということが明確にわかるというシステ

ムでございますので、それよりいいものはない

かと思いますが、あとは何でしたっけ。 

  はい、そのように進めたシステムでございま

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 予算の確保はされてい

るということですが、どのぐらいになるという

ふうに見ておられるのかということ、もう一度

お願いしたいと思います。 

  それから、基本条例の趣旨については、市民

に開かれた議会にというのは、私もそのことに

ついては大いに賛成です。本当に開かれたもの

になるのか、その実際について、電子システム

というのが、もし傍聴とかをしていれば、誰が

立ったとかとわかるわけです、賛成とか反対と

か。あと、インターネットで中継されていれば、

佐藤悦子がとか、誰議員がとか、立っている人

がわかるわけです。それが、インターネット中

継されたり、傍聴したりしている市民にどのよ

うに可否がはっきりわかるのか。その点につい

てお願いしたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 私からは、予算措置等につい

て、事務的な部分を答弁させていただきますが、

このたびの議場改修につきましては、当初予算

の中で1,600万円程度だったと思いますが、議

場のシステム全体の見直しということもありま

して、この投票システムばかりではございませ

ん。モニターから始まりまして、内部の機械配

線等これらにつきましての予算措置が1,600万

円ほど計上されてございます。その中で、この

たびの入札というような形で決定させていただ

いたところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） どのように市民にわか

りやすく開かれたということになるのか。その

場で傍聴した人にどのようにわかるのか。また、

インターネット中継を見ている人が誰が立った

か立たないかわかるのか。こう見ている人は、

人が立つとか単純なことで今まではわかったわ

けです。それがどこにあらわれて出てくるのか

というのは大きく見えるのか。人が立つぐらい

大きく見えるのか、わかるのかということで、

市民に開かれたものと本当に言えるのか。そこ

をお聞きしたいんです。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 佐藤議員も議会改革に

ある程度賛同いただいて、わかりやすい議会、

市民に寄り添う議会を目指していらっしゃると

思いますので、このシステムについては非常に、

先ほども申し上げましたように、よりわかりや

すくなるシステムだということで導入をさせて

いただこうと思っております。御理解をよろし



- 18 - 

くお願いします。 

小嶋冨弥議長 それは両方できるような改正だと

いうような説明があったのではないですか。取

り入れるか取り入れないかは、今後検討しなが

ら議会運営委員会に諮るという委員長の報告を

聞いていませんでしたか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第５号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則の制定については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

  議案１５件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第10議案第49号新庄市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の設定についてから日

程第24議案第63号平成25年度新庄市水道事業会

計利益の処分及び決算の認定についてまでの15

件を会議規則第35条の規定により一括議題とい

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号新庄市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の設定についてから議案第63号平成25年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてまでの15件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第49号新庄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の設定についてから

議案第53号新庄市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の設定に

ついて５議案につきましては、来年４月から始

まる予定の子ども・子育て支援制度に関連する

議案でございますので、一括して御説明申し上

げます。 

  今回提案いたします５議案のうち、議案第52

号以外の４議案につきましては、子ども・子育

て支援新制度に関連する法令で、その整備が義

務づけられているものであります。 

  初めに、議案第49号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の設定についてでございますが、

平成24年８月に交付されました、子ども・子育

て関連３法のうち子ども・子育て支援法により

まして、特定教育保育施設が特定教育保育等を

提供する場合及び特定地域型保育事業者が特定

地域型保育等を提供する場合の基準を定めるも

のであります。 

  次に、議案第50号新庄市保育の必要性の認定

に関する条例の設定について御説明いたします。 

  本案は、小学校就学前の子供の保育に関し、

保育に欠ける児童の認定に関する根拠法令が、

児童福祉法から子ども・子育て支援法へ移行し
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たことから、保育の必要性の認定に関する基準

を定めるとともに、新庄市保育の実施に関する

条例を廃止するものであります。 

  続きまして、議案第51号新庄市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の設定についてでございます。 

  本案は、児童福祉法の規定により、国、都道

府県、市町村以外の民間事業者などが家庭的保

育事業や小規模保育事業などの家庭的保育事業

等を行うことができると明確に位置づけられた

こと。また、当該事業等を提供しようとする民

間事業者等の質的水準を担保するため、市町村

が認可事務を行うこととなったことから、民間

事業者等が当該事業を行うに当たっての設備や

運営の基準を定めるものであります。 

  続きまして、議案第52号新庄市放課後児童ク

ラブ施設設置条例の設定について御説明いたし

ます。 

  放課後児童クラブ、いわゆる学童保育所につ

きましては、従来より児童福祉法及び社会福祉

法の規定並びに毎年国から通知される放課後児

童健全育成事業等実施要綱に基づき事業を実施

してきたところでありますが、児童福祉法の改

正により、これまでおおむね小学校３年生まで

となっていた放課後児童健全育成事業の対象児

童が小学校６年生までの児童に拡大されたこと、

また、放課後児童健全育成事業が具体的に法定

化され、その位置づけがより明確になったこと、

あわせて、現在建設中の萩野地区小中一貫校教

育校内併設放課後児童クラブが来年度開所予定

であり、本市が設置する放課後児童クラブが１

カ所新たに増加することから、本市の放課後児

童クラブの設置根拠を整備するため、本案を提

案するものであります。 

  最後に、議案第53号新庄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の設定についてでございます。 

  本案は、児童福祉法の規定により、国、都道

府県、市町村以外の民間事業者等が放課後児童

健全育成事業を行う際の設備及び運営の基準を

市町村の条例で定めることが法定化されたため

提案するものであります。 

  なお、各議案において定めます基準につきま

しては、国が示した基準に準拠して定めるもの

であります。 

  続きまして、議案第54号市道路線の認定につ

いて御説明申し上げます。 

  提案の理由としたしまして、道路網の整備を

図り、市民福祉の増進に資するため、市道の路

線について認定する必要があるので、道路法弟

８条第２項の規定により提案するものでありま

す。 

  内容といたしましては、３路線を認定しよう

とするものであります。柳原高壇線につきまし

ては、市道荒小屋泉田線整備事業により建設さ

れた道路を認定するものであります。元宮内１

号線及び元宮内２号線につきましては、民間の

宅地開発により整備された路線であり、市に帰

属される道路を認定するものであります。 

  次に、議案第55号平成25年度新庄市一般会計

歳入歳出決算の認定についてから議案第62号平

成25年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてまでの８議案につき

ましては会計課長より、議案第63号平成25年度

新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

については上下水道課長よりそれぞれ御説明申

し上げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より配付されております決算審査意見書の提出

を受けておりますが、監査委員から承りました

意見については今後十分に留意いたしまして、

効率的な行政運営になお一層努力してまいる所

存であります。 

  私からの説明は終わりますが、御審議いただ

きまして、御決定賜りますようお願い申し上げ

ます。 
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小嶋冨弥議長 次に、議案第55号平成25年度新庄

市一般会計歳入歳出決算の認定についてから議

案第62号平成25年度新庄市後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの８

件を会計管理者兼会計課長近岡晃一君より説明

願います。 

  会計管理者兼会計課長近岡晃一君。 

   （近岡晃一会計管理者兼会計課長登壇） 

近岡晃一会計管理者兼会計課長 おはようござい

ます。私から説明させていただきます。 

  議案第55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定についてから議案第62号平成25年

度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてまでの８議案について、お

配りしております平成25年度歳入歳出決算書を

もとに御説明申し上げます。 

  初めに、歳入歳出決算書45ページ、平成25年

度新庄市会計別歳入歳出決算総覧をお開き願い

ます。 

  表中の下段、合計の欄に記載されております

が、一般会計と７つの特別会計の合計額は、予

算現額が265億4,300万4,000円、収入済額が264

億5,275万2,594円、支出済額が 256億522万

4,595円であります。予算現額に対しまして収

入率は99.66％、執行率は96.47％となりました。 

  次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説

明申し上げます。 

  ４ページにお戻りください。 

  議案第55号一般会計ですが、４ページの１款

市税から６ページの21款市債までの歳入合計は、

収入済額が169億7,806万1,385円であり、予算

現額170億2,379万1,000円に対しまして収入率

は99.73％、調定額173億5,432万2,017円に対し

まして収納率は97.8％となりました。不納欠損

額は7,186万7,215円、収入未済額は３億439万

3,417円であります。不納欠損額の内訳は、１

款市税が7,033万9,115円、12款分担金及び負担

金が149万1,400円、13款使用料及び手数料が１

万2,700円、20款諸収入が２万4,000円となって

います。収入未済額の内訳は、１款市税が２億

3,482万7,278円、12款分担金及び負担金が

1,545万3,008円、13款使用料及び手数料が474

万7,490円、14款国庫支出金が3,911万1,000円、

15款県支出金が842万4,000円、20款諸収入が

183万641円となっております。 

  なお、１款市税の収入済額は45億166万5,896

円であり、調定額48億683万2,289円に対しまし

て収納率は93.65％となりました。 

  次に、８ページの１款議会費から10ページの

14款予備費までの歳出合計は、支出済額が164

億3,401万1,257円であり、予算現額170億2,379

万1,000円に対しまして執行率は96.54％となり

ました。不用額は４億9,372万9,743円でありま

す。 

  歳入総額から歳出総額を差し引いた歳入歳出

差引残額は５億4,405万128円となっております

が、繰越明許費が生じております。 

  286ページをお開き願います。 

  実質収支に関する調書、一般会計の表中３に

記載されております額が、先ほど申し上げまし

た歳入歳出差し引き残額５億4,405万128円であ

り、４、翌年度へ繰り越すべき財源（２）に繰

越明許費繰越額が206万5,000円生じております。

それを差し引いた額、表中では５、実質収支額

の欄に記載されております、５億4,198万5,128

円が平成26年度への繰越額となります。 

  12ページへお戻りください。 

  議案第56号国民健康保険事業特別会計ですが、

１款国民健康保険税から11款諸収入までの歳入

合計は、収入済額が44億784万6,322円であり、

予算現額に対しまして収入率は101.58％、調定

額に対しまして収納率は92.83％となりました。

そのうち１款国民健康保険税は、収入済額が10

億9,953万5,594円であり、調定額に対しまして

収納率は76.35％となりました。不納欠損額は

5,809万2,808円、収入未済額は２億8,243万
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7,086円であります。 

  14ページの１款総務費から16ページの12款予

備費までの歳出合計は、支出済額が42億658万

3,674円であり、予算現額に対しまして執行率

は96.94％となりました。また、不用額は１億

3,256万6,326円であります。歳入歳出差引残額

は２億126万2,648円であり、平成26年度への繰

り越しとなります。 

  次に、18ページから21ページまでの議案第57

号交通災害共済事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、18ページの１款交通災害共済事業収入

から５款諸収入までの歳入合計は、収入済額と

調定額が同額の707万6,953円であり、予算現額

に対しまして収入率は78.22％、調定額に対し

まして収納率は100％となりました。不納欠損

額、収入未済額はございません。 

  20ページの１款事業費の歳出合計は、支出済

額が収入済額と同額の707万6,953円であり、予

算現額に対しまして執行率も収入率と同じ

78.22％となりました。不用額は197万47円であ

り、歳入歳出差引残額はございません。 

  次に、22ページから25ページまでの議案第58

号公共下水道事業特別会計の歳入歳出でありま

すが、22ページの１款分担金及び負担金から７

款市債までの歳入合計は、収入済額が12億

6,474万8,933円であり、予算現額に対しまして

収入率は99.01％、調定額に対しまして収納率

は98.22％となりました。不納欠損額は、下水

道使用料が85万6,204円、収入未済額は分担金

及び負担金が合わせて545万1,110円、使用料が

1,656万3,575円で、合計で2,201万4,685円であ

ります。 

  24ページの１款総務費から３款公債費までの

歳出合計は、支出済額が12億6,323万5,300円で

あり、予算現額に対しまして執行率は98.89％

となりました。不用額は1,414万4,700円であり

ます。歳入歳出差引残額は151万3,633円であり、

平成26年度への繰り越しとなります。 

  次に、26ページから29ページまでの議案第59

号農業集落排水事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、26ページの１款分担金及び負担金から

５款諸収入までの歳入合計は、収入済額が

8,129万1,338円であり、予算現額に対しまして

収入率は97.89％、調定額に対しまして収納率

は97.01％となりました。不納欠損額は、使用

料で３万5,385円、収入未済額は、分担金が96

万1,525円、使用料が151万383円、合計で247万

1,907円であります。 

  28ページの１款農業集落排水事業費及び２款

公債費の歳出合計は、支出済額が収入済額と同

額の8,129万1,338円であり、予算現額に対する

執行率も収入率と同じく97.89％となりました。

不用額は175万4,662円で、歳入歳出差引残額は

ございません。 

  次に、30ページから33ページまでの議案第60

号営農飲雑用水事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、30ページの１款分担金及び負担金から

５款諸収入までの歳入合計は、収入済額が

3,062万7,307円であり、予算現額に対しまして

収入率は99.35％、調定額に対しまして収納率

は98.58％となりました。不納欠損額はござい

ません。収入未済額は使用料の44万431円であ

ります。 

  32ページの１款営農飲雑用水事業及び２款公

債費の歳出合計は、支出済額が収入済額と同額

の3,062万7,307円であり、予算現額に対します

執行率も収入率と同じ99.35％となりました。

不用額は19万9,693円であり、歳入歳出差引残

額はございません。 

  次に、34ページから37ページまでの議案第61

号介護保険事業特別会計の歳入歳出であります

が、34ページの１款保険料から10款諸収入まで

の歳入合計は、収入済額が33億362万8,202円で

あり、予算現額に対しまして収入率は97.29％、

調定額に対しまして収納率は99.54％となりま

した。不納欠損額は保険料の340万4,890円、収
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入未済額は保険料が1,196万5,973円、負担金が

6,092円、雑入で1,221円、合計で1,197万3,286

円であります。 

  36ページの１款総務費から８款予備費までの

歳出合計は、支出済額が32億1,100万8,348円で

あり、予算現額に対しまして執行率は94.56％

となりました。不用額は１億8,457万2,652円で

あります。歳入歳出差引残額は9,261万9,854円

であり、平成26年度への繰り越しとなります。 

  最後に、38ページから41ページまでの議案第

62号後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出で

ありますが、38ページの１款保険料から５款諸

収入までの歳入合計は、収入済額が３億7,947

万2,154円であり、予算現額に対しまして収入

率は98.77％、調定額に対しまして収納率は

99.56％となりました。不納欠損額は保険料で

32万1,890円、収入未済額は同じく保険料が135

万6,490円であります。 

  40ページ、１款総務費から４款諸支出金まで

の歳出合計は、支出済額が３億7,139万418円で

あり、予算現額に対しまして執行率は96.67％

となりました。不用額は1,279万1,582円であり

ます。歳入歳出差引残額は808万1,736円であり、

平成26年度への繰り越しとなります。 

  以上、会計ごとの歳入歳出決算について御説

明申し上げました。 

  なお、45ページには会計別歳入歳出決算総覧、

47ページから283ページには各会計の歳入歳出

決算事項別明細書、285ページから293ページに

は各会計の実質収支に関する調書、295ページ

以降には財産に関する調書を添付しております

のでごらんいただきたいと思います。 

  これで議案第55号から議案第62号までの平成

25年度一般会計並びに各特別会計の歳入歳出決

算の概要についての説明を終わります。十分な

御審議の上、認定くださいますようお願い申し

上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま説明のありました議案第55号平成25

年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につい

てから議案第62号平成25年度新庄市後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

までの各決算について、監査委員の報告をお願

いいたします。 

  代表監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治代表監査委員登壇） 

髙山孝治代表監査委員 おはようございます。 

  先般の新庄まつりにおきましては、最終日の

夕方に雨がありましたが、全般的に天候に恵ま

れ、宵まつり、本まつり、飾り山車、燦踊祭と

従来にも増して盛り上がったのではないかと思

います。私ごとですが、山形市の友人が初めて

家族で見に来てくれました。子供さんは興奮し、

来年も見に来たいと、家族みんなで感動して帰

りました。関係各位の皆様の御労苦に対しまし

て、改めて感謝の意を表したいと思います。 

  それでは、お配りしております決算審査意見

書により御報告いたします。 

  一般会計、特別会計決算審査意見書１ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

  地方自治法の規定に基づき審査に付されまし

た一般会計、各特別会計の決算、財産に関する

調書及び各基金の運用状況について、山口吉靜

委員ともども審査をいたしましたので、その概

要と結果について御報告いたします。 

  審査の方法は、諸帳簿、書類などを照合調査

し、関係職員の説明を聴取するなどにより、法

令その他の規定に従って処理されているか、予

算の執行が適正であるかに主眼を置いて実施い

たしました。 
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  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施いたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれ設置の目的に沿って運用されており、決

算における計数は正確で、その執行は適正と認

められました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから21ペ

ージにわたり記載してございます。その主要な

点は、22ページ、第６、むすびで言及してござ

いますので、こちらで説明をいたしたいと思い

ます。 

  22ページをお開きいただきたいと思います。 

  第６、むすびでございます。 

  平成25年度の一般会計及び各特別会計の総計

の決算額は、２ページの表にもございますが、

歳入が264億5,275万2,594円で、前年度に比べ

７億2,713万5,131円、2.8％の増、歳出が256億

522万4,595円で、８億8,572万8,150円、3.6％

の増となりました。その結果、実質収支は８億

4,546万2,999円の黒字で、単年度収支は１億

2,124万6,019円の赤字となりました。 

  市債残高は224億4,774万5,152円で、内訳は、

一般会計141億5,515万8,993円、公共下水道事

業特別会計77億5,279万6,475円、農業集落排水

事業特別会計５億169万3,203円、営農飲雑用水

事業特別会計3,809万6,481円で、前年度より

1,070万1,100円増加と横ばいとなっております。

市の財政規模を下回っておりますが、今後は老

朽化施設の改修や耐震工事等、多額の建設費が

発生します。一時的とはいえ、圧縮幅は鈍るも

のと思われますが、注視して行ってもらいたい

と思います。 

  収入未済額は、一般会計では市税が２億

3,482万7,278円で、前年度に比べますと5,190

万66円、18.1％減少しました。保育所入所負担

金等が大きな割合を占める分担金及び負担金、

公営住宅使用料等が大きな割合を占める使用料

及び手数料の未済額は2,020万498円あり、前年

度より39万8,637円、1.9％減少しております。 

  特別会計では、国民健康保険税が２億8,243

万7,086円で、前年度に比べ2,567万3,142円、

8.3％の減少、公共下水道使用料が1,656万

3,575円で、127万3,753円、8.3％の増加、介護

保険料は1,196万5,973円で、102万9,543円、

9.4％の増加、後期高齢者保険料は135万6,490

円で、39万540円、22.4％の減少となっていま

す。収入未済額の圧縮につきましては、歳入確

保のためだけではなく、市民の受益者負担の公

平性を高める観点からも、口座振替や訪問徴収

の実施に加え、軽自動車税で新たに導入したコ

ンビニ収納の他税目への拡大など、改善に向け

たより一層の努力を期待するものであります。 

  平成20年４月１日から施行された地方公共団

体の財政の健全化に関する法律により算定した

実質公債費比率は、平成25年度決算では12.4％、

過去３カ月の平均値となり、前年度の13.9％か

ら1.5％改善され、地方債を発行する際に県知

事の許可を必要としない18％以下となっており

ます。しかしながら、今後学校の建設や老朽化

した施設の改修等により実質公債費比率が再び

悪化することも考えられますので、限られた財

源をより有効に活用し、引き続き健全な財政運

営に努めていただきたいと思います。 

  全国的な状況を見ますと、ことし７月の政府

月例報告では「景気は緩やかな回復基調が続い

ており、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需

要の反動も和らぎつつある」と発表されており

ますが、いわゆるアベノミクスの地方への波及

効果や消費税再増税の動向など、地方経済を取

り巻く環境は不透明感を払拭できないものとな

っております。 



- 24 - 

  また、本市においては、財政構造の弾力性を

あらわす指標である経常収支比率が89.7％とな

っております。前年度より0.6％改善されてお

りますが、依然として90％に近い水準にあり、

弾力性のない構造であることは否めず、改善へ

のさらなる努力を期待したいと思います。 

  このような状況の中で、本市の人口は減少傾

向が続いておりますが、平成22年度に策定され

た第４次新庄市振興計画、新庄市まちづくり総

合計画に10年後の目標人口として掲げられてい

る「平成32年、３万7,000人」を達成できるよ

う、市民の不安や不便の解消に努め、健全な財

政基盤の整備を図りつつ、計画に掲げられた施

策、各事業の着実な推進を望むものであります。 

  次に、別冊の平成25年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書をごらんください。 

  財政健全化審査意見につきましては、実質赤

字及び連結実質赤字は生じておらず、健全な状

態であると認められます。先ほども申し上げま

したが、実質公債費比率は12.4％であり、早期

健全化基準25.0％と比較するとこれを下回って

おり、良好であります。なお、前年度と比較し

ますと1.5ポイント改善しております。 

  将来負担比率は85％となっており、早期健全

化基準である350％を下回り、良好であります。

なお、前年度と比較すると15.6ポイントと大き

く改善しております。 

  次のページ、経営健全化審査意見につきまし

ては、公共下水道事業、農業集落排水事業、営

農飲雑用水の各特別会計とも資金不足は生じて

おらず、健全な状態にあると認められます。 

  以上が平成25年度一般会計及び特別会計の決

算審査の概要並びに健全化の意見でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 次に、議案第63号平成25年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いてを上下水道課長髙橋 弘君より説明願いま

す。 

  上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 議案第63号平成25年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて御説明申し上げます。 

  最初に、利益の処分につきましては、地方公

営企業法の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。また、決算の認定につきまして

は、地方公営企業法の規定により、議会の認定

に付するものでございます。 

  それでは、別冊の水道事業会計決算書２ペー

ジをお開き願います。 

  決算報告書について御説明申し上げます。 

  ⑴収益的収入及び支出でございますが、収入

の第１款水道事業収益の予算額10億2,883万

3,000円に対し、決算額は10億7,353万5,382円

となり、予算額に比べ4,470万2,382円の増でご

ざいます。内訳といたしまして、第１項の営業

収益は上水道料金等、第２項の営業外収益は公

用金対策一般会計繰入金等でございます。 

  続きまして、下段、支出の第１款水道事業費

用の予算額10億2,220万円に対し、決算額は９

億7,018万5,535円となり、執行率は94.9％でご

ざいます。内訳といたしまして、第１項の営業

費用は人件費、受水費及び減価償却費等、第２

項の営業外費用は企業債利息等、第３項の特別

損失は過年度修正損であります。 

  ４ページをお開き願います。 

  ⑵資本的収入及び支出でございますが、収入

の第１款資本的収入の予算額6,389万3,000円に

対し、決算額は4,208万628円となり、予算額に

比べ2,181万2,372円の減でございます。内訳と

いたしまして、第１項工事負担金は下水道工事

に伴う水道管移設工事に関する工事負担金等、

第２項補助金は水道・水源開発等施設整備費の

国庫補助金、第３項出資金は旧簡易水道事業分

の企業債元金償還等に係る一般会計からの出資

金であります。 
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  続きまして、下段、支出の第１款資本的支出

の予算額４億6,680万3,000円に対し、決算額は

４億5,634万2,256円となり、執行率は97.8％で

ございます。内訳といたしまして、第１項建設

改良費は排水管敷設がえ工事及び上水道施設監

視制御設備更新工事の工事請負費等、第２項開

発費は、水道台帳補正業務委託費等、第３項事

業債償還金は建設改良に係る企業債償還元金で

あります。 

  なお、４ページ下の表外に記載しております

とおり、資本的収入が資本的支出額に不足する

額４億1,426万1,628円は、過年度損益勘定留保

資金等をもって補塡いたしました。 

  ６ページをお開き願います。 

  損益計算書について御説明申し上げます。 

  営業収益において、給水人口の減少及び節水

志向による使用水量の減少もあり、前年度に比

べ約845万円の減となりました。営業外収益に

おいても、他会計補助金の高料金対策費等の減

額により、前年度に比べ約1,970万円の減とな

っています。 

  費用においては、支払利息及び繰延勘定償却

等の減額により前年度に比べ約4,297万円減少

したことにより、経常利益は9,406万265円とな

っています。また、当年度純利益は9,106万

4,572円、前年度繰越利益剰余金を合わせまし

た当年度未処分利益剰余金は１億9,132万6,586

円でございます。 

  ７ページをごらん願います。 

  剰余金計算書について御説明いたします。 

  利益剰余金でございますが、１減債積立金の

当年度末残高は8,477万6,719円でございます。 

  ２建設改良積立金におきまして、平成25年度

に8,000万円を資本的収支不足額の補塡財源と

して使用しましたので、当年度末残高は１億

2,417万1,826円でございます。したがいまして、

１の減災積立金と合わせました積立金合計は２

億894万8,545円でございます。 

  ８ページをお開き願います。 

  資本剰余金について説明いたします。 

  資本剰余金につきましては、これまで資本と

して調達いたしました国庫補助金及び工事負担

金等をそれぞれの項目ごとに平成25年度中の増

減及び残高について記載しております。平成26

年度への繰越資本剰余金は61億9,668万9,190円

でございます。 

  ９ページをごらん願います。 

  剰余金処分計算書（案）について御説明申し

上げます。 

  ただいま損益計算書により御説明申し上げま

した当年度未処分利益剰余金１億9,132万6,586

円のうち、企業債の元金償還金に充てるため、

減債積立金に1,000万円を積み立て、残額の１

億8,132万6,586円を翌年度へ繰り越ししようと

するものでございます。 

  10ページをお開き願います。 

  貸借対照表について御説明申し上げます。 

  貸借対照表は、資産、負債、資本に区分し、

平成25年度末におきます財政状況を示しており

ます。 

  最初に資産の部でございますが、１固定資産

から３繰延勘定までを合わせました資産合計は

149億8,977万6,271円でございます。 

  11ページをごらん願います。 

  負債の部でございますが、４固定負債と５流

動負債を合わせました負債合計は2,549万5,455

円でございます。続きまして、資本の部でござ

いますが、６資本金と７剰余金を合わせました

資本合計は149億6,428万816円でございます。

したがいまして、負債・資本合計は149億8,977

万6,271円でございます。 

  以上が、水道事業会計決算諸表についての説

明でございます。 

  なお、12ページ以降に決算附属書類を添付し

ておりますので、御参照賜りますようお願い申

し上げます。 
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  以上で平成25年度新庄市水道事業会計利益の

処分及び決算の認定について御説明を終わらせ

ていただきます。 

  御審議いただき、御可決及び御認定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいま説明のありました議案第

63号平成25年度新庄市水道事業会計利益の処分

及び決算の認定について、監査委員の報告をお

願いいたします。 

  代表監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治代表監査委員登壇） 

髙山孝治代表監査委員 それでは、同じようにお

配りしております水道事業会計の決算審査意見

書により御報告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定に基づき審査に付され

ました水道事業会計の決算について御報告申し

上げます。 

  審査の方法は、決算報告書、損益計算書、剰

余金計算書及び貸借対照表並びに事業報告書、

収益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産

明細書、企業債明細書などを照合調査し、関係

職員の説明を受けるなどにより、法令その他の

規定に従って処理されているか、財務状況及び

経営成績を適正に表示しているか、公共性と経

済性が確保されているかに主眼を置いて実施い

たしました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施いたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました決算書類及び附属書類は

地方公営企業関係法令の規定に基づいて作成さ

れており、経営成績及び財務状況を適正に表示

しており、計数も正確であり、適正な決算と認

めました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから11ペ

ージに記載してございますが、その主要な点は

12ページ、７、むすびで言及しておりますので

こちらで説明をさせていただきます。 

  12ページをお開き願います。 

  平成25年度水道事業会計の決算審査の概要は

次のとおりであります。 

  給水状況を見ますと、給水世帯は１万2,546

世帯で、前年度より10世帯増加しております。

外国人登録を含めた平成26年３月末の市内の人

口３万7,790人に対する給水人口は３万5,017人

で、前年度に比べ218人減少しております。普

及率は92.7％となり、前年度より0.7％増加し

ております。また、総配水量のうち有収水量の

占める有収率は84.2％と、ここ数年同じ割合で

推移しておりますが、漏水対策等によりさらに

向上しますよう努力をお願いしたいと思います。 

  経営状況につきましては、収益的収支におい

て前年度と比較しますと、事業収益は上水道高

料金対策一般会計繰入金の減により2,814万

8,872円、2.7％減少し、事業費用は企業債支払

利息の減等により4,391万1,650円、4.5％減少

したことから、当年度純利益は9,106万4,572円

となり、前年度に比べ20.9％ほど増加しており

ます。県からの受水費３億4,972万5,953円税抜

ですが、は前年度より573万787円下がっており

ますが、職員１人当たりの営業収益は１億

3,140万4,000円で、前年比0.9％の微減となっ

ております。 

  供給単価と給水原価の比較では、１立方メー

トル当たりの供給単価が272円75銭、同じく１

立方メートル当たりの給水原価は288円11銭で

あり、供給単価を給水原価が上回る差額は15円

36銭となっていますが、前年度の差額26円22銭

と比べると10円86銭縮減されております。 

  なお、過年度の未収金につきましては2,274

万3,489円となっており、前年度に比べて77万

円ほど多くなっておりますが、負担の公平性を

確保するためにもさらなる未納解消に向け努力

をお願いするものであります。 
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  資本的収支においては、前年度と比較すると

資本的収入は工事負担金、国庫補助金の増によ

り2,045万1,872円増加し、資本的支出は上水道

施設監視制御設備更新による建設改良費の増に

より１億36万8,875円、28.2％増加しました。 

  以上の結果、資本的収支差引不足額は前年度

より7,991万7,003円、 23.9％増加した４億

1,426万1,628円となっており、この不足額は過

年度損益勘定留保資金及び建設改良積立金等に

より補塡されております。 

  財政状況において、資産合計は流動資産の増

はあったものの、固定資産及び繰延勘定の減に

より前年度より4,471万9,036円、0.3％減少し

ました。負債合計は未払金の減により前年度よ

り401万5,577円、13.6％減少し、資本合計は借

入資本金の減により、前年度より4,070万3,459

円、0.3％減少しました。 

  水道事業を取り巻く環境は、年々老朽化が進

む水道施設の修繕や更新、耐震化の推進など経

費の増嵩が見込まれる上、給水人口の減少や節

水意識の高まりなどにより給水収益の増加を図

ることはなかなか難しい状況にありますが、新

庄市水道ビジョンに基づき長期的な視野に立っ

た事業計画のもとに安心安全な水道水の安定供

給と安定的な水道事業の運営を望むものであり

ます。 

  なお、県内各市の水道事業会計の内容につき

ましては、平成23年度まで意見書の末尾に表示

しておりましたが、各市町村とも決算議会前で

あることから、以降の開示は取りやめておりま

すので、御了承願いたいと思います。 

  以上が平成25年度水道事業会計の決算審査の

概要並びに意見でございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 これより、ただいま説明のありま

した平成25年度の各決算を除く議案第49号新庄

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の設定につい

てから議案第54号市道路線の認定についてまで

の６件について総括質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２５決算特別委員会の設置 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第25決算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りします。 

  議案第55号から議案第63号までの平成25年度

一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出

決算並びに水道事業会計利益の処分及び決算の

審査をするため、委員会条例第６条第１項の規

定により決算特別委員会を設置したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

小嶋冨弥議長 これよりただいま設置されました

決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により議長にお

いて全議員を指名したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 
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  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において決

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

 

日程第２６議案、請願の決算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

小嶋冨弥議長 日程第26議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております付託案件表のとおり、

それぞれの所管の委員会に付託いたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

   議案（９件） 

○議案第５５号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

○議案第５６号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５７号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第５８号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第５９号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第６０号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第６１号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議案第６２号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

○議案第６３号平成２５年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決

算の認定について 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

○請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回と憲法９条を

生かすことを求める意見書の提出についての請願 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（６件） 

請願（２件） 

○議案第４９号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の設定について 

○議案第５０号新庄市保育の必要性の認定に関する条例の設定につ
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付 託 委 員 会 名 件                名 

いて 

○議案第５１号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の設定について 

○議案第５２号新庄市放課後児童クラブ施設設置条例の設定につい

て 

○議案第５３号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の設定について 

○議案第５４号市道路線の認定について 

○請願第５号国の農政改革の再検討を求める意見書提出の請願 

○請願第６号緊急の過剰米処理を求める意見書の提出についての請

願 

 

 

 

議案８件一括上程 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第27議案第64号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）から日程第34

議案第71号平成26年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）までの補正予算８件につきまし

て、会議規則第35条の規定により一括議題にい

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号平成26年度新庄市一般会計補正予算

（第２号）から議案第71号平成26年度新庄市水

道事業会計補正予算（第１号）までの補正予算

８件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第64号から議案第

71号までの平成26年度新庄市一般会計、特別会

計及び水道事業会計の補正予算について御説明

申し上げます。 

  予算書１ページ、議案第64号一般会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ３億5,018万6,000円を

追加し、補正後の総額を172億4,739万6,000円

とするものであります。 

  ８ページからの歳入についてでありますが、

14款国庫支出金に国の平成25年度補正予算第１

号において創設された地域経済活性化効果実感

臨時交付金としてのがんばる地域交付金を計上

し、これに伴った市債の一部の減額を21款市債

に計上しております。 

  次に、歳出予算の主な補正内容について御説

明申し上げます。 

  まず、１款から10款を通して人件費に係る予

算の補正を計上しておりますが、４月の人事異

動等に伴う各款の調整によるものであります。

また、各款を通して、学校や保育所を初めとす

る各種施設や道路、側溝、流雪溝などの維持補

修や機能強化に係る経費を計上しております。 

  ３款民生費の社会福祉費におきましては、神

室荘の環境整備のための経費を盛り込むととも

に、児童福祉費におきましては、定住促進化策

の先行事業として、子育て環境のさらなる充実

のために、子育て支援医療給付費の拡充に係る

経費などを計上し、４款衛生費におきましては、

水痘予防接種の導入に係る経費を計上しており
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ます。 

  ６款農林水産業におきましては、国の新たな

農業・農村施策に伴った農地や農業施設の維持

に係る経費の拡充に係る経費などを計上し、７

款商工費につきましては、商店街街路灯のＬＥ

Ｄ化を支援する経費を盛り込み、10款教育費に

おきましては、教育環境の充実や教育の場の安

全確保、施設の環境整備の充実を図るための経

費を盛り込んでおります 

  続きまして、29ページの特別会計からですが、

議案第65号国民健康保険事業特別会計補正予算

から議案第70号介護保険事業特別会計補正予算

までの６特別会計及び議案第71号水道事業会計

補正予算につきましては、今年度下半期のそれ

ぞれの事業の執行に必要な補正を行うものであ

ります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長及び上下水道課長

から説明させますので、御審議いただき、御決

定くださるようお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

   （小野 享財政課長登壇） 

小野 享財政課長 議案第64号一般会計補正予算

（第２号）について御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ３億

5,018万6,000円を追加し、補正後の総額は172

億4,739万6,000円となります。各款各項の補正

予算額並びに補正後の額につきましては、２ペ

ージからの第１表歳入歳出予算補正において御

確認いただきたいと思います。 

  次に、５ページ、第２表地方債補正について

でございますが、変更につきましては、市有施

設耐震化事業債は地方交付税措置の有利な緊急

防災減災事業債を活用して増額するほか、県営

土地改良事業負担債につきましては、県事業の

拡充、ロータリー除雪車整備事業債につきまし

ては、購入経費の増額による増額となります。

さらに、臨時財政対策債につきましては、普通

交付税の振替措置として歳出補正の一部に充て

るため、8,493万円の増額を盛り込んでおりま

す。廃止となります社会教育施設改修事業債に

つきましては、地方交付税措置が見込めないこ

とから、このたびの国のがんばる地域交付金の

対象事業としたことによりまして全額減額とす

るものであります。 

  ８ページからの歳入について御説明いたしま

す。 

  初めに、14款国庫支出金でございますが、２

項国庫補助金につきまして、１目総務費国庫補

助金にがんばる地域交付金１億2,658万8,000円

を新たに盛り込んでおります。これは、国の25

年度補正予算第１号におきまして、地域経済活

性化・効果実感臨時交付金として870億円規模

で創設されたものであり、市町村の公共事業の

地方負担額に財政力、行革努力を勘案して配分

されることとなっておりましたが、８月８日に

配分先の最終決定を受けたことから、今期の補

正予算に計上するものであります。この交付金

は、歳出において、テニスコート改修事業、角

沢ふれあい交流広場整備事業、小中一貫校スク

ールバス車庫整備事業、神室荘改修事業の市単

独事業の財源に充当しております。 

  続く、民生費国庫補助金に保育緊急確保事業

費補助金1,021万8,000円を新たに計上しており

ますが、次年度からの子ども・子育て支援新制

度への円滑な移行を図るため、新制度における

地域の子ども・子育て支援事業等を今年度より

国が先行的に支援するものであり、下段の民生

費県補助金の保育対策等促進事業費補助金等に

おいて措置しておりました県補助の一部を拡充

し、国庫補助金へ移行されたものであります。 

  衛生費国庫補助金では、浄化槽設置整備事業

の対象設置基数の減少分を計上し、土木費国庫

補助金では市有施設耐震化事業に係る社会資本

整備総合交付金の減額補正を計上しております。 
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  ５目教育費国庫補助金におきましては、多子

世帯の保護者負担軽減の拡充が図られたことに

より、私立幼稚園就園奨励費補助金の増額補正

を計上しております。 

  15款県支出金につきましては、２項県補助金

１目総務費県補助金において、防災拠点施設再

生可能エネルギー導入促進事業費補助金300万

円を計上しておりますが、明倫中学校の再生可

能エネルギー導入に向けた経費として計上して

おります。 

  ２目民生費県補助金の児童福祉補助金に子育

て支援医療給付事業費補助金の県事業の拡充分

を増額しているほか、公立保育受入児童拡大支

援事業費補助金を新たに計上しております。保

育対策等促進事業費補助金以下の補助金につき

ましては、国の保育緊急確保事業費補助金に一

部振替となったことによります減額補正でござ

います。 

  ３目衛生費県補助金につきましては、浄化槽

水環境保全推進事業費補助金に対象設置基数の

減少分の減額を計上しております。 

  ９ページ、５目農林水産業費県補助金におき

ましては、農地台帳システム整備事業に伴う電

算システムの監修に係る農地台帳システム整備

事業費補助金を新たに計上しております。農

地・水保全管理支払推進事業費補助金の減額補

正となっておりますが、これは本制度が今年度

より次の多面的機能支払交付金制度となり、基

準単価増額も踏まえた振りかわりの計上による

ものであります。続く、環境保全型農業直接支

援対策費補助金の300万円の増額補正につきま

しては、今年度より県費分を市の予算を通して

事業主体に支出することになったことによるも

のでございます。 

  ３項県委託金につきましては、６目教育費委

託金にいじめ問題の撲滅に向けたいじめ対策等

生活指導推進事業委託金を新たに計上しており

ます。 

  17款寄附金につきましては、好調に推移して

おりますふるさと納税寄附金の1,500万円の増

額を盛り込んだほか、児童福祉の向上に向けら

れた寄附金３万円並びに市民活動交流広場事業

への拡充に向けられた寄附金15万円につきまし

ては、その御意向を踏まえ歳出においてわらす

こ広場、市民活動交流広場の備品購入費として

計上しております。 

  次に、10ページをごらんください。 

  20款諸収入につきましては、中核工業団地進

出企業に対する産業立地促進資金融資制度貸付

金元金収入の8,666万6,000円のほか、雑入の項

目においては、消防団安全装備品整備等助成金

や降雪被害に伴う建物総合損害共済災害共済金、

ふるさと歴史センターへの有機ＥＬ照明導入に

係る補助金などの増額を計上しておりますが、

スポーツ振興くじ助成金については、交付額の

確定に伴う1,360万円の減額を計上しておりま

す。 

  なお、このたびの補正に係る一般財源として

は、下段の21款市債における臨時財政対策債の

8,493万円と、前ページの19款の前年度繰越金

5,883万8,000円を財源として充てております。 

  続きまして、11ページからの歳出について御

説明いたします。 

  まず、１款から10款までを通して、４月の人

事異動に伴う職員給付費の各款の調整を補正し

ております。また、各款を通して学校や保育所

を初めとします各種施設や道路、側溝、流雪溝

などの維持補修や機能強化に係る経費を計上し

ております。 

  ２款総務費７目企画費につきましては、ふる

さと納税寄附金の伸びに対応し、まちづくり応

援基金積立金1,500万円の増額並びにこれに伴

う報償費の増額を計上し、９目電算管理費につ

きましては、社会保障税番号制度施行に伴う電

算システム改修に係る予算の組み替えと増額を

計上しております。 
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  14ページからの３款衛生費でございますが、

まず15ページの１項４目障害者自立支援費に平

成25年度の国庫負担金の返還金を計上しており、

５目老人福祉施設費におきまして、神室荘の景

観に向けた環境整備に係る経費3,262万6,000円

を盛り込んでおります。 

  ２項１目児童福祉総務費に県事業分の拡充分

に加えて、市事業の拡充による子育て支援医療

給付事業費1,348万9,000円の増額を盛り込んで

おります。 

  これは、県が７月から外来診療分について、

支援対象を小学校３年生まで拡充したところで

ございますが、新庄市として、子育て世代の支

援拡大を図るため、12月診療分から対象を中学

校３年生まで、入院・外来診療分を問わずに給

付対象としまして、あわせて一部負担金につい

ても廃止することによる予算措置でございます。 

  16ページの３目保育所費におきましては、国

の保育緊急確保事業を踏まえた保育所の人的支

援として、嘱託保育士等の増員経費を盛り込ん

でおります。 

  17ページ、４款衛生費１項２目予防費につき

ましては、本年10月より定期接種化となります

水痘ワクチン予防接種に必要な経費として、

1,080万7,000円を増額計上したほか、再生可能

エネルギー等設備導入事業費補助金は、利用者

の増加に対応し増額計上しております。 

  18ページからの６款農林水産業費でございま

すが、１項５目農地費におきまして、県事業の

拡充に伴う堤沢ため池等整備事業負担金を増額

計上したほか、農地・水保全管理支払交付金制

度が今年度から多面的機能支払交付金制度に振

りかわったことにより、従前の交付金を全額減

額しまして、多面的機能支払交付金として

4,817万8,000円を新たに計上しております。 

  20ページの７款商工費につきましては、１項

２目商工振興費に新庄まつりの商標登録を行う

ための手数料23万7,000円を計上するとともに、

商店街街路灯のＬＥＤ化を支援するための経費

1,191万8,000円を計上しており、中核工業団地

に進出する企業に対する産業立地促進資金融資

制度貸付に係る経費8,666万6,000円も計上して

おります。 

  また、４目企業融資金におきましては、市民

の新規雇用を促進するための企業立地等雇用促

進奨励金200万円を新たに計上しております。 

  21ページからの８款土木費につきましては、

２項２目道路維持費、22ページ以下の公園費、

住宅管理費、除排雪経費におきまして、さきの

豪雪や老朽化等に伴います修繕が必要になった

道路、側溝等につきまして修繕料を計上すると

ともに、６項１目除排雪費におきましては、当

初予算で計上しておりました除排雪車の借り上

げ料につきまして、４月にせざるを得なかった

経費を補塡するための増額経費を行っておりま

す。 

  また、６項２目雪総合対策費におきましては、

冬期間の流雪溝の水上がりが課題となっており

ます箇所への水上がり解消に向けた経費の増額

補正を行ったところでございます。 

  23ページの９款消防費につきましては、消防

団員等の公務災害補償等共済基金の助成制度を

活用しまして、消防団員の防じん眼鏡を整備す

るための経費を計上したほか、公益消防無線の

デジタル化に対応したサイレンの改修に係る経

費を計上しております。 

  次に、24ページ、10款教育費でございますが、

３目教育指導費におきまして、県の委託により

いじめ問題の撲滅に向けたいじめ対策等生活指

導推進事業に係る経費を計上しているほか、４

目私立学校振興費におきまして、多子世帯の保

護者等負担軽減の拡充に伴う私立幼稚園就園奨

励費補助金の増額を計上しております。 

  また、２項及び３項の小中学校費におきまし

ては、老朽化した屋根や内壁の改修、学校設備

の修繕など、子供たちが安全で快適な充実した
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学校生活を過ごすことのできる環境の拡充に向

けた経費を盛り込んだほか、中学校費では、明

倫中学校の再生可能エネルギー設備の導入に向

けた設計業務に係る経費を盛り込んでおります。 

  26ページからの４項社会教育費につきまして

は、27ページの８目ふるさと歴史センター費の

管理事業費におきまして、名誉市民近岡善次郎

記念室への有機ＥＬ照明導入に係る経費を計上

しておりまして、続くセンター事業費には、今

秋の行啓に対応する経費を盛り込んでおります。 

  12目体育施設費におきましては、テニスコー

トの改修に係る工事請負費から備品購入費に切

りかえる予算の補正を計上しております。この

ほか、社会教育施設の全般において老朽化等に

よる各施設の修繕等の費用を盛り込んでおりま

す。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  特別会計全般におきましても、４月の人事異

動に伴う職員給与費を補正しております。 

  29ページをごらんください。 

  議案第65号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）でございますが、歳入歳出おのお

の3,913万円を追加しまして、補正後の予算総

額を41億8,772万5,000円とするものでございま

す。 

  33ページをごらんください。 

  歳入は、前期高齢者交付金の減額と前年度繰

越金の増額を計上しておりまして、続く34ペー

ジからの歳出におきましては、３款の後期高齢

者支援金の減額及び下段の９款にございます国

民健康保険保険給付基金積立金の増額を計上し、

11款には25年度の事業実績に基づく県への返還

金を計上しております。 

  37ページ、議案第66号交通災害共済事案特別

会計補正予算（第１号）につきましては、歳入

歳出おのおの168万2,000円を追加しまして、補

正後の予算総額を844万9,000円とするものでご

ざいます。 

  40ページに歳入歳出がございますが、今年度

に入り、交通事故による犠牲者がお二人となっ

たことに伴いまして、共済見舞金の増額と、こ

れを基金からの繰入金で対応する補正としてお

ります。 

  41ページ、議案第67号公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）につきましては、歳入歳

出おのおの5,239万1,000円を減額し、補正後の

予算総額を13億9,752万1,000円とするものでご

ざいます。 

  45ページの負債におきまして、国の社会資本

制度総合交付金等公共下水道事業債の減額、分

担金や一般会計繰入金の増額を計上しており、

46ページの歳出につきましては、老朽化に伴う

施設の修繕、それと消費税納税に係る経費の増

額及び先ほど申しました社会福祉資本総合交付

金の確定に伴います建設事業費の減額を計上し

ております。 

  49ページをごらんください。 

  議案第68号農業集落排水事案特別会計補正予

算につきましては、歳入歳出おのおの253万

7,000円を追加しまして、補正後の予算総額を

8,549万2,000円とするものでございます。 

  52ページ掲載の歳入歳出におきましては、老

朽化に伴う施設修繕の増加とこれに伴う一般会

計からの繰入金を増額補正しております。 

  53ページ、議案第69号営農飲雑用水事案特別

会計補正予算（第１号）でございますが、歳入

歳出おのおの８万3,000円を追加しまして、補

正後の予算総額を3,905万3,000円とするもので

ございます。 

 56ページの補正内容につきましても、施設の修

繕の増額とこれに伴う一般会計からの繰入金の

対応という補正内容になっております。 

  最後に57ページ、議案第70号介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）でございますが、歳

入歳出おのおの8,802万9,000円を追加しまして、
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補正後の予算総額を34億2,774万1,000円とする

ものでございます。 

  61ページ、歳入の下段に前年度繰越金を計上

しております。 

  62ページからの歳出におきましては、５款基

金積立金の給付費準備基金積立金の増額、それ

と７款諸支出金で国庫等への返還金の増額補正

を組んでおります。 

  これで一般会計、特別会計の補正予算案の説

明を終わります。 

  御審議いただき御可決賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時０６分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  上下水道課長髙橋 弘君。 

   （髙橋 弘上下水道課長登壇） 

髙橋 弘上下水道課長 議案第71号平成26年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

  別冊の水道事業会計補正予算書１ページをお

開き願います。 

  最初に第２条におきまして、予算第３条に定

めた収益的収入及び支出のうち収入に係る第１

款水道事業収益及び第２項営業外収益にそれぞ

れ補正予定額70万7,000円を追加し、水道事業

収益を11億7,002万5,000円に、営業外収益を１

億9,133万6,000円にしようとするものでござい

ます。 

  その内容ですが、人事異動等に伴い繰り出し

基準に基づき、児童手当に要する経費を一般会

計からの繰入していただくものでございます。 

  続きまして、支出の第１款水道事業費用に補

正予定額442万3,000円を追加し、11億3,553万

5,000円とし、第１項営業費用を421万2,000円

増の10億1,148万5,000円に、第２項営業外費用

を21万1,000円増の１億1,461万9,000円にしよ

うとするものでございます。 

  その内容ですが、第１項営業費用の増額は人

事異動等に伴い職員給与費を増額するものでご

ざいます。第２項営業外費用の増額は、消費税

が確定したことに伴い平成25年度分消費税納税

額を増額するものでございます。 

  ２ページをお開き願います。 

  第３条におきまして、予算第４条に定めた資

本的支出に係る第１款資本的支出及び第１項建

設改良費にそれぞれ補正予定額2,983万8,000円

を追加し、資本的支出を７億9,785万円に、建

設改良費を５億9,120万9,000円にしようとする

ものでございます。 

  その内容ですが、人事異動等に伴う職員給与

費の減額及び上水道施設監視制御設備更新工事

において、前波配水池の計器操作盤及び一本柳

圧力調整弁操作盤の更新を行う必要が生じたた

め、本工事との関連が大きいことから工事請負

費を増額するものでございます。 

  なお、資本的収入が資本的支出に対して不足

する額６億4,110万円は過年度損益勘定留保資

金等で補塡しようとするものでございます。 

  続きまして、第４条におきまして、予算第６

条に定めた議会の議決を経なければ流用できな

い経費である職員給与費に補正予定額447万円

を追加し、5,609万2,000円に改めようとするも

のでございます。 

  第５条におきましては、予算第７条に定めた

他会計からの補助金である一般会計からの補助

を受ける金額に補正予定額70万7,000円を追加

し、5,375万4,000円に改めようとするものでご

ざいます。 

  なお、３ページ以降に実施計画書を添付して

おりますので、御参照賜りますようお願い申し

上げます。 
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  以上で平成26年度新庄市水道事業会計補正予

算（第１号）について御説明を終わらせていた

だきます。 

  御審議いただき、御可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算８件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号から議案第71号までの補正予算８件

については、委員会への付託を省略し、９月22

日、定例会最終日の本会議で審査をいたします。 

 

 

日程第３５議員派遣について 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第35議員派遣についてを議題

といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しておりますとおり、議会報研修

委員６名を山形県市議会議長会主催の議会報研

修会に派遣したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議会報研修会に議会

報研修委員６名を派遣することに決しました。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  あす９月10日水曜日午前10時より本会議を開

きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時１５分 散会 
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平成２６年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２６年９月１０日 水曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １７番   山  口  吉  靜  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 川 又 秀 昭  主 査 沼 澤 和 也 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２６年９月１０日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 髙 橋 富美子  議員 

２番 伊 藤   操  議員 

３番 小 関   淳  議員 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２６年９月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 髙 橋 富美子 

１．消費者教育の充実について 

２．子どものインターネットの利用について 

３．健康マイレージについて 

４．子育て支援の充実について 

５．命を守るために 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は山口吉靜君の１名であります。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席願

が出ております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は７名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含め１人50分以内

といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に髙橋富美子君。 

   （３番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

３ 番（髙橋富美子議員） おはようございます。 

  ９月定例会最初の一般質問をさせていただき

ます。 

  市民・公明クラブの髙橋富美子です。 

  質問に先立ちまして、さきの広島での土砂災

害により犠牲になられた皆様に心より御冥福を

お祈りいたします。 

  また、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い

を申し上げます。 

  本市においても、いついかなるとき、このよ

うな災害が起こるかわかりません。防災に向け

た取り組みをさらに強くしていかなければなら

ないと感じたところであります。 

  それでは、通告に従いまして順次質問をさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  １点目に、消費者教育の充実についてお伺い

いたします。 

  ネット社会の進展に伴った消費者トラブルが

相次いでいます。消費者生活環境が多様化、複

雑化している中で、子供や若者が一人の消費者

として安全に行動できるよう、早期からの消費

者教育を充実させることが課題となっています。 

  本年６月に政府が閣議決定した消費者白書に

よると、13年度は全国の消費者センターなどに

寄せられた消費者トラブルの相談件数が92万

5,000件と９年ぶりに増加に転じ、さらに65歳

以上の高齢者からの相談件数が前年度より５万

3,000件多く、そのほか未成年に関する相談件

数が2010年度以降毎年度約２倍ペースで増加し

ていることも問題となっているようです。 

  最近では、子供が親のクレジットカードを無

断で使用し、ゲームのアイテムを高額購入して

いたといったことが数多く寄せられており、国

民生活センターが注意を呼びかけている現状で

す。私たちの周りでも、高齢者の方が話に乗せ

られて必要もない高額な寝具を購入してしまっ

たり、教育用品を契約させられそうになったり

と、さまざまなケースがあります。 

  このようなことから、トラブルを未然に防ぐ

ため、本市においても消費者教育の充実に積極

的に取り組むべきと考えますが、いかがでしょ

うか。 

  ２点目に、子供のインターネットの利用につ
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いてお伺いいたします。 

  「どう向き合う子供のネット依存」、これは

ある番組で取り上げられたテーマです。中高生

にとって今やスマホやタブレット端末は生活の

一部、ＳＮＳ、動画サイト、オンラインゲーム

など、子供たちにとっては連絡手段や勉強ツー

ルとしてもはや欠かせないものになっておりま

す。一方で、ネットの世界のやりとりに夢中に

なり、ネット依存に陥る子供がふえているとの

ことです。一日の利用時間が12時間を超えるよ

うなネット依存の重症者は昼夜逆転の生活とな

り、通学や日常生活に支障を来したり、ひきこ

もりになってしまうケースや、ひどい場合は健

康面で栄養失調、視力低下、骨粗しょう症、静

脈血栓塞栓症などを起こし、体がむしばまれて

韓国では死亡事故も起きており、社会問題化し

ているとのことです。 

  厚生労働省研究班の調査報告書によりますと、

健康や生活に支障を来すネット依存の中学生、

高校生が推計51万8,000人に上るとの発表があ

りました。ネット依存はたった１カ月で重症化

することもあるそうですから、一刻も早い対策

が必要であり、何より早期発見が重要です。遅

刻、欠席を繰り返したり、無気力だったりと日

常生活で発する依存のサインを見逃さないこと

が大事であることを、保護者や教師へもしっか

りと啓発し、子供たちにもその怖さをしっかり

と認識させることが重要であると思います。子

供のインターネット依存に対する本市の状況と

対応についてお伺いいたします。 

  ３点目に、健康マイレージについてお伺いい

たします。 

  健康診断の受診やスポーツ活動への参加など

でポイントをためると特典が利用できる「健康

マイレージ」の取り組みがあります。この事業

は、市民の健診受診率を上げ、健康づくりに励

むことで医療費、介護費の抑制のほか、地域コ

ミュニティーや地域経済の活性化など、まちづ

くりや人づくりにつないでいくことが期待でき

る施策であると考えます。市民の健康意識の高

揚と健診の受診率向上のため、健康マイレージ

を導入してはどうかお伺いいたします。 

  ４点目に、子育て支援の充実についてお伺い

いたします。 

  初めに、子育て応援メールの配信についてお

伺いいたします。 

  複雑化する乳幼児の定期予防接種のスケジュ

ール等を接種予防日が近づいたら、メールでお

知らせする事業を行ってはどうかお伺いいたし

ます。 

  また、安心して出産や子育てができるよう、

妊婦や乳幼児の保護者を対象に健康管理、食事

等のアドバイス、子育てサービス等の情報をメ

ールマガジンとして配信してはどうかお伺いい

たします。 

  続きまして、ファミリーサポートセンターの

設置についてお伺いいたします。 

  「子ども・子育て支援新制度」が明年４月に

スタート予定です。新制度によると、全ての子

育て家庭のために地域の子育て支援も利用しや

すく変わるとあります。既存の支援を補うと期

待されるファミリーサポートセンターを、わら

すこ広場に設置し利用者の拡大を図るべきと考

えますがお伺いいたします。 

  ５点目は、命を守るために。ＡＥＤのコンビ

ニ設置と講習会の充実についてお伺いいたしま

す。 

  小中学校を初め多くの公共施設にはＡＥＤが

設置されておりますが、夜間や休日には使用で

きない場合があります。ＡＥＤの普及をより一

層進めるため、市内のコンビニエンスストアに

ＡＥＤ設置を検討してはどうか。公明党は全国

でＡＥＤの普及を推進してきました。ＡＥＤは

心臓の心室がけいれんを起こし体に血液を送り

出せなくなった状態を電気ショックにより心臓

の動きを正常に戻す装置です。従来は医療従事
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者のみに使用が認められていましたが、2003年

に救急救命士に使用が拡大され、2004年７月に

は一般市民にも使用が認められ、ことしで10年

が経過しました。厚生労働省の研究班のまとめ

によると、普及台数は45万台を超えているとあ

りました。消防庁は一般市民が心肺停止状態の

人を発見し、その場でＡＥＤを使用した場合の

生存率は、未使用の場合よりも約4.4倍も高い

としています。ところが、全国的に市民による

ＡＥＤの使用率は平成12年度で3.7％と使い方

がわからない人も多く、フル活用されていない。

台数はふえても10年前と変わらない状況だとい

います。また、現場に居合わせても不安などか

ら使用をためらっているケースもあると指摘さ

れています。このようなことからも、これまで

以上にＡＥＤの使用法を学ぶ講習会の充実、ま

た市民への普及啓発に取り組むべきと考えます

が、本市の状況をお伺いいたします。 

  最後に、食物アレルギーの対応についてお伺

いいたします。食物アレルギー反応で重篤な症

状があらわれた際、アナフィラキシーショック

を和らげるためにエピペンがあります。自己注

射薬ではありますが、どんな状況にあっても対

応できるようにエピペン使用の講習会を実施す

べきと考えますが、その点いかがでしょうか。

また、食物アレルギー対応のマニュアル策定は

検討されたのかをお伺いいたします。 

  以上で、壇上からの質問を終わります。御清

聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えいたします。 

  質問初めに、広島の悲惨な土砂災害等のお話

がありましたが、きょうは北海道白老町で１時

間に110ミリ、120ミリ、110ミリという猛烈な

雨が降っているというようなことで、本当に自

然の猛威が不規則に変化しているというふうに

思っております。 

  それでは、初めの消費者教育の充実について

の御質問でありますが、消費者教育の推進につ

きましては、消費者教育を総合的・一般的に推

進することを目指して、平成24年12月に消費者

教育推進に関する法律が施行されたことは承知

のとおりであります。その基本方針が平成25年

の閣議決定で示され、背景には近年高度情報化

が急速に進み、消費者生活環境が多様化、複雑

化したことに伴い、消費生活の被害やトラブル

も多様化・複雑化してきたことがあります。高

齢者を狙った巧妙な詐欺的なものを初めとし、

各年代共通にインターネット通販、オンライン

ゲーム、ＳＮＳソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス、ワンクリック請求などによるネ

ット関連の被害が増加してきており、新聞、ニ

ュースなどにおいて報道されるところとなって

おります。また、被害防止と対策の関連記事も

多く目にするようになりました。 

  このように消費者教育は、子供から高齢者ま

でのそれぞれのライフステージに合った内容で

実施推進されなければならない時代となってき

ております。 

  御意見のとおり、子供や若者が一人の消費者

として安全に行動できるよう、早期からの消費

者教育はこれから社会で生きていく力を養う上

でも重要なものであります。子供にはそれぞれ

の家庭で教育と保護を実施してもらいながら、

学校教育現場においては時期に応じた学習計画

による消費者教育が実施されております。家庭

科や社会、公民などの小中学校の授業では、健

全な消費生活を送るための基礎知識に加え、ネ

ットやカード社会の落とし穴やトラブルの危険

性が教えられています。また、ふだんの授業学

習のほかに警察が主催する講演会などが実施さ

れ、より印象的で実感的に学習できる機会にな

っていると聞いております。 
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  本市の消費者行政におきましては、大人や高

齢者に対する啓発活動、消費生活に関する出前

講座などの実施、消費生活相談員による相談対

応などにより消費者被害の未然防止を図ってお

ります。今後も引き続き、学校、警察、県、消

費生活団体など関係機関と連携し、あらゆる機

会を活用して消費者教育の充実を図ってまいり

たいと考えております。 

  子供のインターネットの利用につきましては、

教育長のほうから答弁させますのでよろしくお

願いします。 

  次に、健康マイレージについてでありますが、

健康マイレージとは市主催の健康教室や講座、

イベントに参加してポイントを集めて応募し、

ためたポイントで健康グッズや記念品がもらえ

るなどの施策の一つであります。 

  市民が健康づくりに興味を持っていただくき

っかけづくりという点では期待できる制度では

ないかと考えております。健康づくりは個々人

で維持改善することではありますが、地域単位

での取り組みも重要と考え、市では昨年度から

地域住民の健康づくりをテーマに地域リーダー

講座を開催しております。参加者みずから健康

づくりを推進する上での課題を出し合い、その

解決策や具体的な地域活動計画を作成するなど、

来年以降の取り組みを視野にいれた講座となっ

ております。 

  今年度は健康づくりのモデルケースとして、

末広町地区で毎月健康教室を開催しております。

高齢者を対象とした取り組みを中心に地域のリ

ーダーの方々と連携し、参加者の家族、友人、

地域への健康づくりの輪を広げていくのが狙い

であります。今後こうした取り組みを他の地域

へ拡大させ、健康寿命の延伸と地域の活性化を

目指してまいります。個々人への支援ツールと

される健康マイレージについては、取り組みを

している自治体の成果などを情報収集し、さら

に庁内関係各課の連携を図り考えてまいりたい

と思っております。 

  次に、子育て支援の充実についてであります

が、各市町村等がホームページなどを利用し各

種行政サービスの情報提供を行うことが一般化

しておりますが、さらに進展する今日の情報社

会においてはフェイスブックやツイッターなど

に代表されるソーシャル・ネットワーキング・

サービスの利用者が急増するなど、個人が求め

る情報入手の方法がより多様化しております。

ＳＮＳは、利用者同士のつながりを促進サポー

トするコミュニティー型ウエブサイトの総称で

すが、その高い利便性とスマートフォンなどの

携帯型情報端末の急速な普及を背景に、特に子

育て世代を含む若年層の数多くの方がコミュニ

ケーションツールとしての利用だけでなく情報

収集ツールとして活用、利用しているものと思

われます。 

  御質問のありました子育て支援情報等のメー

ル配信につきましては、今後の情報通信技術の

高度化を見据え、電子メールによる方式にこだ

わらず情報の拡散性というＳＮＳの特性を活用

した方法と、より効果的に情報提供できるよう

情報媒体の複数化も視野に入れ、子育て支援情

報を提供できるよう検討してまいりたいと考え

ております。 

  次に、ファミリーサポートセンターの設置に

ついてでありますが、今年度までのファミリー

サポートセンター事業については、国の補助事

業という位置づけになっておりますが、国では

子ども・子育て支援新制度を整備するに当たり、

児童福祉法の改正によって子育て援助活動支援

事業と法定化し、あわせて子ども・子育て支援

法に規定する地域子ども・子育て支援事業の一

事業であることを明記しました。しかしながら、

法定化後の事業の内容は現在検討中とのことで、

その詳細はいまだ国から示されていない現状で

あります。 

  また、現在新庄市では子育て支援団体が新
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庄・最上地域を対象にファミリーサポートセン

ター事業を展開しております。今後とも支援団

体との連携を図りながら進めてまいりたいと考

えております。 

  次に、ＡＥＤについてお答えさせていただき

ます。御承知のように、突然倒れたとき救急車

が到着するまでの数分間の救命措置に欠かせな

いのがＡＥＤと言われております。市ではホー

ムページでＡＥＤは誰にでも簡単に操作できる

ことの啓蒙とあわせ、ＡＥＤの設置と登録を呼

びかけており、現在市内には民間事業所も含め

74カ所が登録されております。多様な施設にＡ

ＥＤを設置するのは、人々が集まる環境で起き

る事案の救命措置に活用するもので、設置場所

から外部へ持ち出しての使用は想定しておりま

せん。 

  御質問にあるように夜間や施設の休館日には

使用できませんが、ＡＥＤが設置された施設の

近隣住民でも救急車の要請を行うのが通常の手

段となっております。民間の事業所については、

維持管理も含めて自発的に設置していただくよ

うこれまでどおりお願いをしてまいりたいと考

えています。ＡＥＤの講習会については、消防

本部によれば最上地域全体で住民への啓発とし

て42回の講習会を数え、さらにＡＥＤの指導者

養成のための講習会も32回の開催となっており

ます。来月の健康福祉まつりにおきましても、

市民への啓発の場として消防本部よりＡＥＤ講

習をしていただく予定となっており、今後とも

さまざまな機会を捉え普及啓発を図ってまいり

たいと考えております。 

  最後に、食物アレルギーについてであります

が、御指摘のとおり近年学校給食による食物ア

レルギーに関して報道などで死亡事例が報告さ

れるなど痛ましい事故が起きております。 

  御質問にあるエピペン使用も含めた食物アレ

ルギーについての講習会の実施についてであり

ますが、昨年度は食物アレルギーとその対応と

題しまして、専門医師を講師に迎え講演会を開

催しております。医師、看護師のほか、養護教

諭などの学校関係者も含め76名が参加しており

ます。また、保育担当部門や保健担当部門など

それぞれの分野でも研修する機会を得ておりま

す。 

  研修では、アレルギーを引き起こす可能性の

ある子供に関する情報共有を図り、症状が出た

ときにエピペンといわれるアドレナリンの自己

注射薬を迷わず使用することの大切さや、その

後の緊急搬送について一連の流れをシミュレー

ションすることができる内容でありました。今

後もこのような研修の機会を持ち、的確な判断

と対応ができるように取り組んでまいりたいと

思います。 

  食物アレルギーの対応マニュアルにつきまし

ては、既に昨年６月に各小中学校で策定されて

おり運用されているところでございます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから子供の

インターネット依存に対する本市の状況と対応

についてお答え申し上げます。 

  平成26年３月に内閣府がまとめた平成25年度

青少年のインターネット利用環境実態調査によ

れば、小学生のスマートフォンの所有率は

36.6％、中学生の所有率は51.9％であり、また

携帯電話・スマートフォンでインターネットを

利用している青少年、10歳から17歳であります

けれども、そのうち約４割が２時間以上インタ

ーネットを利用しており、その平均時間は約

107分という結果があります。 

  市内の小中学生においても、スマートフォン

やタブレット等を利用してＬＩＮＥ等の無料ア

プリや動画、オンラインゲームを行っている児

童生徒は年々増加しております。また、それら

の端末を利用した情報交換をきっかけに児童生
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徒間同士のトラブルも生じております。それを

受け、市の小中学校生徒指導主任主事会では毎

年携帯電話、インターネット調査を小学校５年

生から中学校３年生までを対象に実施してきま

した。昨年度の調査では、小学校５、６年生で

携帯電話やスマートフォンを持っていると答え

た子供は114名、中学生は354名でした。割合と

しては小学生の約20％、中学生の約30％が個人

用の携帯電話等を持っていることになります。

また、この調査を実施して明らかになったこと

は、現在携帯電話やスマートフォン、タブレッ

トなどの情報端末の利用以外にゲーム機や携帯

音楽プレーヤーを端末としたインターネットに

接続している子供の数がふえていることです。

これらの子供を含めると、インターネットに接

続する機器を持っている子供の割合は、小学校

５、６年生では72％、中学生では76％になりま

す。ネット依存と認められる小中学生について

の報告はありませんが、現在はそのようなネッ

ト依存の子供を生まないような予防的な取り組

みに力を入れております。 

  例えば、市の校長会議で各学校の実態に応じ

てインターネット利用を含めた情報モラルへの

具体的な取り組みをお願いしています。各小中

学校においては、外部講師を招いての保護者へ

の啓発活動に加え、今年度からは生徒会を中心

に生徒自身の手でネット端末を利用するルール

づくりに取り組み始めました。また、市の生徒

指導主任主事会議において、ネットモラルの研

修会を開催し各学校での指導に役立ててもらい

ました。さらに、最上地区中高校長会の呼びか

けで、テレビの視聴時間やゲーム、携帯電話、

メール等の使用を減らすことを目的としたセー

ブメディアデーを７月７日に実施し、最上地区

全体としても児童生徒の家庭への協力で行って

おります。 

  これらは、これまでの教科で指導してきたネ

ットモラルの授業と並行して行うことにより効

果を上げるものと考えます。しかし、小中学生

におけるインターネットの主な使用が学校を離

れた家庭生活の中であることから、これまで以

上に保護者に対して家庭でのルールづくりや管

理について危機意識を高める啓発活動を行って

いく必要があると考えております。以上でござ

います。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  １点目に、消費者教育の充実について再度質

問させていただきます。悪徳商法とか架空請求、

また電話での勧誘とか、本当に気をつけている

けれどもひっかかってしまう。先ほどもありま

したけれども、だまされないことが第一番だと

は思うんですが、高齢者の方に対する指導など

公民館等とかでも行われているようではありま

すが、その点詳しく取り組みの内容を具体的に

教えていただきたいと思います。 

月野節子市民課長 議長、月野節子。 

小嶋冨弥議長 市民課長月野節子君。 

月野節子市民課長 ただいまの質問にお答えいた

します。市民課長の月野です。 

  具体的にということで、主に高齢者に対して

の活動ということで新庄市のほうで出前講座と

いうことで、公民館とか老人クラブとかあと社

会教育施設の社協関係の関係団体に対して警察

と協力しながら出前講座というところで対応し

ている状態であります。あと、相談室に消費者

相談センターというのが昨年から設置されまし

て、消費者相談ということで資格のある相談員

が不審な電話とか、あとこういうことがあった

ということで相談を受けて防止策に協力してい

るという対応でやっております。以上でござい

ます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 
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３ 番（髙橋富美子議員） それでは、わかる範

囲で結構ですので、その相談に来られた方、悪

徳商法とか架空請求でそういう被害に遭われそ

うになった方、何件ぐらいありましたでしょう

か。お伺いいたします。 

月野節子市民課長 議長、月野節子。 

小嶋冨弥議長 市民課長月野節子君。 

月野節子市民課長 少々お待ちになってください。 

小嶋冨弥議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３０分 休憩 

     午前１０時３１分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

月野節子市民課長 議長、月野節子。 

小嶋冨弥議長 市民課長月野節子君。 

月野節子市民課長 ただいまのご質問にお答えい

たします。 

  消費生活推進事業におきまして、市民等から

寄せられる消費生活相談は、昨年度220件ほど

ございました。あと、消費生活講座の開催で８

回でございます。あと、新庄市消費者の会の運

営委員会の開催回数は８回でございます。以上

です。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 220件ということは、

本当にすごい数だなと感じたところです。これ

からも本当に徹底して啓発に進めてもらいたい

なと思いました。あと、授業の中でも消費者教

育がなされていると伺いました。小中学校での

取り組みの内容についても外部の方を講師とし

て呼ばれて開催されているのかどうか、その辺

について再度お伺いしたいと思います。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 小中学校の授業に対す

る消費者教育等の取り組みについてという御質

問と承りましたが、小学校につきましては家庭

科の中で賢い消費者になるということで買い物

と暮らしという授業がございまして、その中で

計画をしてお金を使うことの大切さなどを学ん

でいるところでございます。それから、中学生

になりますと同じく家庭科の分野で、より一歩

進んだ消費者の学習ということで、カードへの

トラブルとか、クーリングオフとかそういうふ

うな消費者の学習について実践的な学習を行う

ことと、社会の公民におきまして中学校第３学

年では知識的な消費者の気をつけること等学習

をするような形で、小中あわせて学習を行って

おりますが、やはり大事なことにつきましては

学校だけではなかなか十分ではないということ

で、ぜひ家庭との連携をとっていただきながら

家庭の啓蒙もあわせて行っているところでござ

います。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 今ありましたように、

本当に家庭での話し合いって本当に必要だと感

じておりますので、今後よろしくお願いしたい

と思います。 

  2012年に施行された消費者教育に関する法律

で、市町村の努力義務とされているこの消費者

教育の推進計画の策定を初め、消費者教育の充

実に向けてさらなる取り組みをよろしくお願い

いたします。 

  それでは次に、ネット依存について再質問さ

せていただきます。今、実態調査をされている

ということを伺いまして安心したというか、こ

の数についても小学校については114名、中学

校については354名、携帯とかスマホを持って

いらっしゃる方があるということで、本当に

20％、30％ということで全国とかに比べても多

いのではないかなと感じたところでした。でも

それにも増していろいろ校長会の中とか、さま

ざまな分野で本当にルールづくりとか生徒指導
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の話とかをされているということで安心はした

ところです。セーブメディアデー、携帯を使わ

ないというんでしょうかね、そういう日を設け

たという話も聞きまして、本当にいいことだな

と思いました。 

  今、小学校の低学年でも本当にタブレットと

か自由に操作をして、私たちよりも本当に素早

くやっているのを目にします。もちろん子供さ

んそうですけれども、その親御さん、またその

おばあちゃんおじいちゃんの世代も今スマホや

タブレットとかを使っております。ある家庭に

行ったときに、一家の中でみんなが食事終わっ

た後、ばらばらにそのタブレットとかスマホに

向かっている姿を見たときに、何か不安を感じ

たというか、これから先家庭っていうかどうな

っていくんだろうなという思いがちょっとしま

した。本当に人と人とのかかわり、そういうの

が本当に希薄になっていくようで不安でなりま

せん。その点、もう一度どういった対応策が必

要なのかお願いしたいと思います。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 インターネットの利用

についての対応という御質問と受けとめました

が、先ほども教育長の答弁にありましたように

各小中学校につきましては児童生徒、保護者を

対象としました研修会を実施しまして、インタ

ーネットのよさと陰についての部分については、

しっかりと指導をしております。また、各小中

学校の授業の中でもインターネット等を使いま

しての調べ学習等を行っておりますので、その

授業に入る前には必ず担任が使用の決まり等や

使っていいサイト等については子供たちに指導

して、安全面等も含めまして指導を行っている

ところです。 

  あと先ほどお話ありましたように、子供の遊

びの中にやはりインターネット等の機器を持ち

込んで遊んでいるということにつきましては、

市内の小学校中学校の生徒の中でも現状ござい

ます。子供たちがゲーム機を持って友達の家に

遊びに行って、ゲーム機でただ遊んでいるなと

いう実態も聞いておりますので、学校教育の中

ではぜひ豊かな人間関係づくりに一層力を入れ

まして、ゲーム機に頼らない活動の楽しさとか、

子供と肌と肌との触れ合いの中で学ぶ楽しさ等

もいろんな教育活動の中から教えていくことを

大事にして取り組んでいるところでございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  続きまして、応援メールの配信について再度

質問させていただきます。先ほどもありました

けれども、本当に子供ももちろんですけれども、

本当に今も話にありましたとおりメールまたは

ＬＩＮＥによっていろいろ情報を共有できる時

代であります。若いお母さんたちと話したとき

に、やっぱり予防接種スケジュールがすごくい

ろんな接種があって本当にわかりづらいという

ような声があったものですから、こう提言させ

ていただいたのですが、やっぱりこれから本当

にこういう時代でもありますので、メールの配

信をぜひお願いしたいと思いました。 

  次に情報の共有ということで、子育てのニー

ズ調査の中にも情報発信の改善さを求める声が

多数あったような気がします。その点メールマ

ガジンもちろんですけれども、その他に対策と

か共有をどのようにされているかお尋ねしたい

と思います。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 いわゆ

る情報発信の方法というようなことでの御発言

かと思います。お答えさせていただきます。 
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  御発言の中にメール配信、いわゆるメールマ

ガジンというふうなことで御質問をいただいて

おりますが、なかなかメールマガジンというの

が特殊型の配信なものですから、人によっては

利用しない方も結構いらっしゃるように聞いて

おります。今現在新庄市、私どものほうで考え

てございますのが、やはりソーシャル・ネット

ワーキング・サービス、ＳＮＳですね、そちら

を利用した情報発信というようなことで考えた

いなというふうに考えてございます。 

  特に、20代から30代の若い子育て世代、その

お母様方につきましては情報源としてＳＮＳを

利用している方が非常に多くいらっしゃるよう

です。この世代におきましては、市報ですとか

お知らせ版、そういった紙媒体のものよりも電

子媒体の情報に非常になじんでいらっしゃると

いうようなことがあります。これに対応するた

めに子育て支援センター、例えばなんですが、

それを基地としましてＳＮＳの一つであります

フェイスブック等を活用した情報発信を今考え

ているところであります。例えばですが、子育

て相談、それから講座、わらすこ広場のイベン

ト、そういったもの、さらには子育てサークル

の活動状況、そういったものをまず中心に発信

できればなというふうに思います。また、子育

ての最中のママの情報交換の場、そういったと

ころでも活用いただけるのではないかというふ

うに考えております。 

  あわせまして、健康情報ですとか食育、そう

いった情報についても直接個人的な部分の情報

発信というのはできないわけなんですけれども、

それに類した情報の提供というのはできるのか

なというふうに考えてございます。 

  また、これによりまして子育て支援センター、

その認知度、そういったものもアップするとい

うことになろうかと思いますし、例えば子育て

の悩みなどの相談、それから仲間づくり、そう

いったところにも役に立つんではないかという

ふうに考えてございます。 

  こういったことを利用しまして、特に必要な

情報に確実にたどり着ける仕組み、それからわ

かりやすい情報発信、あとは情報提供の仕方、

そういったところをこれから考えてまいりたい

というふうに考えてございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 本当に支援センター

にＳＮＳを必要としたそういうあれがあれば、

本当に皆さん利用できるんじゃないかなと思い

ました。よろしくお願いします。 

  それでは、ＡＥＤのコンビニ設置と講習会の

充実について再度質問をさせていただきます。

講習会については、42回されたということあり

ました。これは市民向けというか、もちろんあ

れだと思うんですけれども、講習会について新

庄市の職員の方に対する講習はどのようにされ

ているんでしょうか、お伺いします。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 ＡＥＤに関する市職員の講習

についてという御質問でございます。 

  昨年の１月に全課職員を対象にいたしまして、

一度午後半日を使いまして４交代、大体１サイ

クル30分、40分くらいになるかと思いますけれ

ども、それを行いまして職員26名の参加をいた

だいてございます。その際には、消防署のほう

から講師をお招きしまして実際にそのＡＥＤの

機器を使いまして講習してございます。 

  それからもう１点は、今年度行いましたが最

上地域市町村新規採用職員研修というものがご

ざいます。そこの中で最上郡内の新規採用職員

についても同じように講習を行ってございます。

ＡＥＤの重要性または操作性につきましては、

最近誤解があったりというようなことで新聞報

道等されてございます。そうした中でもござい

ますので、定期的に今後ともＡＥＤに関する研
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修については取り組んでまいりたいというふう

に考えてございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 昨年度は市の職員の

方が26名講習されたということですけれども、

職員の方まだまだいらっしゃると思います。今

後の計画とか教えていただきたいと思います。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

小嶋冨弥議長 総務課長野崎 勉君。 

野崎 勉総務課長 今年度の研修計画につきまし

ては、もう既に終了しまして今その今年度の研

修計画に従ってやっているわけでございますの

で、来年度どのような研修計画をつくるかこれ

からでございますので、その中で検討させてい

ただきたいというふうに思います。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。 

  最後に、食物アレルギーの対応について再度

質問いたします。この学校関係において、中学

生で新庄市内では１人の方が重篤な生徒さんが

いらっしゃると聞きましたが、そのほかでもア

レルギーを持つ人ならば誰でも起こりやすい例

として、起こっても防ぎ切れないこのアナフィ

ラキシーショックというのがあると聞いたとこ

ろです。とにかく知識を持って対処の仕方を知

っていくことが大事だと何度も話されているわ

けです。先ほども講習会の実施とかあったよう

なんですけれども、実際にこのエピペンの練習

用のエピペンがあるんですけれども、実際にそ

れを使用して講習会とかされたんでしょうか。

お願いします。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 昨年度山形県で行いま

したアナフィラキシーショックの講習会につき

ましては、実際にエピペンを使用しての講習会

ということで、実技指導も入っているというふ

うに把握しております。ただ、参加者が県下全

員の養教になりますので、一人一人がエピペン

を打つということについてはできませんでした

が、その資料を持ち寄って各学校では周知を図

ったということでございます。今の市議のおっ

しゃりました市内中学生のアナフィラキシーシ

ョックの対応については、当該校におきまして

は練習用のエピペンを常時置いておきまして定

期的な練習を行いまして不測の事態に備えてい

るというところでございます。 

３ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小嶋冨弥議長 髙橋富美子君。 

３ 番（髙橋富美子議員） 本当に前に東京での

事故があった後に学校関係では本当に手厚くそ

ういうさまざまな講習をされたりとか、本当に

緩和に向けて対処がなされているようなので安

心しております。本当に緊急時の対応として事

故防止をしていても事故は起き得るものという

考え方を共有し、緊急時には特定の教職員だけ

でなく誰もがエピペンの使用を含めた対応がで

きるように日ごろからの学校全体での取り組み

がなお一層必要であると考えます。 

  以上をもちまして質問を終わります。ありが

とうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４８分 休憩 

     午前１０時５８分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 
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小嶋冨弥議長 次に、伊藤 操君。 

   （２番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

２ 番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  本会議２番目に質問させていただきます。開

成の会の伊藤でございます。 

  先月広島県におきまして大規模な自然災害が

起き、多数の方が犠牲となられました。髙橋議

員からの言葉と同様に心からのお悔やみを申し

上げますとともに、改めて災害への備えの重要

性を感じるところです。 

  本市では、自主防災組織の結成率が2012年の

20.9％からこの２年間で37.0％まで向上してお

ります。よい傾向にあることに間違いはありま

せんが、最上地域全土の83.3％にはまだ届かず、

さらなる呼びかけ、取り組みが必要と思います。 

  それでは、通告に従いまして主に本市におけ

る介護事業に関してのみお伺いいたします。 

  初めに、介護予防・日常生活支援総合事業に

ついてお伺いいたします。この事業は、平成23

年の介護保険法の一部を改正することにより、

介護サービスの基盤強化を図ることを目的に創

設されました。寝たきり、認知症などの重症化

の予防とともに介護認定において要支援と非該

当を行き来する高齢者に対する切れ目のないサ

ービスの提供、介護保険に結びつかない円滑な

サービスの導入、ボランティアによるこの事業

への参加及び活動の場の提供、そして地域の実

情に応じたサービスの提供や地域力向上などが

従来の地域支援事業との違いとして挙げられま

す。平成29年までに現在の事業からこの総合事

業に完全移行となるというのが国の指針であり

ます。今より２年間の猶予期間がありますけれ

ども、そのための受け皿の整備、また人材の育

成などはどのようにお考えなのかをお伺いいた

します。 

  これにて壇上での質問を終え、次からは自席

について行わせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  介護予防・日常生活支援総合事業は、平成24

年施行の改正介護保険法により要支援者と要支

援状態となるおそれのある高齢者を対象として、

介護予防と日常生活への支援等を切れ目なく提

供する仕組みとして創設され、平成26年６月に

施行された通称医療介護総合確保推進法により、

一部事業内容を改変し新しい総合事業として平

成27年度から市町村に義務化されることになり

ました。 

  御質問にもございますが、事業の受け皿整備

等のため一定の時間をかけて事業を開始するこ

とができるよう平成29年３月まで実施猶予され

ておりますが、平成27年度からの第６期介護保

険事業計画での位置づけが必要なため、現在新

庄市地域包括支援センター等関係機関と議論検

討を行っているところであります。 

  新しい総合事業の受け皿の整備につきまして

は、要支援者に係る通所介護と訪問介護の対応

が主となりますが、基本的には現在ある事業所

を介護現場における資源として捉えております

ので、その活用を中心に図っていきたいと考え

ております。 

  また、新しい総合事業を実施する際の人材育

成の点についてでございますが、国では元気な

高齢者を初め地域住民が担い手として参加でき

る支援を地域の実情に応じたサービスで、高齢

者の多様なニーズに応えていくことを推進して

おります。ヘルパーなどの有資格者の要件はご

ざいませんが、要支援者の身体介護を行う場面

なども想定されますので、現時点では有資格者

人材の活用を中心に実施する方向で考えており

ます。なお、資格を必要としない支援の部分に

関しては、今後対象となる事業所などと協議を



- 51 - 

進めてまいります。 

  新しい総合事業は、市町村が主体的にリーダ

ーシップをとりながら実効性のあるシステムに

育て上げていかなければなりませんが、実施ま

での猶予期間を活用することも視野に入れ、多

様なサービスとサービス提供主体の把握、市及

び地域包括支援センターの実施体制の確保に努

め、できるだけスムーズな移行を図っていきた

いと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁、どうもあ

りがとうございました。再度お伺いいたします。 

  この制度は高齢者、特に要支援と非該当を行

き来する高齢者にとりましては、非常にありが

たい制度であります。しかし私が心配するのは、

その介護をする側の問題です。私も経験がある

からわかるのですけれども、介護保険制度には

身体介護にせよ生活支援にせよ、ある一定のこ

こまではしてはいけない、ここの範囲が限度だ

という線引きがあります。それが切れ目のない

サービスという名のもとに、全てがオールクリ

アというような形になりますと、介護を支援す

る側にとりまして非常に大きな負担があるので

はないかと思います。その辺の線引きというの

はどういうふうになっているのかお伺いします。

具体的には、要支援の方は介護福祉士、その非

該当という方はボランティアというはっきりし

た線引きがあって行われるのかをお伺いいたし

ます。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 お答え申

し上げます。 

  新しい総合事業におきまして、議員がおっし

ゃられるいわゆる訪問介護とか通所介護につき

まして、要支援者の方につきましては今現状要

介護の方と同じような業務内容で身体介護ある

いは家事援助などを行っているところでありま

す。今後、国のほうでは特に家事援助を中心と

して資格を要しない方でもできるというふうな

形にしていこうというふうな内容になってござ

います。ただ、議員がおっしゃるとおり介護現

場におきましては、やってはいけない部分とい

うふうなところ、なかなかその介護される側の

特性というかそういったものもやっぱり勉強し

て臨んでいかないとだめだというふうに考えて

おりますので、まずは２年の猶予期間の間に現

状の体制を維持しながら次のステップに行きた

いなというふうに思っております。 

  そのいわゆる資格ヘルパーとかの資格、ある

いは介護福祉士、資格がなくてもできるような

体制へ持っていくためには、やはりその組織の

中での講習とか教育とかというふうなところは

必要になってくるかなというふうに思っており

ます。 

  また、いわゆる要支援認定以外で行き来する、

非該当と行き来する方につきましては、分けて

考えるというふうなところで今現状のところで

考えてございません。行き来する方も含めて支

援できるような体制を持っていきたいなという

ふうに思ってございます。今後につきましては、

今年度の計画作成も含めまして来年度あたりを

めどに具体的な体制に持っていきたいなという

ふうに思っております。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 市の考えはよくわかり

ました。この総合事業につきましては、市町村

の創意工夫によりまして新しい事業というもの

を創立することが可能となります。この介護保

険にとりましては、福祉の充実はその市町村の

特色がとても左右されます。それで、本市にお
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きましては新庄市のその課題を解決しながら進

めていかれるような、市独自の事業の構想など

はこれからあるんでしょうか。今具体的にお聞

きするのはちょっと無理かと思いますが、その

グランドデザイン的なものがもしあればお伺い

したいと思います。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 新しい総

合事業の中では、今申し上げましたいわゆる訪

問介護とか要支援二次予防対象者の訪問介護と

か通所介護以外におきましても全体的に地域包

括ケアというふうな考えのもとで、いわゆる生

活支援の部分とかそれから介護予防、それから

生活する暮らしの場につきましても総合的に考

えていくというふうなところでなってございま

すので、そういった生活支援とか介護予防のあ

り方についても総合的にちょっと考えていきた

いなというふうに考えております。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） はい、なるべく介護者

にとりましても介護を支援する側、される側双

方に安心して暮らせるような政策を求めます。 

  続きまして、２番目の質問に入らせていただ

きます。 

  介護ボランティアの育成についてお伺いいた

します。先ほどの質問と非常に似ておりますが、

これまで介護予防給付とされていた訪問介護通

所介護が総合事業に移行され、新たに一般介護

予防事業が加わりました。簡潔に申しますと、

介護予防事業への参加対象者が増大するという

ことになります。本市におきましては、高齢者

層が厚い割には介護従事者の数が足りないとい

うのが現状です。ＮＰＯやボランティアとの協

力は欠かせませんが、本市での組織の育成はど

のようになっているのかお伺いいたします。 

  例えばですけれども、傾聴ボランティアや施

設への慰問などは頻繁とは決して言えませんけ

れども、活動としてはよく見えます。生活援助

や身体にかかわる日常的な部分を補うボランテ

ィアの育成は、今後の高齢者を支える上では必

要不可欠となります。高齢者への支援には身体

面でも生活面でも知識と技術を必要とする場合

も多く、ボランティアの人員の確保だけでは無

理があると思います。どのような形で育成をお

考えなのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 介護ボランティアの育成方法につ

いてというような御質問でありますが、先ほど

の答弁と重なる部分がありますが、新しい総合

事業や介護予防事業においてボランティアやＮ

ＰＯの住民主体によるサービスの開発を進める

ことも視野に入れております。しかしながら、

支援対象者に定められたケアプランで提供しな

ければならない事情もあり、そうした事業運営

に参画できるボランティアやＮＰＯを質・量と

もに早期に育成することは現状ではかなり難し

いというふうに判断しております。といいます

のは、非常に知識的なことだけに限らず、多く

の高齢者の支援をボランティアでどこまででき

るかということが非常に今後検討しなければな

らないということであります。今後におきまし

ては、訪問ボランティアなどありますが、多く

のボランティア登録と受け入れ側である事業所

をふやして経験、実績を積んだ上で、ＮＰＯの

組織化が必要であればどのような事業運営が適

正か見きわめていきたいというふうに考えてお

ります。 

  ボランティアと受け入れ側の拡充については、

社会福祉協議会と鋭意協議しているところでご

ざいますが、長期的に見て稼働年齢人口の減少

により福祉人材の不足も考えられますので、専
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門的知識や技能を必要としない部分における高

齢者などのマンパワーに期待したいというふう

に考えています。 

  ボランティアのあり方ということが内部の中

で今後どうするかということを今、盛んに議論

しているということを御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 育成の難しさはよくわ

かりました。 

  それでは、介護の資格があり、例えばヘルパ

ー２級、３級なり介護福祉士なりの有資格者が

離職をしたという場合が新庄市にはたくさんあ

ります。例えばそういう方たちと連携をとって

ボランティアへの参加を促すという、そういう

具体的な方法とかは考えたことはないのでしょ

うか。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 国のほう

で今考えているところは、やはり少子高齢化と

いうふうなところで、高齢化率が、高齢者人口

もふえてくる、それから人口は減ってくる、い

わば稼働年齢層が少なくなってくるというふう

なところで、資格の必要な部分については資格

のある方にリードをしていただいてなるべく地

域住民の方でやって、もう参加をしていただく

というふうなことを考えているようでございま

す。都市においても、特に2025年問題とかとい

うふうなことでいろいろ議論されておりますけ

れども、いわゆる団塊の世代の方が75歳以上に

なりますとかなりいわゆる介護認定の度合いが

高くなりますので、そういったところを目指し

てここあと11年ですけれども、体制整備をして

いこうというふうなところになっていると思い

ます。 

  それで、先ほど介護ボランティアというふう

なところの育成というふうなところが主眼にな

っていると思いますけれども、すぐにはやはり

活用していけるというふうな現状にはないとい

うふうに思っております。ボランティアをふや

していく、いろいろな方をふやしていく、それ

から受け入れ先もふやしていくというふうなと

ころが必要になってくるのかなというふうに思

いますので、そういったところを社会福祉協議

会と今現在協議しているところですけれども、

そういったところを目指して今後どういった形

で介護現場の中で生かしていけるかというふう

なことを考えてございます。そういったきっか

けづくりを特に深めていきたいなというふうに

考えているところであります。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） ボランティアの結成に

ついてはいろいろな課題があると思います。新

庄市におきましても高齢化が進んでおりまして、

それに並行して若年層の人数が減ってきている。

こういう状況の中でやはり即戦力となる、そし

て即結果が出るというような問題ではないと思

います。10年先を見据えたこれは政策だと思い

ます。その中で、今現在やはり高齢化が進んで

いるという現状におきまして、市ではこの要支

援者に対してはボランティアの数は何人ぐらい

必要であると考えて、この10年先の政策に向か

おうとしているのかお伺いいたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 具体的に

ボランティアを活用して、活用してというのは

ちょっとあれですけれども、協力していただき

まして介護現場でやっていくというふうなこと
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につきましては、まずその体制を徐々にやって

いくしかないかなというふうに思っております。

介護現場の中で受け入れしている方、受け入れ

しているところがどういったところにニーズが

あるか。そしていわゆるボランティアの方がど

こまでできるかというふうなところを見きわめ

ないと、なかなか難しいのかなというふうに思

います。そのため今後予定される人数、ボラン

ティアの必要人数というふうなところになりま

すと今のところは何人と言えるような状況では

ないというふうに思います。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 厚生労働省のまとめに

よりますと、要支援の方に対してはボランティ

アのかかわりが最低３人ぐらいは必要というの

があります。それは身体面であり生活面であり、

そして精神面であるということです。これはあ

くまでも厚生労働省の試算なんですけれども、

新庄市におきましても介護の予防に関して要支

援の方が重症にならない政策のためには、その

ぐらいの人数が必要だということを少し考えて

いってほしいと思います。 

  それでは、最後の質問に入らせていただきま

す。 

  地域包括ケアについてお伺いいたします。こ

の質問は今回で２回目となります。地域包括支

援センターがこの事業を行うという前提のもと

でお伺いいたします。 

  高齢になりますと、先ほども申し上げました

とおり心身ともに何かしらの大変な状況があら

われる場合があり、重度の要介護状態になるこ

とも多々あるものです。それでも住みなれた地

域で暮らすことを望む声が多く、それを支える

最もかなめとなるものは地域包括ケアであると

認識しております。このケアシステムはおおむ

ね30分以内に必要なサービスが提供される日常

生活圏域に置かれるのが望ましいとされており

ます。それは中学校区を単位と想定されており

ます。地域におきまして医療、介護、予防、住

まい、生活支援が一体的に提供され、また認知

症高齢者の地域の生活を支える上でも重要と考

えられます。地域包括支援センターは、国の試

算の一般的には社会福祉士と保健師、介護支援

専門員、そして事務を担当する４名で構成され

ております。本来であれば、１つの中学校区で

その地域の実情に合った支援を地域住民や区長、

民生委員、町内会役員などと連携の上で築きな

がら支援していく、そういうものと認識してお

ります。現在本市におきましては、２つ分の人

員が１カ所にまとめられて本市の福祉の中核的

存在の社会福祉協議会の２階の１室に位置して

おります。福祉サービスの提供が市の中心部に

固まり過ぎの傾向にあり、このままの状況で地

域との連携やその地域のニーズの把握や課題の

掘り起し、その解決に結びつくのか懸念が残り

ます。行政が積極的に地域に溶け込んでこその

地域包括ケアと考えます。そしてこれからの本

市の高齢化社会を支える上で、大胆な改革が必

要なのではないかと思います。 

  今後本市において地域包括ケアをどのように

進めていくのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員のおっしゃるとおり、地域包

括支援センター、近隣にそういうふうな相談体

制があるということが望ましいということも私

もそういうふうに思っております。字面的に何

人に１人がいればいいとか、何千人に１人がい

ればいいというようなそういうことではないと

いうふうに私も認識しております。現在の地域

包括支援センターで全てが解決できるというふ

うにもまた思っておりません。議論されており

ますのは今後の介護のあり方ということ、その

ことにつきましては地域全体の課題でもあると

いうことで、視点が要介護者あるいは支援者の
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みの問題ではないと。そこにおける地域コミュ

ニティーのあり方ということも含めて考えなけ

ればならないというふうに思っております。 

  先ほど10年先を見据えたということでありま

すが、団塊の皆さんが65歳、10年たちますと75

歳になります。そのころから要支援を受ける

方々と、そうしたときにその地域のコミュニテ

ィーをもう一度再生できるかできないかという

ことが大きな鍵になるというふうに思っていま

す。そういう面では、昨年から始めました健康

を基本にしましたプラザで行っております総合

政策課で行っておりますけれども、今回末広町

を対象に健康増進のための、健康寿命のための

というようなことを市でしかけているわけです

けれども、そうした広がりをもとに全てが公的

に補えるかということになりますと、かなり難

しいというふうに判断しています。そのために

ボランティアの活用というようなことを国が出

てきていると。しかし先ほど申し上げましたよ

うに、ボランティアの中身を今相当精査しない

と、単に無償なのか、あるいはポイントボラン

ティアなのか、あるいは有償ボランティアなの

かというようなこと、それに係る相対的な経費、

あと地域コミュニティーというようなことを総

合的に判断しながら地域包括支援センターのあ

り方を今議論しているということであります。 

  おっしゃるとおり、何人いればいいという問

題ではなく緊急性を要するものに対する行政の

あり方ということも地域全体を含めた形の中に

今議論しているということも御理解賜りたいと

いうふうに思います。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 今の市長の答弁で、非

常にもっともだとは思います。そのほかにもこ

の介護予防の重要性はもう一つ大きな課題があ

りまして、先ほど市長が申し上げましたとおり

に2025年問題というのがあります。2025年問題

は団塊の世代がやっぱり75歳に達する。そうい

うことで非常に介護負担が大きいということで、

ここに資料があるんですけれども、介護保険の

スタート時点は2000年第１期です。これが保険

料１人負担が40歳以上で2,911円ここから始ま

って、今は第５期、そして全国平均が4,972円

です。今現在新庄市は5,200円で、全国平均よ

りも若干高目になっております。これが今の制

度のままいきますと、2025年10年度には全国平

均で8,200円の試算が出ております。今現在で

新庄市は全国平均より高いのですから、もう少

し8,500円ぐらいまでいってしまうのかという

懸念があります。 

  これは40歳以上が介護保険の納付義務がある

んですけれども、今30歳の方が10年後に納付期

限が来たから月8,200円の負担になりますよと

言えば、子育て世代に直撃すると思うんです。

そのためには、今ボランティアの育成や地域支

援も非常に困難だといいますけれども、今この

先が見えている状況ですからなおさら抜本的な

改革が必要なんじゃないかと思います。若い世

代が減っていきますので、行政だけの支援で介

護を支え切れるものではありません。ですから、

もう少し地域に溶け込んだシステムの構築を急

ぐべきだと私は思います。 

  今、総合政策課で地域リーダー講習もやって

いまして、そこの参加者の方からもいろいろな

意見が出ます。その上で、地域にこういう支援

のシステムがあったらいいかという声が非常に

大きくなっています。そのために、今現在の包

括支援のあり方は少し問題があるのではないか

と思うんです。やはり、地区の住人があの今の

場所ですとまず行きづらいという感覚がありま

すので、もう少し地域に溶け込んだものを、そ

の中学校単位に置くのが望ましいと思います。

これに対してどう思うかお伺いいたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 
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小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 地域包括

ケアの考え方が出てきたときに、30分圏内、そ

れから中学校単位というふうなところでのくく

り、必ずというふうなわけではありませんけれ

ども目安としてそういったところが出てきたと

いうふうに考えております。新庄市では、中心

部から30分圏内、中学校単位というふうなこと

になりますと３つ大きく分けなければならない

かなというふうに思うわけでございますけれど

も、現在の地域包括支援センターの人員等も考

えますと有効的に機能していくというふうな中

では今のところは１カ所かなというふうに思っ

てございます。 

  また、いわゆる相談機能というふうなことに

なりますと在宅介護支援センター３カ所ござい

ます。これについても365日24時間電話でも相

談できるというふうな態勢にとっております。

特養とか老健とかと連携した形での体制になっ

てございますけれども、そういったところでも

活用していきたいというふうに考えております。 

  また、いわゆるケアマネジャーですけれども、

居宅介護支援事業所につきましては市内に29カ

所ございます。この中には、萩野地区のほうで

３カ所、八向地区で２カ所ございますので、こ

ういった資源もいわゆる相談機能として使って

いくべきだと私は考えてございます。現在、地

域包括支援センターの中で毎月１回、いわゆる

ケアマネの資質向上研修会やってございます。

これにつきましては、毎月ほとんどのケアマネ

が参加して、いわゆるケアプランの点検であり

ますとか、それから個別困難ケースにつきまし

ていろいろ勉強会をしているところです。そう

いったところもフィードバックしながら、いわ

ゆる相談機能というものを充実させていきたい、

そういったものを資源として活用していきたい

というふうに考えてございます。 

  また、地域包括ケア会議というふうなことで

いろいろ医療関係者とか、機能訓練をやってい

る方とかいろいろな方も入りまして、いろいろ

な困難課題につきまして協議しているところで

ございますので、そういったところの連携も保

ちながら相談機能を充実していきたいというふ

うに考えてございます。以上です。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 本市におきまして、相

談機能というのは充実させていただくというこ

とに対しては非常に大きな期待があります。し

かしその介護の予防ということに関しては、在

介と言われる在宅ケアセンターですか、そこに

余り予防というのを重きを置いていないんです

よね、国の制度上。やはり予防ということは、

地域包括センターが中心となってこれから進め

るべきと思います。前回の健康寿命に関しても

質問でもありましたが、健康寿命の延伸がこれ

からの介護の納付の義務の、社会保障費の納付

の負担の軽減にもつながると思います。その中

で予防事業をもう少し一歩進んだ政策をとらな

ければ、新庄市は介護において非常におくれる

と思います。 

  そこで、先進事例と申しますが常任委員会で

も視察にさまざま行っておりますけれども、や

はりその地域独特のものがあるんです。その包

括ケアシステムにおきましても、それだったら

新庄市独自のものを構築するという考えもあり

と思うんです。総合事業を同様に、これは新庄

市だけにしかやっていないケアシステムだとい

う構想も今後必要だと思います。その辺のとこ

ろをもう一度お伺いいたします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 介護予防
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事業につきましては、いわゆる一般介護予防事

業というふうなことで元気な高齢者向けの講座

ですとか、そういったものと、いわゆる要支援

と非該当を行き来する二次予防対象者というふ

うなところでの予防事業というふうなことで、

２つに分かれてございました。いわゆる議員が

おっしゃる介護予防につきましては、いわゆる

非該当と要支援を行き来するような方の介護予

防、あるいはそれに近い方というふうなことが

中心になってくると思いますけれども、今後は

一般介護予防というふうなことでそういった区

切りをなくして、独自でやっていただいて結構

だというふうなところでの、いわゆる区切りが

なくなったというふうなところもありますので、

各市町村で独自にできるというふうなことにな

ってきてございます。新庄市でもいろいろ介護

予防事業をやってございますけれども、今回も

新しい事業所も参入して介護予防やっていきた

いというふうなところもあります。そういった

ところと、その成果とか費用的な部分も検討し

まして、今後よりよい、新庄市独自になるかと

いうふうなところはわかりませんけれども、効

果的な介護予防事業を展開していきたいという

ふうに思っております。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） さまざま困難な場合が

多いとは思いますが、最後にもう一つだけお伺

いします。 

  包括ケアシステム、現在のまま続けるのでし

ょうか。お伺いします。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、小

野茂雄。 

小嶋冨弥議長 成人福祉課長兼福祉事務所長小野

茂雄君。 

小野茂雄成人福祉課長兼福祉事務所長 今回の法

律改正の中で、地域ケア会議というふうなもの

が27年度から義務づけられております。これに

つきましては、介護だけでなくて医療、それか

ら地域住民とかさまざまな関係者が集まってい

ろいろな課題を連携しながらやっていくという

ふうな会議をしなさいというふうなことになっ

てございます。新庄市におきましては昨年度か

らモデル事業としてやってございまして、今年

度はもう定着してございます。これがあったか

ら必ずしも進展するというふうなことではござ

いませんけれども、連携は確実に進歩している

なというふうに思っておりますので、そういっ

た会議を充実しながらよりよい方向でやってい

きたいというふうに考えてございます。以上で

す。 

２ 番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

小嶋冨弥議長 伊藤 操君。 

２ 番（伊藤 操議員） 市内に住んでいる高齢

者の方が安心して暮らせるように、そして10年

先に政府の試算の8,200円の介護給付が少しで

も新庄市におきまして抑制されるような政策を

望みます。 

  以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時３５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） それでは、早速始めた

いと思います。 
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  新庄まつり初日24日の夜祭りは、歩道どころ

か路地の相当奥まで人垣ができるほどの近年に

ないすさまじい人出でした。この人出の数％で

もいいから新庄に定住してくれたらなどと思い

つつ、引き手の少ない北本町若連の山車を引き

ました。その夜の人出を見ると、ずっと市長が

言っている新庄まつり誘客100万人構想もまん

ざら夢物語ではないのかもしれないなと思える

ほどのにぎわいでした。 

  しかし、まつりの後の町はやっぱり夢だった

んだなと思わざるを得ない閑散としたいつもの

町に戻っていました。やはり新庄まつりをより

一層にぎやかで品格ある町にしていくためにも、

メーンの舞台となる中心商店街の衰退はこれ以

上加速させてはならないとまつりに参加して改

めて強く感じました。 

  それでは、通告に従いまして一問一答方式の

質問をしていきたいと思います。 

  初めに、新庄まつりの環境整備についてです

が、昨年の９月議会でもまつりのごみ対策につ

いての質問をしており、市長から今後新たなご

み対策を検討したいとの前向きな答弁をもらい

ました。そのこともあってなのか、ことしも商

店街に５カ所のごみステーションを設けかなり

の効果を上げポイ捨てごみが激減していると感

じました。しかし、よくよく考えてみるとごみ

ステーションの数は昨年と変わらない。それな

のになぜポイ捨てごみが激減したのか不思議で

なりませんでした。そこでまつり関係者の方々

に聞き取りをしてみると、市職員やまつり関係

者の皆さんがポイ捨てされたごみを見つけたら、

その都度片づけており、さらにまつりの３日間

人出が引いたあとに夜遅くまで清掃作業をして

いたとのことでした。その成果としてなのか、

まつり期間毎朝露店のごみ収集をしている清掃

業者の方の話では、去年よりはるかに片づけや

すくて集められたごみがきちんとしているとい

うことでした。これは、市職員やまつり関係者

の皆さんのきれいな品格のあるまつりにしたい

という思いと、こつこつとごみを片づける努力

が実を結んだのではないかと思います。本当に

ありがとうございました。 

  しかし、いまだに露店のあった周囲にはふだ

んには見られないポイ捨てごみが見つかり、相

変わらず商店街の植え込みや店舗間のすき間に

は食べかけの食品や割り箸、容器、空き瓶、空

き缶などのごみが押し込められていて、それを

見つけるたびに非常に憂鬱な気持ちになってき

ます。残念なことに、市職員がどんなに頑張っ

てごみを片づけてもやはり限界はあると思いま

す。来年のまつりには、ごみ対策を真剣に練り

直し、誰もがポイ捨てしなくても済むようなご

み箱の複数設置が必要なのではないでしょうか。

そうすれば、夜遅くまで市職員がごみ拾いをす

ることも、商店主や近隣住民が後始末をするこ

ともしなくて済むようになるのではないでしょ

うか。そのようなことをいろいろ整備しながら、

新庄まつりのユネスコ世界文化遺産認定を前に

し、今後はどのようにしてまつりの環境を整備

し、快適で誇り高いまつり環境をつくっていこ

うとしているのか市長の考えをお聞きしたいと

思います。 

  これで壇上からの質問を終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄まつりにおけるごみ対策ですが、昨年よ

り商店街に設置した５カ所のごみステーション

の巡回回収に加え、新庄中学校を初め諸団体の

皆様によって自発的に行われたごみ拾い活動な

ど多くの市民の皆様の御協力により、ごみのポ

イ捨てに関してかなり改善されてきており、ま

た露店商の方々には自分の店のごみを回収する

ことは当然ですが、店の周りにもごみ箱を設置
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するようお願いしてきておるところであります。 

  しかしながら御指摘のとおり、残念ながら商

店街の植え込みや建物のすき間など人目のつき

にくい場所にごみを隠すように捨てられている

現状も事実であります。26日の手締め式の後に

商工観光課職員全員でごみ拾いを行いましたが、

まつりごみ以外も含めたくさんのごみを回収し

たところであります。 

  来年新庄まつり260年を迎えるに当たり、よ

り市民が誇れるまつりとしていくための環境整

備に関しては、ただ単にごみの排出抑制を求め

る看板等の表示ではなく、観光客のマナーの向

上に向けた啓発も行い、街なかの景観等に配慮

した方策も検討し、きれいな新庄まつりを推進

していきたいというふうに考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） では、再質問をしたい

と思います。 

  先ほど質問の中に、複数のごみ箱設置をお考

えになってはいかがかというふうな内容が含ま

れていたかと思いますが、その件に関してはど

のようにお考えでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 ただいまの御質問でご

ざいますけれども、24年度から箇所をふやしま

して５カ所にして現在集積所を配置しておりま

す。複数ということになりますと、そこのごみ

箱の置いている数をふやす、あるいは箇所数を

ふやすということかと思いますけれども、なか

なかあのステーションを設ける場所もなかなか

難儀をしている状況でございまして、貸してい

ただける土地があればもっとふやしたいという

気持ちはございます。それで、今後観光客がふ

えれば当然ごみの量もふえてくるということも

ありますので、その辺につきましては場所の確

保も含めて検討してまいりたいと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかりました。前にも、

１年前の９月議会でも似たような質問をしたん

ですけれども、その際に京都の祇園祭りだとそ

れこそ10メートル置きぐらいに分別ごみの段ボ

ールでつくられた、燃えるごみ、燃えないごみ、

あとは資源ごみという３種類のごみ箱が設置し

てあったわけです。場所がないという課長の答

弁ですけれども、本当に場所はないのかなと思

いますけれども、駅前通りで言えば何ていうか

お客さんが山車を見る側じゃなくて反対側、露

店側のほうには通路みたいな、歩道が行き来す

る通路に実際なっているわけですけれども、そ

の辺を利用して置くこともできるんじゃないか

なと思っているわけです。 

  それと、例えば京都の祇園の場合だと、スポ

ンサーがそのごみ箱にコマーシャルを入れて、

パナソニックとか東芝とかそういうふうな大き

な企業とかと契約してそういうことをなさって

いるんだと思いますけれども、そういうふうな

ことで企業と連携してというか、企業の応援を

得てそういうものを充実させていく必要はある

んじゃないかと思います。いずれにしても、そ

の人出が多ければ多くなるほどポイ捨てごみが

ふえて、おわかりのようにふえてきますよね。

やっぱり本当に５カ所というのではなくて、そ

ういうふうな段ボールでできた簡単なごみ箱の

設置なんかは考えたほうがいいんじゃないかと

思いますけれども、どうですか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 昨年度の質問がござい

ましたので、京都のほうに照会したところでご

ざいます。そうしますと、やはりテレビ局がス

ポンサーといいますか主体となりまして、祭り

のためにそのスポンサーになって箱をつくると
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いう呼びかけをしておりまして、それで実際に

賛同いただいた企業には設置した箱に名前を入

れるとかそういったことで、京都ですから

1,500個ほど設置するんだそうです。設置はし

ますけれども、これをまた回収するのも大変で

ございまして、そのごみについてはボランティ

ア500人ぐらいが回収に当たるというようなこ

とでございました。規模がうちの場合は違いま

すので、数は少し減ってもいいわけなんですけ

れども、ちなみに少しコカ・コーラさんみたい

なところに私もちょっとそういうことはできな

いのかということを聞いてみたんですけれども、

うちではちょっとやっていないということでし

た。そういう方法もございますので、ちょっと

すぐにはできないのですけれども、働きかけを

していきたいというふうに考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 祇園祭りのほうも調べ

ていただいてありがとうございました。 

  今回はごみのことに焦点を当てて質問をして

いますけれども、例えばその新庄まつり全体を

やっぱり誇り高い品格のあるまつりにしていく

ためにも、例えばまつり基金みたいなものとい

うか、それでなくてもまつり環境整備基金とか、

何か基金を募るみたいな議論はないんでしょう

か。今現在でいいですけれども、今まで。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 今の御質問の件につい

ては、残念ながらそういう声も考えもございま

せん。ただ、ふるさとの応援基金ですか、そう

いったものもございますので所管のほうと相談

しながらそういうことも検討してまいりたいと

思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） やはりユネスコ世界文

化遺産に登録間近ということもありますので、

やはりそういう環境整備というか、そういうと

ころにも目をやっていただいて、本当に日本に

類を見ないぐらいの質の高い、それこそ地元住

民が誇れるようなまつりにしていただければあ

りがたいなと思います。ぜひスポンサーを募っ

たり基金の理解者を募ったりして、新庄まつり

全体を下支えできるような方策を探っていただ

ければなと思います。 

  では、次の質問に移りたいと思います。 

  教師の負担軽減による教育の充実についての

質問をしたいと思います。 

  教師の労働問題的なものについては、我が会

派の伊藤議員のほうが非常に詳しいんですけれ

ども、私は子供の育つ教育環境をどうしていく

かというところの観点から質問をさせていただ

きたいと思います。全国の教育現場では、特に

小中学校の先生の業務量などが増大し、精神的、

肉体的に疲れ果て、教育のその学校現場を離れ

ざるを得ない教師が少なくないと聞いています。

郡内で勤務する教師からも部活動や事務量の多

さ、保護者対応などに苦慮している悲痛な声が

聞こえてきます。さらに、本来家庭や地域社会

が担うべきさまざまな役割まで、それをも背負

わされているという現状があるようです。最上

教育事務所の調査によりますと、過去５年間で

心的疾患により１カ月以上病気休職をしている

教師数は10名を超えています。あくまでこの数

字は、教育事務所が把握している数字だけです。

学校教育法に規定されている年間の総授業時数

は、小学校の標準時間が850時間から980時間、

これは学年にもよるんですが、また中学校では

1,015時間となっているようです。郡内の多く

の小中学校のほとんどは、それを大きく超えて

いるようです。 

  事務作業については、国や県から下におりて

きているものがほとんどだと思いますが、新庄

市の教育委員会の範囲で教師の負担を軽減でき
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るような部分はないのでしょうか。 

  そこで市教委では負担軽減策をこれまでどの

ように実施し、本来児童生徒たちに向けるべき

先生の能力やエネルギーをどのように確保しよ

うと努めてきたのでしょうか。そして、未来に

生きる子供たちのための本当の教育をどのよう

にして充実させようとしているのか、教育委員

長のお考えを聞かせてください。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 ただいまの御質問に、私のほう

から答弁させていただきます。 

  近年、学校を取り巻く環境は複雑化、困難化

しており、さまざまな問題行動の発生、特別な

支援を必要とする児童生徒の増加、不登校の児

童生徒の割合の増加などの状況が議員がおっし

ゃるように見られます。また、学校に求められ

る役割もかつてと比べて拡大、多様化しており、

保護者の対応、通学路の安全確保、地域活動な

どへの対応も求められています。さらに、道徳

の教科化や小学校での英語教育への対応など、

学校はさまざまな教育課題への対応が求められ

ております。 

  経済協力開発機構ＯＥＣＤの国際教員指導環

境調査によりますと、諸外国と比較して教員の

１週間当たりの勤務時間は最も長く、中でもス

ポーツや文化活動の課外活動の時間は特に長く、

事務業務、授業の準備時間も長いという結果が

出ております。 

  このような状況を踏まえ、市教育委員会では

次のような多忙化解消に取り組んでおります。 

  １つ目は、学校の教職員構造への支援です。

これは学校の教員に加えて多様な職種の職員等

を配置し、校長のリーダーシップのもと１つの

チームとして多様な専門性を持つスタッフによ

り構成し、学校の教育力を最大限に生かす取り

組みです。新庄市では、個別学習指導員や語学

指導員、地域コーディネーター、スクールカウ

ンセラーを配置し、多様な課題に対して学校が

組織として機能できるよう努めております。ま

た、つばさ支援事業では外部指導者を招聘して

教育の充実に役立ててもらっております。 

  ２つ目は、事業の見直しです。新庄市では、

教員の資質向上のために教育研究所を設置し、

市独自の教員研修を行っております。その研修

内容や運営について精選化を図り、市の教育課

題に直結した研修を重点化して行うことに取り

組んでおります。 

  ３つ目は、事務的作業に要する事務量の削減

です。そのために、各学校に校務用パソコンを

１人１台配備し、ネットワークの構築とデータ

共有化等による情報化の促進に取り組んでおり

ます。また、通知表や指導要録の電子化にも取

り組み、作成における事務負担軽減に努めてお

ります。さらに、各学校へ依頼する調査につい

ても精選や簡素化したり、集計作業を教育委員

会が行ったりしております。そのほか、ゆとり

創造運動による各校の実態を踏まえた多忙化解

消への取り組みや部活動の適正化、配慮を要す

る家庭や子供に対する関係機関との連携にも取

り組み、学校を支援しているところであります。 

  このような取り組みを通して、時間的、精神

的なゆとりを生み出し、教師が子供と向き合え

る時間を確保することで教師本来の業務である

授業に専念できる環境づくりを充実させ、新庄

市の教育目標である「夢を持ち元気で才能豊か

ないのち輝く新庄っ子」を育成していきます。 

  この件に関しましては、国でも対策の必要性

を痛感しており、多様化、複雑化する教育課題

の解決に向けて教師が子供と向き合う時間を確

保し、教育活動に専念できるようにする観点か

ら平成27年度予算の概算要求が行われており、

学校経営を支える管理・事務体制の充実や人材

の配置及び活用に当たるとされております。今

期待しているところであります。以上でござい

ます。 
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１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 答弁の内容を聞きます

と、非常に教師の負担を軽減するような方向で

一生懸命やっていらっしゃるというところがあ

る程度わかりました。ぜひ、この方向性を持っ

て子供の教育環境をより充実させるようにして

いただければと思います。 

  例えば、中学校の部活動の部分で試みという

か、非常に前向きな試みをしている自治体があ

りますので、愛知県の犬山市っていうのは御存

じだとは思いますけれども、中学校部活動指導

者派遣事業というのをやっていますよね。何か

といいますと、外部のスポーツ系の活動だと思

いますけれども、外部の指導者をデータでは40

人ほど市が委託して予算も800万円ほどつけて

やっていると。これはやっぱり中学校の先生方

の、特にスポーツ系の部活を持っていらっしゃ

る先生方の非常に負担の軽減になるんじゃない

かと私は思うんですけれども。私の耳に入って

くるのは、本当に家庭にいる時間がないという

ふうなことを数年前にある先生から聞いたこと

があります。今の状況とあわせて、今言った愛

知県の犬山市のそういうふうな事業があるとい

うことについて、ちょっとコメントというか回

答をというか、思いを聞きたいんですけれども。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 部活動における教職員

の負担等についてどのような考えかということ

の御質問でございます。 

  確かに部活動につきましては、専門的な技量

が求められておりますので、全ての教員がその

競技に精通しているわけではないというところ

から負担感を感じる教員もいるということ自体

は事実でございます。そのために、犬山市のよ

うな市での外部派遣等は新庄市では行っており

ませんが、山形県には運動部活動外部指導者派

遣事業という制度がございまして、中高に外部

指導者を派遣するという制度がございます。そ

の制度を活用しまして、新庄市の各中学校では

外部指導者を活用して教職員の負担軽減に取り

組んでいるところでございます。 

  あと、さまざまな課題がございまして、たく

さんの外部の人間を入れまして教育の充実に当

たることはそれは大変効果のあることだという

ふうに捉えておりますが、現在さまざまな課題

がある中で、例えば特別支援教育の充実には個

別学習指導員を昨年度から市単独予算で配置し

ていただいたりとか、あと学校図書館に常時人

がいるようにということで図書館支援員等を配

置してもらっているということもさまざまあり

まして、そういう総合的な中で外部指導者の導

入については考えていかなければならないかと

いうふうに感じているところでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 授業へのエネルギーの

大切さというか、エネルギーを向けることに関

しては非常に大切であると、しかし個別学習指

導員、地域コーディネーター、さまざまなこと

もやっていると。そういう中で、なかなか部活

動の外部指導者までは今のところは行っていな

いということでよろしいんですね。そこまで行

けてない。御存じだとは思いますけれども、外

部指導者で非常に優秀な能力を持っていらっし

ゃる方たくさんいらっしゃいますし、その生徒

のほうも質の高い指導を受けられるというメリ

ットもあると思うので、ぜひその辺も今後少し

余裕ができたら御検討をいただければなと思い

ます。よくウイン・ウインの関係とかっていう

ふうなイメージを持って、教育に関係する人た

ちが皆いい表情になるような選択をしていただ

ければなと思います。本当にインターネットと

いうか、パソコンを使って先生方の事務量の負

担を軽減しているとか、いろいろ頑張っていら
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っしゃることがよくわかりましたので、今後と

もぜひこの方向で頑張っていただいて子供たち

の教育環境を充実させていただければと思いま

す。ありがとうございます。 

  では、最後の質問に入りたいと思います。 

  中心市街地再生についての質問をしたいと思

います。 

  最初の質問でも触れましたように、新庄まつ

りのメーン舞台となっているのはアビエスの観

客席があるとはいえ、ドラマチックな練り歩き

の舞台となるのはやはり中心商店街ではないか

と思います。その商店街が現在どのような状態

になっているかわからない方は恐らくいないと

思います。郊外型の大型商業施設、コンビニエ

ンスストア、さらにインターネットやテレビ、

ラジオの通信販売などによる多方面からの販売

攻勢の渦にのみ込まれ、目に見えて衰退してき

ています。それにより空き店舗や空き地が増加

し、その空き地には雑草どころか木まで生い茂

っているというそういうところもあります。そ

こは、新庄まつりやさまざまなイベントが開催

されるたびに格好のごみのポイ捨て場になって

います。新庄最上地域の中心自治体である新庄

市にとって、中心商店街は本当に現在のような

状態でいいのでしょうか。この問題については、

過去に何度も質問をしていますが、これから先

中心商店街を含めた市街地をどのように維持し

ていこうとしているのでしょうか。ただ街なか

でイベントや祭りを開催して、それだけで街の

活性化は実現できるのでしょうか。ただ空き店

舗を埋めただけで、商店街にある歴史と誇りと

重みある雰囲気を維持していけるんでしょうか。

ぜひ市長の考えを聞かせてください。 

  市長は以前からコンパクトシティ化を公言し

ながらも、実際は今の状況は郊外への宅地や商

業地の広がりはとまることはありません。深刻

な人口減少、行財政縮小が加速する中で、新庄

市はどのような選択をすべきと考えているので

しょうか。 

  また、都市開発、都市再開発の観点からどの

ような方向性を持って、中心商店街、中心市街

地のバランスを郊外型の場所とそのバランスを

維持しようとしているのか聞かせていただきた

いと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 中心市街地再生についてでありま

すが、今後の市街地の考え方についてさまざま

な観点からの御意見だというふうに思っていま

す。 

  初めに、宅地や商業地の広がりがとまらない

とする点についてでありますが、民間の業者よ

り開発行為の申請がありますと、その許可は都

市計画法第29条の規定により都道府県知事が行

うものであります。さらに、都道府県知事は同

法第33条の規定により開発行為が基準に適合し

ており、法律または命令の規定に違反していな

いと認めるときは開発を許可しなければならな

いとされております。コンパクトなまちづくり

の考え方といたしましては、持続可能な社会の

実現に向け、これまで整備してきた都市機能を

有効活用させることを基本とし、用途地域及び

その周辺を市街地居住ゾーンとした展開を図り

たいとの考え方であります。しかし、商業施設

や公共施設などの大規模施設の立地に当たり、

必要とする条件を満たす用地がなければ地域活

性化の観点などから総合的に判断して市街地周

辺へ求めることになるものと考えております。 

  現在、大規模な開発が行われております地区

は、周辺の住宅街と地続きであり、この開発に

より新庄市民のみならず最上郡内周辺町村から

の集客、定住も望めるとともに雇用の拡大が期

待でき、本市における一方の商業活動の中心を

なすものと考えています。 

  市場原理と民間活力は制限や抑制するだけで

なく、うまく活用することによって本市の雇用
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の場を確保し定住促進につなげる方法の一つに

なるものと考えております。 

  空き家、空き地が増加しているとの件につき

ましては、平成24年度から条例を制定するなど、

危険空き家に対する対策により空き家の数は減

少傾向にあります。望ましい姿としては、利用

できる空き家については利用していただき、危

険な空き家については解体し、別の用途に利用

していただくことだというふうに思っています。

引き続き適正な管理を促していきたいというふ

うに考えております。 

  中心市街地を含めた市街地の維持についてで

ありますが、都市計画法上の商業地区としての

用途指定はその効果として、建築基準法により

容積率が400％までの建築が許され、商業その

他の業務の利便を増進するための手当てがなさ

れていることになります。引き続き中心市街地

の求心力が落ちないように、商業地域空き店舗

等出店支援事業費補助金などを活用した支援策

を講じるとともに、さまざまなイベントを開催

する中でお客様との信頼関係を築きながら市街

地周辺の店舗とのすみ分けができるよう慎重に

見守ってまいりたいと考えています。 

  都市開発の観点につきましては、既に整って

いる社会資本である道路、下水道などのほか、

地域の歴史文化とのかかわり、さらに開発の目

的を明確にする必要があります。また市街地開

発には、土地の利権や既得権の整理など諸課題

を解決しながら進めなければなりません。事業

導入に耐えられる体力も考慮しなければなりま

せん。そうしたことも踏まえ、現状と将来ある

べき姿を関係者と話し合いを進めながら検討し

てまいりたいと考えております。 

  昨今、人口減少が全国的に問題視されており

ますが、新庄市にとっても人口減少への対応が

一番の課題であります。人口が減少し、経済活

動も停滞することになれば税収の縮小など、こ

れまで整備してきた道路、下水道などの都市機

能も維持していくことが難しくなり、行政サー

ビスそのものも縮小せざるを得なくなると考え

ております。そのためにも今後は人口減少問題

に対応するための定住促進策の強化を優先にし

たまちづくりを進めていきたいと考えておりま

す。 

  その中で空き家の利活用も含め、市街地の中

への定住を誘導していき市街地の活性化につな

げたいと考えております。 

  以上を答弁とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかったような、わか

らないような。再質問をさせていただきます。 

  大店舗の進出については、知事が許可する、

県が許可するんだと、だから仕方がないんだと

いうふうな答弁のように聞こえました。今の制

度であれば当然そうですよね。そうですけれど

も、よりよいこの地域の方向性を決めていくと

いうのは、皆さんよくお使いになる言葉だと思

いますけれども、ニアイズベターという言葉が

ありますよね。向こうの言葉ですけれども。や

っぱりここに住んでいる人が一番ここの状況を

わかっているんじゃないかなって。山形市に住

んでいる人が新庄市の状況をそれはわかってい

る人もいるかもしれませんけれども、そういう

ことなんじゃないかなと。私にはどういうこと

もできないというふうに聞こえましたけれども。

では、実際中心商店街と郊外型の商業地とのバ

ランスはとれていると考えていますか。そうい

う認識がありますか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 バランスがとれている

かということで、大変難しい問題かとは思うん

ですけれども、確かに郊外のほうに新しい大型

スーパー等が建設を予定しているところであり

ますけれども、また中心商店街、市街地といい
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ますか、街の中にも空き店舗を活用して店をま

た新しくするといった動きもございます。最近、

ここ２年、ことし去年あたりからぽつぽつと目

立つようになってまいりました。ですから、郊

外には郊外の機能があり、中心市街地のほうに

もそういう需要があって店が開かれるというこ

とですので、それなりのすみ分け等がなされて

いるのかなというふうに考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） バランスはとれている

ということで理解していいですか。とれている。

私はとれていないんじゃないかなと思って質問

を続けます。 

  先ほど、中心市街地の中で空き家があればそ

の利活用を考えていきたいということが答弁の

中に入っていたと思いますけれども、空き家条

例の中にその利活用につながるような何ていう

か、事がスムーズに運べるような条例の中身に

なっていますか。例えば代執行というようなこ

とも含めて。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 25年１月１日現在で施行いた

しました空き家条例に関する確認ということだ

と思います。条例において示しておりますのは、

危険空き家対策条例ということで、近隣に対す

る危険、安全確保に難しい部分については応急

対策を含めて管理者に勧告をしながら指導しま

すよというふうな骨子を主としておりますので

御理解いただきたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 空き家の利活用関係につ

いて、一部お答えさせていただきたいと思いま

すけれども、確かに条例のほうは適正管理とい

うようなことをうたっているのが主眼でござい

ますので、直接的にはふえていないわけでござ

いますけれども、空き家の利活用部分は御承知

のとおりまだ途上にありまして、国が動き出し

ている関係もございます。さまざまな制度の見

直し、それらも注視しながら今進めていると。

ただ、利活用につきましては、多方面にわたる

活用策、移住策というようなところにも発展し

てきますから慎重にまた進めているというよう

な状況でございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小嶋冨弥議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 時間もなくなってきま

したので、やっぱり住む人、中心市街地で住む

人のことも少し考えていただいて、空き家の利

用、空き地の利用等々もそれこそ官民あわせた

英知を集めて考えていただければと思います。 

  以上で質問を終わりますが、安倍内閣は新し

い布陣をしき前面に地方の創生を掲げています。

しかし、間違いなく新庄市を含む地方の自治体

は行財政縮小時代に突入していきます。さらに

地方の景気がどのようになっていくかは、先は

不透明です。このようなときにこそ、前例にと

らわれることなく市職員と民間の英知を集めて

地域の進むべき方向を議論し、地域特性に合っ

た独自の道筋を見つけ見出していただければと

思います。 

  終わります。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、山口吉靜君より一般質問の

通告がありましたが、欠席となりましたので会

議規則第51条第４項の規定により、発言権を失

いました。 

  よって、以上で本日の日程を終了しましたの

で、散会といたします。 

  あす11日午前10時より本会議を開きますので、
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御参集願います。 

  本日は御苦労さまでした。 

 

     午後１時４３分 散会 
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平成２６年９月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
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１ 佐 藤 悦 子 
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３．充実した子育て支援と定住促進対策について 

４．地球温暖化に伴う異常気象による局地的な豪雨災害対

策について 

５．平和都市宣言を生かした施策の推進について 

市 長 

教育委員長 

２ 奥 山 省 三 

１．都市、田舎交流促進事業について 

２．新庄祭りについて 

３．人口減少社会における財政計画について 
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市 長 

３ 石 川 正 志 
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２．生活道路排雪補助の見直しについて 

３．市民生活に寄り添った政策への転換について 

市 長 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は山口吉靜君の１名であります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は３名であります。質問の順序

については、配付しております一般質問通告表

のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問答弁を含め１人50分

以内といたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、最初に佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して

一般質問を申し上げます。 

  最初に１番目として、小規模企業振興基本法

を生かしての施策拡充について質問します。 

  夫婦で飲食業を営むある方は、月売り上げが

20万円に減った。経費を抑え、年中無休にして

頑張っているが厳しいとおっしゃっていました。

新潟県の民主商工会が2013年11月に1,027人の

経営実態調査を行った結果、57％が年間1,000

万円未満の売り上げで、そのうち65％が売り上

げ300万円未満でした。売り上げが前年比で減

少している人が70％を超え、減少割合が30％以

上の人が４人に１人。特に年間売り上げが300

万円未満の層で収益が前年比で減少と回答した

人が80％に上り、小さい業者ほど厳しい状況が

明らかとなりました。そして４月からそこに消

費税増税が来たわけです。 

  小規模基本法が６月20日全会一致で成立しま

した。基本法が制定されたことは、小規模業者

にとっての朗報です。この基本法に基づき施策

が抜本的に強化され、小規模企業の振興が図ら

れるようにすることが求められています。法律

は国に対し、小規模企業施策の体系を示す基本

計画を策定し、国会に報告することが義務づけ

られるとともに、地方自治体にもその条件に応

じた施策を策定し実施することを求めています。 

  そこで、大変済みませんが質問の順序を変え、

⑤の質問を初めにしたいと思います。 

  発言通告では、小規模業者の要望を聞き、振

興を図れる施策を進めるための条例をつくって

はどうかとしておりますが、新庄市の中小企業

の実態と要望を踏まえた施策を策定することに

ついて質問したいと思います。 

  基本法の対象となるのは、製造業で従業員20

人以内、商業では５人以内の企業業者です。新

庄市にこの基本法の対象となる小規模企業、業

者は約1,900です。具体的な施策を策定する上

で、重要なことは対象となるこれらの企業、業

者の実態をリアルに把握し、どんな問題に直面

し、どんな施策を求めているかをつかむことだ

と考えますが、アンケート調査の実施とか現場

に出向いて聞き取り調査とか、懇談会とか、い

ろんな方法が考えられると思いますが、どのよ

うにお考えでしょうか。 

  次に、①ということで質問しておりました地

域内循環を行政として奨励していくことが重要

ではないかということです。特に給食の食材の
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中の肉、魚、大豆の加工食品は、できる限り市

内の商店から、あるいは市内の業者から購入を

進めていくことはどうかということをお聞きし

ます。 

  ある小売業者は、大型店にお客を取られ、そ

の上消費税が増税になり経営は大変厳しくなっ

ている。給食での購入がかつて月60万円の売り

上げがあったが、今は月10万円に減ってしまっ

ている。冷凍加工食品では店の利益にはならな

い。地元の店に発注してくれれば、自分が切り

身にしたりして納入できるのだがと言っており

ました。給食の食材の発注者が地元の小売業者

を大切にする姿勢が求められていると思います。 

  ②の質問で、住宅リフォーム助成の経済効果

を踏まえ、継続そして手続の簡素化、また内容

の充実についていかがお考えかお聞きいたしま

す。 

  ③の質問では、空き店舗対策は大変いいと評

価しておりますが、さらに商店、工場などを対

象としたリニューアル助成の創設で、現在頑張

っている業者を応援することも必要ではないか

と考えますがいかがでしょうか。高崎市では、

商店のリニューアルと備品購入に２分の１補助

で最高100万円を限度に補助して応援して大変

歓迎されているということです。 

  ④の質問として、市独自補助で上げ幅を抑え

ていただいた国保税ではありますが、大幅な値

上げが行われております。これが自営業者の暮

らしを圧迫しております。国保税の引き下げが

必要ではないでしょうか。国が今年度から均等

割、平等割について法定軽減対策を拡大してい

ます。そういう中で、仙台市では国の法定軽減

に該当する世帯からさらに２割軽減し、法定減

免に該当しない一定の所得以下の世帯も２割軽

減の対象とするということにしました。市独自

の軽減額は５億9,000万円でした。財源は国か

らの特別交付金を活用するとのことです。これ

が先日８月20日国保運営協議会で了承されたと

いうことです。新庄市でもこういう方向で自営

業者の暮らしを少しでも和らげるように努力し

ていただく考えはないかお願いします。 

  大きな２つ目の質問は、公営住宅入居時の保

証人の免除についてお聞きします。 

  市営住宅について、保証人が必要とされない

場合が条例でも規定されておりましたが、今ま

で適用された方はおられません。保証人が必要

とされているために、諦めた方もおられました。

一方、1996年10月14日付住宅局通達「公営住宅

管理標準条例（案）について」と、2002年３月

29日付住宅局総務課公営住宅管理対策官通知

「公営住宅の家賃の取り扱い等について」が来

ております。この２つの通達、通知に基づいて

市の条例に保証人の免除規定があるわけだと思

います。例えば、生活保護受給者の保証人につ

いては、事業主体の判断により必ずしも保証人

を必要としないことができるとのことです。国

からの通達や通知を受けて、大阪市、名古屋市、

京都市、坂出市、別府市、中津市、豊中市、朝

霞市などが市長の判断で必要な方に保証人の免

除を認めております。新庄市でもやっていただ

きたいと思いますが、御見解お聞きしたいと思

います。 

  大きな３つ目の質問は、充実した子育て支援

と定住促進対策についてお聞きします。 

  通告しました①、②については、質問を割愛

することにしたいと思います。 

  新庄市でもことし12月から中３まで所得制限

もなくし、医療費完全無料化を実施するという

ことで、今議会９月補正予算に上程されました。

この決断を子供を持つ父母が大変喜んでおりま

す。ちなみに、人口１万人以下の小規模自治体

でも充実した子育て支援、例えば高校３年まで

医療費無料化などで人口増加に転じている例が

北海道東川町などにあります。子育て支援に一

層の御尽力を期待し、①、②について割愛させ

ていただきます。 



- 72 - 

  ③ですが、中央学童保育所は外遊びの場所の

確保のため努力していただきました。ところが、

残念ながら確保できておりません。ドッジボー

ル、サッカーごっこ、鬼ごっこなど走り回るこ

とが大好きな子供たちです。外遊びのできる場

所に一日も早く移転させるべきと思いますが、

いかがでしょうか。 

  ④として、定住促進の子育て世代への低家賃

は大変いいと評価します。しかし、空き家が見

られてちょっと残念です。子育て世代は、低賃

金で不安定な雇用に苦しんでいる人が多いです。

市営住宅並みの低家賃で住宅を提供することが

必要ではないかと私は思います。そこで、空き

家について所有者が改修する場合に、市が補助

して子育て世代に低家賃で提供できるように促

すことはできないでしょうか。 

  ４つ目の質問ですが、地球温暖化に伴う異常

気象による局地的な豪雨災害対策についてお聞

きします。 

  市内の土砂災害の危険箇所数と被害を防ぐた

めの対策をどのように考えているかお聞きしま

す。 

  ５つ目の質問ですが、平和都市宣言を生かし

た施策の推進についてお聞きします。 

  二度と悲惨な戦争をやってはならないという

誓いを風化させないために、次世代の子供たち

に広島、長崎の実相を引き継ぐ活動など、平和

都市宣言を生かした取り組みを強めるべきでは

ないかと思います。いかがお考えかお聞きした

いと思います。 

  以上、壇上から質問を終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  ①の小規模企業振興基本法を生かしての施策

拡充、大型店舗、消費増税といろいろ御質問を

いただいたわけですが、その中での地元業者へ

の納入状況というようなことですので、これ学

校教育にかかわる問題ですので教育長に答弁さ

せますので、よろしくお願いいたします。 

  順番を変えて、２番に５番をということです

ので、小規模企業振興基本法を生かしての中に

ある条例に関する件でありますが、小規模企業

振興基本法においては、国が小規模施策につい

て５年間の基本計画を定め政策の継続性、一貫

性を担保する仕組みづくりについてうたってお

り、具体的には小規模企業者による需要に応じ

たビジネスモデルの再構築、多様で新たな人材

の活用による事業の展開、創出、それに地域の

ブランド化にぎわいの創出などを推進する基本

的政策を講じることとなっております。 

  当該基本法の第９条では、国、地方公共団体、

独立行政法人中小企業基盤整備機構等中小企業

に関する団体、その他の関係者は、相互に連携

を図りながら協力するよう努めなければならな

いと規定されており、国が定める５年間の基本

計画をもとにしながら関係各位が連携をとるこ

とが一番重要な点であると認識しております。 

  市といたしましては、国が定める基本計画に

沿い、関係機関等と連携しながら具体的な施策

を考えていくことが重要と考えており、各種金

融施策やビジネスマッチングを支援する出展補

助金制度や、人材活用としての雇用促進奨励金

制度、地域ブランドを活用してもらうための商

標登録などに取り組んでおります。このように

既にさまざまな事業に取り組んでいることから、

現在のところ条例を定めることは考えておりま

せん。 

  次に、住宅リフォーム助成の件でありますが、

住宅リフォーム補助金の継続、手続の簡素化、

内容の拡充の考えでありますが、御質問の住宅

リフォーム補助金はことしで４年目を迎え、毎

年多くの市民の皆様から御活用をいただき御好

評を得ております。この事業の目的といたしま
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しては、市民生活の基本となります住宅の質の

向上を図り、あわせて住宅工事という裾野の広

い経済活動を活性化させることで、低迷してい

た地域経済を活性化させることを目的としたも

のでございます。 

  おかげさまで本事業の成果といたしましては、

昨年、一昨年と３億5,000万以上の対象工事が

実施されており、本年度も既に２億7,000万を

超える工事が実施されている状況となっており

ます。この事業につきましては、全て県の補助

金を活用して展開していることから、補助内容

及び手続につきましてはおおむね県の補助要領

に準じた内容となっており、補助金の適正を確

認する上ではこれ以上の簡素化は難しいと思わ

れます。 

  また内容の拡充につきましても、現在の制度

でも要件工事の組み合わせにより多くの工事内

容について補助対象として扱うことも可能とな

っておりますので、工夫を凝らしていただき住

宅の質の向上に合わせたリフォーム工事を御検

討いただきたいと考えているところです。 

  なお、事業の継続につきましては、地域経済

の情勢をにらみ、県が目的を達成したと判断す

るまでの間は継続することとして考えておりま

すので、御理解いただきたいと考えております。 

  続きまして、商業地域空き店舗等出店支援事

業に関連してですが、この事業は起業を目指す

方々を支援して商業地域全体の活性化を図るこ

とを目的としており、これまでの実績として平

成20年度から平成25年度までで７件の出店があ

りました。この制度の周知が図られたことや、

出店希望者も出てき始めたこともあり、今年度

も既にこの制度を活用した出店者もおり相談件

数も多くなってきております。今後ともこの制

度の周知を積極的に図って、商業地域の全体の

活性化に努めてまいります。 

  御質問の商店、工場などを対象としたリニュ

ーアル助成の創設の件についてですが、店舗な

どのリニューアルというものはあくまで市場原

理にのっとり企業の競争原理に伴う各個店のお

店づくりの原点ではないかと考えます。そうし

た意味で、個々の店舗などのリニューアルにつ

いての直接的な助成制度の創設については考え

ておりませんが、市では大型店等の出店に伴う

対策として店舗等の新増改築を行う者や、経営

基盤の安定及び向上を図るための資金を必要と

する者に対する金融機関と連携した融資制度や、

市内に事業所または工場を有し、かつ事業実績

を有する者を対象とした地域産業振興資金保証

制度など金融面での支援制度を設けております

ので、御相談いただければと思います。 

  次に、国民健康保険税の引き上げに関する御

質問でありますが、医療の高度化、被保険者の

高齢化などにより、１人当たり給付費が年々増

加していることから本市の国民健康保険財政は

他市の例に漏れず、非常に厳しい状況にありま

す。また、平成29年度が目標年次とされている

国民健康保険事業の都道府県単位化については、

国と地方の事務レベルでの協議が始まり、本年

８月に中間取りまとめがなされたところであり

ますが、都道府県単位化の前提条件となる財政

上の構造問題の解決方法、今後の保険税のあり

方などについて具体的な内容はまだ示されてお

りません。このような状況の中、本年３月定例

会において平均11.83％の引き上げとなる国民

健康保険税の改正を行いました。これにより一

定の国民健康保険税の増収は見込まれるものの、

今後の保険給付費の推移を注視しながらの財政

運営となりますので、現段階では議員の御指摘

の国民健康保険税の引き下げは困難であると考

えております。 

  次に、公営住宅入居時の保証人免除について

お答えいたします。 

  賃貸住宅の保証人の役割といたしましては、

住宅使用料等の滞納対策が一般的ではあります

が、公営住宅につきましてはさらに高齢者や障
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害者などの場合の緊急連絡先や身元引き受け的

な側面も大変重要な役割を担っております。議

員の御指摘のとおり、公営住宅は真に住宅に困

窮する低所得者の居住の安定を図ることを役割

としておりますことから、入居希望者の努力に

かかわらず保証人の確保が難しい場合は、保証

人の免除などの配慮を行うべきとする国の通知

もあり、本市の条例におきましても市長が特別

の事情があると認める者に対しては入居申請書

の保証人連署を必要としない旨の条文も記され

ているところでございます。また、保証人免除

に関する手続規定がある自治体でも、誰も記さ

なくてもよいというわけではなく、緊急時の連

絡先や身元引受者の登録を要件としている例が

多く、公営住宅の管理者として連絡先の確保は

最重要項目の一つであります。本市では、現在

のところ保証人を免除した入居者はおりません

が、今後入居者の高齢化を初め社会状況の変化

の中で特に必要となる事象が発生した場合は、

他自治体の運用を参考にしながら個別に対応し

てまいりたいと考えております。 

  次の質問、子育て支援医療給付事業の拡充に

ついては、質問を割愛するということでありま

すが、このたび補正に上程しておりますので、

何とぞ慎重審議よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

  次に、中央学童保育所の遊びがないことにつ

いてでありますが、現在市が開設している学童

保育所は、中央学童保育所、日新放課後児童ク

ラブ、北辰学童保育所の３つでありますが、そ

の中で日新放課後児童クラブは御承知のとおり

施設の老朽化や通学路の安全確保のため、旧県

立新庄農業高校星芒寮の一部を借り受け、必要

な改修工事を行い昨年度の12月に新たに開所し

たところであります。さらに、現在は萩野、泉

田地区への放課後児童クラブの整備のため、萩

野地区小中一貫教育校内に併設する放課後児童

クラブの建設事業を行っております。御質問の

学童保育所の外遊びの場所につきましては、山

形県が策定した山形県放課後児童クラブ運営指

針において整備要件とはなっておりません。ま

た、中央学童保育所から最近の外遊びの状況を

聞き取りしましたところ、週末は最上公園で、

夏休み期間中は各小学校のプールをお借りして

屋外活動を行っており、入所児童や保護者から

の屋外活動に対する要望等は受けていないとい

うことであります。このように、学童保育所、

放課後児童クラブの設置・整備は、施設の耐震

性や老朽化の状況を勘案し、計画的に事業を推

進してきたところでありますので、今後は財政

状況も考慮しながら計画的な事業の検討を行っ

てまいりたいと考えております。 

  次に、定住対策としての御質問でありますが、

少子化を要因とする人口減少問題は大きな行政

課題となっており、本市においては人口減少、

定住促進対策について全庁的な取り組みを既に

始めております。子育て、雇用・所得向上、住

まい・雪対策、交流・移住の４つの柱立てを行

い、定住促進強化策の具体化の作業研究を進め

ております。 

  子育て世代へ低家賃住宅を提供するための空

き家所有者に対して改修費を助成に関してです

が、市としては子育て支援という視点にとどま

らず、加えて定住、長く新庄に住み続けていた

だくという観点からも事業を捉えていく必要が

あると考えております。本年１月市独自の取り

組みとして、宅建協会会員の協力を得て、空き

家利活用対策モデル事業を実施いたしました。

物件調査と所有者との相談業務を行うことによ

って、最適な解決策の提案を行っております。

今後もこの事業で事例を積み重ねるとともに、

一方においては空き家対策としての法整備の動

きもありますので、今後の国の動向を注視しな

がら現在進めている子育て世代の住宅支援も含

めた空き家対策の研究について、関係課との連

携をさらに深めてまいりたいと考えております。 
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  次に、局地的な豪雨対策について土砂災害の

危険箇所数というような御質問でございますが、

国では土砂災害から住民の生命を守るため土砂

災害のおそれのある区域についての危険の周知、

警戒避難体制の整備、住宅地の新規立地の抑制、

既存住宅の移転促進等のソフト対策の推進のた

め平成12年に土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律を制定してお

ります。同法内に定められた基礎調査を経て、

土砂災害のおそれがある区域については、土砂

災害警戒区域とし、そのうちで建築物に損壊が

生じ住民に著しい危害が生じるおそれがある区

域につきましては、土砂災害特別警戒区域とし

てそれぞれ指定しております。 

  当市につきましては、同法に基づく基礎調査

は既に完了しておりますので、平成15年に市内

の危険箇所について新庄市土砂災害危険箇所図

として配布するとともに、市ホームページで掲

載をするなどの広報を行っております。現在、

市内の土砂災害等の危険箇所は54カ所で、その

うち24カ所につきましては土地所有者等関係者

に対する地元説明会を実施した上で指定を完了

しております。 

  全区域の指定が完了次第、警戒区域をイエロ

ーゾーン、特別警戒区域をレッドゾーンと標記

し、危険区域を明確にした土砂災害ハザードマ

ップの作成に入り、市民へ周知する予定であり

ます。 

  また、豪雨時の警戒避難体制につきましては、

気象台からの大雨注意報から警報への切りかえ

に伴い、大規模災害時職員行動マニュアルに基

づき職員を配備し、被害情報の収集やパトロー

ル、応急対策を実施します。このほか市民の方

からの電話、メールによる通報も取り入れなが

ら、地区ごとに避難の必要性を判断いたします。

避難体制につきましては、市地域防災計画の規

定に従い、避難準備情報、避難勧告、避難指示

という流れになっております。発令については、

平成26年４月に見直された国の避難勧告等ガイ

ドラインに従い、地域特性に即した内容を検討

しているところです。また避難所については、

各地区の小中学校や公民館を予定しております。

なお、避難情報の伝達につきましては、各地区

の区長さん等を通して実施しますが、緊急時に

は市の広報車や消防団による広報、携帯電話へ

の緊急速報エリアメールを活用します。なお、

現在市の防災行政無線をアナログからデジタル

への変更を予定しており、この中で遠隔地に対

する同報系無線を検討しております。また、テ

レビやラジオによるお知らせも予定しておりま

す。 

  次に、平和都市宣言を生かした施策の質問で

すが、本市においては昭和59年に新庄市平和都

市宣言を行ってから、その理念を広く訴えるた

めに市内の関係団体と協働で新庄市平和都市宣

言推進会議を組織しております。推進会議は、

各団体の平和に関する活動の支援や、毎年８月

に市立図書館と連携し戦争、平和に関する図書

の特設コーナーなどを設置しております。さら

に、世界の恒久平和という人類共通の願いを広

く訴えるため、昨年度より毎年８月15日終戦記

念日に実施している新庄市平和都市宣言旗掲揚

式へ小中高生の参加を要請し、次世代を担う子

供たちに対する啓蒙を強化しております。また、

小中学校の授業カリキュラムにおいて戦争や平

和に関する授業がありますが、その指導方法と

して並行読書という教科書で取り上げられてい

る本のほか、いろいろな本を読むことで別の視

点を学びながら理解を深めることや、最上広域

で実施する少年少女沖縄派遣事業を活用し、そ

の報告会などを実施して戦争の悲惨さを全校生

に啓蒙しております。このような取り組みを継

続していくことで、引き続き広く市民に平和の

とうとさを訴えるとともに、核兵器の廃絶と戦

争の愚かさを訴えてまいりたいと考えておりま

す。 
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  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

小嶋冨弥議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから給食の

食材を市内の業者から購入を進めていく考えは

ないかというようなことについてお答えを申し

上げます。 

  新庄市では、平成26年３月に「しっかり食べ

て けんこうづくり 地域の恵みで まちづく

り」のスローガンを掲げ、新庄市食育・地産地

消推進計画を策定しました。新庄市は、豊かな

自然に恵まれた食べ物の宝庫であり、新鮮でお

いしい食材を使った味わい深い郷土料理もあり

ます。地域の農産物や古くから受け継がれてき

た郷土料理を家族で囲む団らんは、食の楽しさ

を深め、地域の食文化や農業を大切にする心を

育むことにつながります。 

  給食食材については、現在各学校では優先的

に地元の業者から新鮮な地元の野菜や肉を率先

して取り入れています。大型店から購入すると

いうことはありません。さらに、農業体験や給

食便り等で地域の食材を学び、生産者と交流す

る機会をつくることで生産者との深い信頼関係

のもとに地場産農産物の消費拡大を図り、地産

地消を促進しています。また県において、毎月

19日の食育の日を含む１週間を地産地消ウィー

クに定めたことを受け、積極的に地元の業者と

関わり地産地消の献立を提供しています。各学

校では、地元業者との給食物資納入についての

話し合いを持ち、可能な限り地元の食材を地元

の業者から購入しています。このように、地元

業者と学校が連携協力しながら、今後も地元業

者の販売促進に携わっていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最初に１番からいきま

すが、アンケート調査とか現場に出向いて聞き

取り調査とか、懇談会とかいろんな方法で小規

模業者の要望を聞いていくということが大事だ

と思いますが、その点についてはどうでしょう

か。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 懇談会等の開催をして

要望を聞いてはどうかという御質問でございま

すけれども、商工観光課としましては以前に比

べてずっと商店街のほうに足を運びながら話し

合いをしております。さまざまな会合にも出席

しまして、要望をきちっと把握していると思い

ますので、改めて懇談会を設置するという考え

は今のところございません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） では、具体的に地域の

要望ということで、先ほど教育長から給食のこ

とで地産地消に努めているということで大変あ

りがたいというふうに思います。そういうこと

の中で、先ほども言いましたが、かつて魚など

の売っている店などですが、60万円の売り上げ

があったが今は10万円ほどに減ったというのは、

これは地元業者の利用が、発注する立場の人が

減っているんだと思います。地元の店に対して。

そういう点、改善させて地元の店にできるだけ

魚なども含めて買うということをやるようにと

いう市の指導が必要だと思うのですが、どうで

しょうか。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 学校給食の納入に限り

まして答弁をさせていただきたいと思いますが、

先ほど教育長の答弁にもございましたとおり、

学校給食につきましては地元が業者の納入を最

優先として物資を学校のほうに納入してござい

ます。それで、各学校では地元業者との納入物

資の協議会を開催しておりまして、そこで契約
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のみならず業者さんのほうからの要望等も受け

入れながら、可能な限り応えるような努力をし

ているところでございます。 

  ちなみに、地元食材の使用状況につきまして

は、新庄市は山形県でもトップクラスにありま

して、地産の農産物を使うということにつきま

しては当然地元業者からの納入状況も高いとい

うことになっておりますので、可能な限り努力

しているということで御理解いただければと思

います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今のことについてなん

ですけれども、小規模業者が仕入れる価格とい

うのは大規模業者のそれに比較しますと、高値

で仕入れさせられているという、これ本当の現

状があります。給食でやっぱり金額が安いもの

をということで余り優先されていきますと、小

規模業者は太刀打ちできないというのが本当の

ことなんです。そういう意味で、地域内循環の

ためには地元から購入に補助をする仕組みも必

要ではないかなと思うんです。これは小規模基

本法の立場でもありますし、そういったことも

考える必要があるんじゃないかなと思うんです

が、どうでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 学校給食に関しては先

ほど申しましたように、協議会をつくりながら

地元を優先させながらということでやっており

ます。大規模と小規模の差があるというような

ことですけれども、そんなに差はないのかなと

いうふうに認識しておりまして、今の御指摘に

はちょっとよくお答えできないということでご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 実際それは小売業者に

お聞きしていないから認識していないんだと思

います。小売業者にお聞きしてみれば、同じ問

屋から卸しているはずなのに、いろんなものが

高く、小さい店には卸されるんです。大型店に

は安く大量に仕入れてくれるということもあっ

て安く出しておりまして、その点からももう小

さな店というのは厳しいもう、買うときから価

格が高く設定されてしまっているという厳しい

競争にさらされておりまして、それにそのまま

乗っていることはやっぱり守れない、小さい業

者を守れない。そういう意味でも聞き取りが必

要だと思いますが、どうでしょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 商取引の中といいます

か経済の原理としてはグロスの問題というのは

確かにあると思います。大量に仕入れればやは

り単価は安くなるということはあると思います

が、それはある程度市場原理が働くわけでござ

いまして、給食等に関しては特に地元という意

識を強くしているわけでございますので、市と

してはさまざまな地元食材の活用ということを、

手段をいろいろやっておりますのでその辺はご

理解いただきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そういうことで、小規

模関係ではぜひ私としては地元の商店の皆さん

頑張っておられるわけです、固定資産税払った

りしているわけですから、そういう商店を守っ

ていく立場にも立つということで、さらに給食

の食材のほかにも、さらにもそれを支えていく

ためにも仕入れのこととか要望を聞いていただ

きたいなということをお願いしたいと思います。 

  次に、住宅リフォームのことなんですが、25

年度の当市の住宅リフォーム補助額は2,879万

円でした。その経済波及効果は先ほど市長にも

ありましたが、3.5億円ということで13倍にも
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なっております。ほかの市の予算を見ますと、

寒河江市は5,000万円、村山市は4,450万円、東

根市では6,300万円で市独自の補助を上乗せし

ております。対象工事額を10万以上に下げたり、

対象工事を市独自に広げて市内業者の仕事おこ

しにつなげております。屋根塗りとか畳がえな

ども含めて少し市独自で広げていけば市民も業

者も、そして市内経済にとっても全てよしにつ

ながると思いますので、その拡充、市独自の施

策、考えはないか再度お聞きします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 リフォーム補助金につき

ましては、先ほどの市長の答弁のとおり非常に

皆様方から好評をいただいている制度でござい

ます。本年度につきましても、現在のところ

107件というふうな形で申し込みがございます。

今御指摘のとおり、内容の充実等の部分でござ

いますけれども、一つの方策としましてリフォ

ーム補助金にあわせて、リフォーム補助金の中

にも省エネ化、バリアフリー化、県木材の利用、

克雪化というふうな項目がございまして、それ

とあわせて例えば水回りの改修ですとか、居室

内の内装の模様がえとかというふうな形で加え

ますと、その工事を含めまして一体の請負工事

により実施する場合につきましては補助対象に

カウントが可能というふうなことでございます。

そのために、組み合わせによっては非常に有効

かというふうに思うわけでございます。補助金

そのものにつきましては、現在県の補助金を充

ててございます。そういうふうなものにつきま

しては、現在のところこの制度そのものにつき

ましては継続したいというふうに考えてござい

ます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 国保税についてですけ

れども、先ほど私壇上から言いました仙台市の

例がありました。そこで、国の特別交付金を活

用してやるという、仙台市やるわけなんですが、

新庄市でも同じような特別交付金活用というこ

とは考えられないのか、どうでしょうか。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 仙台市の国の特別調整交付金

を活用しての国保税の安くするというか、下げ

るということでの取り組みを新庄市でもできな

いかというような御質問かと思います。仙台市

で行っておりますそのいわゆる財源ですけれど

も、３年半前の東日本大震災で仙台市なども非

常に被害あったわけですけれども、国のほうで

国保の国庫補助金として特別調整交付金の中に

東日本大震災による財政負担増があった被災自

治体に支援する交付金ということでの活用です。

新庄市には残念ながらその特別調整交付金、そ

の内容では来ておりません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 中小零細の小規模企業

というか、小規模企業の方々は赤字というのが

少なくないです。たとえ赤字だったとしても中

小業者は固定資産税を払い、従業員の雇用を確

保して所得税や住民税を払っております。大量

の中小業者が廃業すれば失業の増大、雇用保険

負担増、生活保護へとそのしわ寄せなど社会的

にも大きな損失です。国保税などの社会保険の

負担軽減とともに、先ほど市長も言っていまし

たが金融施策も重要だと思います。市独自での

先ほど金融対策がありましたが、これは大変い

いと評価します。 

  さらに東根市でやっているそうですが、政府

系から低い金利で借りている方が市独自での利

子補給も受けられるとのことです。例えば、政

府系から1,000万円借りて利息が1.45％だった

とすると、そこに東根市で１％部分を３年間持

ってくれるということです。大変ありがたがら
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れております。昨年度は40件の活用があったそ

うです。新庄市でも中小零細業者を助ける意味

でもやってほしいという声がありました。どう

考えておられるかお聞かせください。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 東根市の利子補給等に

関する御質問でございますけれども、東根の内

容を調べてみますと、例えば運転資金ですと

100万以上700万円以内ということで、確かに

１％の補助をするというようなことになってい

るようでございます。ただ、新庄市としまして

は独自の施策で小売商業振興資金あるいは地域

産業振興資金で保証料の補塡をしております。

金額につきましては、上限は例えば運転資金、

設備資金両方可能ですけれども、1,000万円ま

でということでしております。東根市のほうで

は700万ということですから、それ以上の金額

を借りても700万までというふうに決めている

んだと思うんですけれども、新庄市の場合は上

限がある。それよりも高い。それから、喜ばれ

ているといいますか、その辺は下限がその東根

みたいに100万以上というふうに限られてしま

いますと、それ以下のものに対応できないとい

うことがございます。うちの場合ですと1,000

万以内ということで、下限はないというふうな

ことでございます。あと、政府資金関係でとい

うことですと、企業者の借入金利子補給という

制度を市で独自で持っておりまして、これもそ

れに対応してこれは利子補給でございますけれ

ども、そういう制度をつくっておりますので、

東根さんよりも制度的にはいいのかなというふ

うに考えているところです。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 公営住宅入居時の保証

人の免除についてなんですが、個別に対応して

くださるということですので、今までよりはわ

かる、いいような気がするのですが、その市長

が特に必要と認めた方に保証人免除もあるとい

うことを今までお知らせしなかったために入居

を諦めざるを得なかった方がおられるわけです。

今後そういう方が出ることがあるわけですから、

周知、市民の方に少しお知らせする手だてが必

要だと思いますが、その考えについてお聞かせ

ください。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 公営住宅の入居に対して

の保証人でございます。書類の提出上保証人を

指定いただくというふうなことが原則でござい

ます。ただし、いわゆる入居の手続の段階で市

長が特別の事情があると認める者に対してとい

うふうな項目がございまして、この者につきま

しては、やはりそれぞれの事情がございます。

そのためにまず第１番目には、相談とかという

ふうな形で聞き取り等を実施しましていろいろ

と相談に乗りたいというふうに考えてございま

す。原則的にはやはり連帯保証人をつけていた

だくというふうなことが原則となりますので、

その辺で特別な事情というふうに考えられる場

合については、こちらのほうにご相談していた

だきたいというふうに思います。以上でござい

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 特別な事情がある場合

ということで、今までも条例はあったようなん

です。でも、その条例をわざわざ市民が見てい

るわけでもないですし、なかなか知らされてい

ないわけなんです。それをどう必要な方が、自

分で諦める前に相談に行けるようにするにはど

うするかということです。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 一つの事例でございます
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けれども、例えば、そういう方々がおりますと

いわゆる緊急時の連絡先とか身元引受人という

ふうな方がおる場合でございますと、やはりそ

の方につきまして連帯保証人としてなっていた

だくというふうなことも考えられるわけでござ

います。そのために、いわゆる私どものほうの

窓口にとにかく来ていただいて、個々相談して

いただくというふうなことが一番大事かという

ふうに考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 土砂災害防止法の第25

条に基づく補助で、特別警戒区域から移転する

場合786万円の補助が出るということを知らな

い方もおられて、尾花沢市で行政訴訟がありま

した。こういうことがないようにお知らせする

必要があると思うのですが、どう考えています

か。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 危険区域からの移転に対する

補助金ということでの御質問でございます。 

  新庄市危険区域につきまして、先ほど市長の

ほうからありましたように現地の地域に対する

説明会というものを開催しております。そちら

の説明会のときに指定についての内容について

説明されております。その席で、こういうふう

なことでということで該当項目として説明があ

ったというふうに承知しております。なお、全

部の地域が説明終わりました段階でさらに周知

をするということもございますので、その辺御

承知おきいただきたいと思います。以上です。 

小嶋冨弥議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  開成の会の奥山です。通告に従いまして一般

質問を行います。 

  まず最初に、都市、田舎交流促進事業につい

て。今年度の主要事業として、都市との交流を

図り田舎の魅力を都会に発信することとしてこ

の事業ができたと思いますが、地域おこし協力

隊員の現在の活動はどのようなものかお聞きし

ます。 

  また、その成果といいますか効果というか、

すぐにはそれは出ないと思いますけれども、ど

のように考えているのかもあわせてお聞きした

いと思います。 

  次に、新庄まつりについてですが、ことしも

新庄市の最大のイベントの新庄まつりが終わっ

たわけでございますが、まつりに外国人といい

ますか、旅行者は何人ぐらい訪れたのでしょう

か。 

  また、台湾とのインバウンド事業もやってい

ましたけれども、それについても何人ぐらい来

られたのでしょうか。ちょっとお聞きしたいと

思います。 

  これから世界ユネスコ遺産に登録されようと

していますけれども、もし登録された場合に問

題になるようなことは特にないのか。 

  また、まつり100万人の構想に向けて今後の

課題は何であるのか、どのように考えているの

かお聞きしたいと思います。 

  それから、人口減少社会における財政計画に

つきまして、人口減少化がますます当市も進ん
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でいるように感じますが、これから当市の人口

減少もますます加速していくと考えられます。

それに合わせて財政も縮小していくのではない

かと思われます。市の財政も厳しくなって大変

になると思われますので、将来どのようになっ

ていくのか予測は立てておられるのでしょうか、

その辺のところをお聞きしたいと思います。 

  また、今後の財源の補塡についてもどのよう

に考えているのかお聞きします。 

  それから最後ですが、旧泉田橋の解体につい

てです。 

  これは以前から何回も申し上げておりますが、

明快な回答はまだもらっておりません。今回、

広島で土砂災害が起きましたけれども、全国今

どこでもゲリラ豪雨があってもおかしくないよ

うな大気の不安定な状況にあります。もし、泉

田川の上流でそういうゲリラ豪雨が発生したら、

現在の状況では大変なことになると思います。

洪水が起こり、近隣に被害を及ぼすことは明白

です。この橋の解体につきまして、どのように

考えているのかお聞きします。地域の安全・安

心を考える点からも、今後どのような対策を立

ててやっていくのかもお聞きしたいと思います。 

  以上で、壇上からの質問を終わります。あり

がとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  都市と田舎交流促進事業についてであります

が、本年７月から都会からの交流人口の拡大を

図ることを目的として、本市初となる地域おこ

し協力隊員を商工観光課に配置し、採用から約

２カ月を経過しましたが、これまでの活動状況

について御報告させていただきます。 

  具体的な事例で申し上げますと、最上伝承野

菜生産農家への取材、畑ナスのイベントの支援、

KitoKito Marcheにおけるカフェメニューの開

発、協力隊員独自のフェイスブックによる情報

発信、最上郡内の地域おこし協力隊ネットワー

クの構築と意見交換の実施などを行っていると

ころであります。 

  今後は、本市の歴史や文化への知識を深め、

地域資源の発掘、都会目線による農村体験メニ

ューの磨き上げ、開拓を行い、都市と農村の交

流促進を図ってまいります。宿泊施設が少ない

ことが本市の観光事業の大きな課題であります

ので、滞在型の余暇活動を行えるよう協力隊員

とともに努力してまいります。また、今後農林

課に配属される地域おこし協力隊員とも連携し

て、相乗効果により交流人口の拡大につなげて

まいりたいと考えております。 

  次に、新庄まつりについてでありますが、本

年も県内外から多くの方々にお越しいただき、

52万5,000人の人出となりました。特に24日に

おいては、過去最高の22万人の人出となってお

ります。人出の算出については、関係者の意見

を聴取し天候、曜日配列、行事内容の諸条件な

どを考慮し総合的に判断しております。 

  外国人旅行の対応といたしまして、ことしは

昨年と変わりましてツアーの実施の知らせは入

っておりません。昨年、台湾からのエージェン

トを招聘して新庄まつりのＰＲを行っておりま

すが、外国人の個人旅行者はかなり見かけてお

りますが、団体旅行ではないという状況を報告

いただいております。 

  今後、ユネスコ無形文化遺産の登録で海外へ

の知名度も高くなることから、現在取り組んで

おります外国人誘客推進事業により国際旅行博

や商談会に参加し、外国人旅行客や旅行エージ

ェントへの情報発信を強化するとともに、外国

人旅行客に対するおもてなしや受け入れ態勢の

整備を一層推進してまいります。 

  また、誘客100万人の実現に向けて開催日時、

山車の御祝儀や助成金、宿泊施設の整備、観覧
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場所や駐車場の確保、トイレの増設やごみの処

理、案内掲示の充実など、まつりのにぎわいを

楽しむことのできる条件整備が必要であると考

えております。新庄まつり委員会及び関係機関

との連携や調整を図りながら、新庄まつり百年

の大計で掲げている課題の解決を着実に進めて

まいりたいというふうに考えております。 

  次に、人口減少社会における財政計画につい

てでありますが、人口減少に伴う本市財政の主

な影響として納税人口の減少に伴う市税の減少

と、国勢調査人口を基礎として算定する項目が

多数を占める普通交付税の減少が考えられます。

市税収入につきましては、御指摘のとおり減少

傾向にあるものと予測しております。しかしな

がら、市税収入は景気の動向によって左右され

るものであり、またこの数年間は人口が減少し

ているにもかかわらず景気の持ち直しから税収

が伸びている状況にあります。このようなこと

から考えても、今後の景気の先行きが不透明な

状況において将来的な税収の数値的な予測を立

てることは非常に難しい状況にあると考えてお

ります。 

  一方、普通交付税につきましては、国勢調査

人口を基礎としている部分については確実に減

少するものと思われ、これによって今後の普通

交付税も減少傾向にあると考えております。 

  このような収入の減少が予測される中で、安

定した財政運営を図るためには経常的な財源の

不足分を安易に他の臨時的な財源に頼ることな

く、財政運営の基本である歳入規模に合った歳

出規模に立ち返った財政運営が必要と考えてお

ります。現在、中期財政計画の策定作業中であ

りますが、今後の収入減少が見込まれる中での

市税を初めとする経常的な財源の安定確保と、

経常的経費の抑制、そして計画的な施設整備事

業の実施と市債発行の抑制などによって財政運

営の安定性と継続性を確保し、市財政の健全性

を将来的にも確保していかなければならないも

のと考えております。 

  次に、旧泉田橋の件でありますが、昭和44年

に国道13号がバイパス開通したことにより市に

移管されたものであります。その後、老朽化が

進み平成19年１月から全面通行どめの措置をと

り現在に至っております。平成23年３月からは、

老朽化に伴うコンクリート片の落下防止のため、

剝離防止ネットを設置して安全対策を講じてい

るところであります。平成22年度より市内全域

の市道橋117橋について３年間点検を実施、平

成25年度に長寿命化修繕計画を策定いたしまし

た。これにより従来の事後的な修繕から予防的

な修繕へ転換することで、供用している橋の安

全性、信頼性を確保するため緊急度の高い橋か

ら順次修繕を実施したいと考えております。 

  旧泉田橋の撤去につきましては、効果促進事

業により国の交付金として取り扱えることにな

りましたが、平成28年度まで策定するよう国か

ら求められている公共施設等総合管理計画の中

に取り込み、確実性があり効果的な財源確保を

模索してまいりたいと考えております。当面は

設置している剝離防止ネットを維持しつつパト

ロール等を実施し安全を確保してまいりたいと

考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  まず、最初泉田橋から、再質問させていただ

きます。 

  今、昭和９年生まれの人がことし80歳になり

ますけれども、この泉田橋も80歳でございます。

鉄筋コンクリートの橋の平均寿命は50年ですの

で、かなりオーバーしているという状況でござ

います。前にもこの質問を何回もしております

けれども、はっきりした回答はもらっていませ

ん。今回、平成28年度までいろんな計画を立て
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て何かやるような感じですけれども、ちょっと

はっきり明確にはわかりませんので、今ある程

度財政も回復していると思います。前は実質公

債費比率が30％を超えていましたけれども、そ

の辺は大丈夫だと思いますので、撤去費用が捻

出できる財政状況には私はなっているというふ

うに考えていますけれども、その辺のところど

ういうふうにお考えかお願いしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 泉田橋につきましては、

前回の議会でも議員のほうから御質問いただい

てございます。先ほどの市長の答弁でもござい

ましたとおり、28年度まで国のほうから策定す

るよう求められております公共施設等総合管理

計画というふうなものがございます。その中に

組み入れまして、それを一つの条件とすること

でございまして、起債関係の財源を確保したい

というふうに思っているところでございます。

そのために、現在のところ平成26年度にいわゆ

る補助対象として効果促進事業というふうな形

で取り扱うことが可能となったわけでございま

すけれども、それにつきましてもやはり起債の

ものにつきましては、このいわゆる公共施設の

総合管理計画、これが定められることが一つの

条件というふうな形でございます。その条件を

クリアするために、その計画を作成したいとい

うふうに考えてございます。そのために、それ

以降というふうな形で検討したいというふうに

思っているところでございます。 

  また、当面のいわゆる安全面ですけれども、

それにつきましてはやはり現在剝離ネットとい

うふうな形で、これは県の建設業協会の最上支

部のほうから寄附をいただいて設置したもので

ございます。それの維持をしながら安全確保、

パトロール等を実施しながら見ていきたいとい

うふうに思うわけでございます。どちらにいた

しましても、安全面をいろいろ確認しながら維

持をしていきたいというふうに考えてございま

す。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） その管理計画を立てて、

これ28年ですか、やっていくという考えのよう

ですけれども、今現状をちょっと申してみたい

と思います。 

  今、網を張っていますけれども、ネットをか

けて崩れ落ちるのを防いでいますけれども、そ

れも現状では網に崩れ落ちたコンクリートの塊

が大きくなって膨れ上がって危険な状態です。

それから、橋の南のほうに支障木といいますか

柳の木がすごい大木になっております。これだ

けで撤去というか、この撤去に関しては市の仕

事じゃない県の仕事と言われればそれまでなん

ですけれども、やっぱりこれも伐採しなければ

川に水が出たような場合には大変なことになる

と思います。これらについてはどういうふうに

考えているのか、その辺のところをもう１回お

願いしたいと思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 やはり、剝離ネットその

ものにつきましても数年たっておりますので、

コンクリートの破片等、いわゆるたまっている

状況でございます。それにつきましては、こち

らのほうでもいわゆるそれを解消する方策等を

進めまして、安全にしたいというふうに考えて

ございます。 

  あともう１点の、支障木でございます。支障

木につきましては、やはり河川管理者が県とい

うふうなこともございまして、なかなか市独自

ではできないことでございます。これにつきま

しては、やはりほかの河川もあるというふうな

ことでございますので、支障木撤去等につきま

してはやはり県のほうに要望していくなり、そ

ういうふうな活動を進めたいというふうに考え
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てございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 支障木に関してですけ

れども、前に県議会議員にお願いして言ったこ

ともあるんですけれども、県は全然動いてくれ

ないような状況なんです。だからといっても、

そのままにしておいていいのか、今週河川清掃

もありますけれども、やっぱりみんながそれを

見てちょっと危険な状態にあるというふうに感

じています。市の方は前回も誰も来ませんでし

たけれども、いろんなことを言われるのが嫌だ

から来ないのかもしれませんけれども、それは

しようがないと思いますけれども、そういう考

えでは私はうまくないと思いますので、やっぱ

り地元の人も協力するつもりでいますので、ち

ょっと何らかの支障木に関して、みんなで協力

して伐採するというようなことも頭に入れてこ

れから進めていってほしいというふうに考えま

すけれども、その点については、支障木につい

ては全然市ではさわれないということになるの

でしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 いわゆる支障木、河川の

中でございます。河川管理者というふうな形で

県が管理している河川でございますので、やは

りその点につきましては市のほうから県のほう

に支障木撤去というふうな形で要望していくと

いうふうな形になろうかと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） だから幾らお願いして

も、県は動いてくれませんけれども、前にも滝

の倉のほうでも支障木について伐採してほしい

というような話がその泉田川について言われた

んです。それで、県のほうに私も直接行って言

ったこともあるんですけれども、県も何かやっ

ぱり予算がないというかその件に関してはほと

んど動いていない状況です。だからそのままと

いうふうなことをすると、やっぱり水が出たと

きには大変なことになることは明白ですので、

もう少し市としてもその大きい大木だけでも何

とかするというか、そういうことは考えていな

いのでしょうか。その辺もう１回お聞きしたい

と思います。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 先ほども申し上げました

とおり、やはり河川の管理者が第一でございま

す。河川の管理者にお願いするというふうな第

一義的でございます。その要望につきまして、

可能な限りやはりこちらでも継続して要望して

いくというふうな形をとるというふうなことで

ございます。その辺につきましては、やはり地

元の方、皆さん方のお力も必要かと思います。

その辺につきましては、行政だけではなくて皆

さんからの声もいろいろ拝借しながら県のほう

に要望していきたいというふうに考えてござい

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 県というふうに課長言

いますけれども、やっぱり地域住民の安全・安

心を考えて行政はやっていくというふうに私は

思っていますけれども、県に任せても何もしな

いということではやっぱり新庄市としてもそれ

でいいのかというふうに私は思いますけれども、

もう少しアクションを起こしてほしいと思いま

すけれども、その点どういうふうに考えている

のか。 

  それから、今回がんばる地域交付金というの

を国から交付されていますけれども、これを充

当することは無理だったのでしょうか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 
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松坂聡士都市整備課長 私どもの要望そのものに

ついても、例えばこちらで道路、河川等要望が

ございます。その中で、ただ優先順位を上げる

というふうなことが１つ考えられるわけです。

ただし、やはり県もその予算の中、最上総合支

庁管内の予算の中で対応するというふうなこと

で、非常にやはり地区の皆さん方を思うと歯が

ゆい思いをしているというふうに感じてござい

ます。やはりその要望に関しても優先順位等を

上げるというふうなことで、これからも要望に

ついては粘り強くやっていきたいというふうに

考えてございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今、私お聞きしたのは

がんばる地域交付金について、返事なかったの

ですけども、その点お願いします。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 ただいま、がんばる地域交付

金、このたびの９月補正で計上しております交

付金に関して、ただいまの橋の撤去に関して充

当できないかというふうな御質問でございます。 

  このたびのがんばる地域交付金につきまして

は、いわゆる地方自治体の負担分を国が市の単

独事業に対して援助する、概略を申しますとそ

ういう形になります。ですからこのたびの９月

補正におきましても、テニスコートの改修事業、

神宝荘の整備事業等に充当させていただいてお

りますが、このたびの今お話に出ておりますい

わゆる橋の撤去に関しましては、先ほど都市整

備課長がお話しされましたように、いわゆる起

債充当がいずれは可能であろうというふうなま

ず条件もございます。ですから、いわゆる必要

性の順番としては全くその財源を持たない、市

単独事業を優先してこのたびはがんばる地域交

付金を充てたと。まず１つがその考えでござい

ます。ということで、このたびの充当先につい

てはそういう考えでさせていただいております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 私、総務省にちょっと

お聞きしました。そうしたらそれはやっぱり可

能だということでしたので、いずれにしてもこ

のままの状態では地域住民のまず安心・安全は

守れないと思われますので、早急に解体撤去す

ることをお願いしたいと思います。 

  次の質問に移ります。 

  それから、もう一つ、これから公共施設が老

朽化を迎えていろいろ更新されると思いますけ

れども、その順番でいきますと、その今の泉田

橋が一番最後になってまたそのまま残されると

いう心配もありますので、そういうことのない

ようにまず早急に解体撤去されることをお願い

して次の質問に移らせていただきます。 

  次は、２番目の新庄まつりについてちょっと

質問してみたいと思います。 

  ことしのまつりの特徴として、各町内でも頑

張ったと思いますけれども、華やかさがあって

今までよりも各山車が華やかであったというふ

うに私は感じましたけれども、それにあわせて

山車の制作費も増額されてくるというふうに考

えますけれども、数百万円という制作費につい

て、これから人口減少が続きますけれどもこう

いう社会においてこの金額を捻出するのは大変

なことだと思われます。市のわずかな助成では

今後成り立っていかないのではないのでしょう

か。企業の協賛も今後必要になってくるのでは

ないかと私は思われますけれども、今まで企業

の協力なしで町内の住民が頑張ってまつりを盛

り上げてきたことは新庄市の誇りと思いますけ

れども、100万人というふうに夢というか構想

の実現のためには、今は転換期に差しかかって

いると思いますが、どのように考えるかちょっ

とお聞きしたいと思います。 
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東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 新庄まつり、ことしも

天候に恵まれたということもございますけれど

も、52万5,000人という大変なにぎわいでござ

いまして、本当に宵祭りは人通りもすれ違うこ

ともできないほどたくさんの人からおいでいた

だきまして大変盛況だったのではないかなとい

うふうに考えております。 

  御質問の内容につきましてですけれども、新

庄まつり百年の大計ということで計画をしてお

りますけれども、やはりその中では曜日の問題

とか、財源の問題、それから今はまつり委員会

ということで主催していることを実行委員会組

織でできないのかといったことが課題として計

画されているわけです。やはりその辺はこちら

としても課題の中に入っておりまして、まず一

番最初に曜日の問題とか財源の問題とかにつき

ましては、あるいは後継者の問題につきまして

は、今のまつり委員会組織では団体の意見は聞

いてはおるんですけれども、やはり目先のその

まつりをどう運営するかということに話が向い

てしまいますので、やはり実行委員会組織でき

ちっとした部会を整備しながら話を吸い上げて

だんだん上のほうに上げて討論をするという組

織をきちっとつくらないとまずいというふうに

認識しております。できれば来年260年という

ことですので、来年の実行委員会をつくるとい

うことで、そして組織討論の場をきちっと設け

て話を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

  まつりの運営費の問題も当然市としても、後

継者の育成も含めて大変な重要な問題だと思っ

ておりますので、その実行委員会の中でも話し

合いをしながら今後負担金の増についてはやは

り検討していかなければならないのかなという

ふうに考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ことし私、五所川原の

立佞武多に見学行ってきましたけれども、こと

しの人出は104万人だったそうです。ただ、８

月４日から８月８日までの５日間での集客数で

すからちょっと新庄市とは違います。それでも

昨年よりは30万人減少したそうです。減少した

理由というのが、天候がよくなかったことと、

曜日が月曜日から金曜日までだった、土曜日、

日曜日が入らなかったってそういうことが主な

原因のようでした。新庄市も100万人という構

想を実現するためには、曜日とかそれから日数

とか、今までのただやり方だけでは100万人と

いうふうなこれ以上の人出の伸びは無理という

ふうに私は考えますけれども、その点について

どのように考えてやっていくつもりなのか再度

お聞きしたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 県内の祭りにつきまし

ては、大きい祭りとして山形の花笠、あるいは

村山の徳内といった祭りがあるわけですけれど

も、天候ということもあるんでしょうけれども、

最近はだんだんと減少傾向にあるというふうに

聞いております。ただ、その中で新庄のまつり

はだんだんと人がふえているねというふうな話

をよく耳にいたします。曜日の問題とかござい

ましたけれども、やはり新庄がだんだんその人

がふえているねとかという評価をいただいてい

るということには、やっぱり伝統をある程度き

ちっと守ってやっているということがあって長

く続いているということにもなっていると思い

ます。 

  確かに先ほど申しました百年の大計の中での

課題として曜日の設定の問題等もございますけ

れども、やはりそこは歴史を重んじていくのか、

それともその商業ベースに乗っていくのかとい

う瀬戸際ではあると思うんですが、今まで曜日
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を変更したりしてうまくいったという話は余り

聞きません。新庄のまつりも曜日を変更したこ

とが、相当前だそうですけれどもあったそうで

すけれども、すぐに元に戻ったというようなこ

ともございますので、その辺を考えながら先ほ

ど申しました実行委員会を組織しながら検討し

ていきたいというふうに考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 課長の話ですと、今ま

での伝統を守って日にちも変えない、今までの

ままでやっていくというふうに受けとめました

けれども、ただ100万人という構想を立ててい

くとするなら、やっぱり100万人を目指してい

くのか、ただ今までの伝統をただ守っていけれ

ばいいというのは、ちょっとどちらのほうをと

るのか私はちょっとわかりませんけれども、企

業の協賛なんかも別に考えないで今までどおり

市民で頑張るって。ただ、今この人口減少社会

において大変な税収も減って市も大変だと思い

ますけれども、もう少し助成とかそういうふう

なことも考えていかないとやっぱり100万人と

いうのは無理だと思いますけれども、その点に

ついて再度答弁お願いしたいと思います。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 やはり財源の問題で、

寄附金とか民間からの資金を受け入れるという

ことについては、やはりまつりを財源を安定化

させるためにはそれは必要なことだと思います。

ただ、青森のねぶたのようにもうまるきり企業

の協賛金等で、つくり手ももうプロだといった

ようなそういう新庄まつりというのは、個人的

にはそういうふうに持っていくと余り将来的に

はよろしくはないのではないかというふうに考

えているところです。いずれにしましても、社

会資本の整備といいますか、道路とか駐車場の

整備とかも必要です。それ以上に、やっぱり後

継者の育成といったことが大事だというふうに

も考えておりますので、実行委員会等で話をし

ながら今後検討をしてまいりたいというふうに

考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 商業ベースは考えない

というふうなことだと思いますので、今までの

とおりで頑張ってこれから100万人誘客実現の

ためにいろんな方策を考えて実現するというこ

とだと思いますので、頑張っていただきたいと

思います。 

  次、１番目の地域おこし協力隊についてちょ

っとお伺いしたいと思います。 

  この事業は、総務省で始めたんですけれども、

大分前から行っていて私も２年ぐらい前に十日

町市に行ったことありますけれども、そのとき

は地域おこし協力隊の方がちょっといなかった

んですけれど話は伺うことができなくて、市の

担当者の説明しか聞くことができなかったんで

すけれども、当市としてはこの地域おこし協力

隊につきましてどのように考えているとか、さ

っき市長の説明がよく詳しく具体的にどういう

にかはちょっとよくわからなかったんですけれ

ども、地域資源の開発とか伝承野菜とかといろ

いろ話はありましたけれども、将来的にどのよ

うな、地域おこし協力隊をどのように持ってい

くのかその辺のところをもう１回ちょっとお願

いしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域おこし協力隊という

ことで、総括的な部分になりますので私のほう

からお答えさせていただきたいと思います。 

  生活支援から始まりましてさまざまな産業、

地場産業への応援等々、伝統文化、地域のさま

ざまなその資源を用いながらその地域に対する

刺激をいただいて、都会からの発想もあるいは
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感性として刺激を受けた中で地域協力活動とい

うような形で行っていきたいというところがこ

の趣旨でございますので、都会の方々からの受

け入れをさまざま他の町村のいいところ悪いと

ころというようなものを、こちらのほうで調査

もした中で導入ということで踏み切ったわけで

ございますが、今後ともそのメリットを生かし

ながら、あるいはデメリットが出るとすれば改

善を図りながら事業の定着、協力隊員の定着、

定住化というようなところも含めて少し期待値

を上げてやっていきたいというふうに思ってご

ざいます。したがいまして、採用の仕方につき

ましてもできれば年度当初からというような単

位でやってまいりたいということも含めながら、

今新年度に向けた形の中で全庁的にこの協力隊

の採用というようなことについても各課のほう

で意識を高揚していただくために、うちの課の

ほうからも発信しているというようなところで

ございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今回まだ始めたばかり

ですけれども、この地域おこし協力隊員をどの

地域に配置というかそういうふうに考えている

のか、それともただ市内に置いて全体的なもの

を見てもらうのか、そのようなところはどうい

うふうに考えているのかちょっとお聞きしたい

と思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 地域的な配置というふう

なことも今ございましたが、各市町村をさまざ

ま見てみますと、その活動内容に応じてさまざ

まなようでございます。したがいまして、その

特質を踏まえながら協力いただける活動の性質

というか、あるいはその目標というふうなもの

も見据えた形の中で設定すべきであろうという

ように思います。したがいまして地域に特定し

て張りつけるというようなやり方、あるいは各

地域で要請があれば出向いていけるような形、

さまざまあろうかと思いますので、その特性に

応じた形の中で配置すべきその効果性で判断し

ていかなければいけないというふうに思ってお

ります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） この地域おこし協力隊

員ですけれども、年数といいますかどのくらい、

何年ぐらいになったら地域に配置するというか、

どういうふうに考えているのか。それから、将

来定住に結びつけるというふうに考えているよ

うに思いますけれども、その点市としてはどう

いうふうに考えているのか、もうちょっとお聞

きしたいと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 最初のほうの御質問でし

たが、一応総務省からの財政措置、この条件と

いたしましては３年間というようなことでござ

います。その後の配置というふうな部分につき

ましては、措置はないというような形になりま

す。 

  定着、定住の方向性につきましては、財政的

な絡みもあるんでしょうが、一番は本人のほう

の意向なのであろうということで、この地域で

のその活動をもとに、ここにいわば骨を埋める

ような形でも定住していきたい、あるいは婚活

などの契機で定住化というふうな方向に結びつ

いていくというふうなことも考えられます。あ

るいは首都圏、政令指定都市に自分の生まれ育

ったところがあるわけですので、そちらの方々

とのそのコミュニケーションのとり方によって

は交流のほうにつながっていくというようなこ

とも考えられますし、定住化に向けた切り口は

さまざま期待される面があろうと思いますので、

今はこのような形で、このような方策であるべ
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きというようなところまでは考えておりません。

各市町村におきましても、同じような形でござ

いまして、定着を図るためには自治体として採

用試験を受けるというようなところも結構見え

るようでして、あるいは定着のほうに結びつい

てなく各地域に渡っていくというような形もあ

ろうかと思いますので、本人と地域とのかかわ

りの中でそれは自然に出てくるであろうと思い

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、３年間

という年数ですけれども、３年であと見放され

るということになるというと、その採用された

方も大変だと思いますけれども、それ以降につ

いては市としてはどのように支援していくか、

その方が定住、定着というか考えようについて

はそこの３年間だけではちょっと足りないと思

いますけれども、その点については市としては

どのように考えているのかちょっとお聞きした

いと思います。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 単身で入ってくる方であ

りますので、自治体のかかわりというようなも

のが非常に大切になってまいります。地域との

かかわりも非常に大切になってまいりますので、

コミュニケーションをとること、これが一番。

あとは、他市町村との交流、同じ協力隊員との

交流、こういうようなことも図ってまいりたい。 

  それで、定着化のほうをぜひぜひお願いした

いというふうなことでございますが、やはり選

ぶのは協力隊員というようなことになります。

見放すという今言葉が出ましたけれども、自治

体が見放されている場合もあります。ですから

３年間の中で、別のところに移っていくという

ような方々もいらっしゃいます。したがいまし

て、新庄市のその地域、この特性を本人も将来

性を感じてもらいまして、新庄のこの城下の中

で一緒になって生きていきたいというような

方々については当然残っていただけるというよ

うな形になるでしょうし、特に地域活動という

ようなものを進めていく上での同胞を得るとい

うようなことの中で、特段その方への支援とい

うようなものについては現在のところは考えて

ございません。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

小嶋冨弥議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） わかりました。その地

域おこし協力隊の方に地域を知ってもらって、

地域の人とのつながりを持って将来的には定住

してもらうことを、この事業が芽を出すことを

希望いたしまして以上質問を終わりたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

小嶋冨弥議長 次に、石川正志君。 

   （５番石川正志議員登壇）（拍手） 

５ 番（石川正志議員） 絆の会の石川でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

  初めに、発言通告書の訂正をお願いいたしま

す。申しわけございませんが、左側４つ目の丸

印、「新庄市公共下水道認可事業区域」とあり

ますが、これを「新庄市公共下水道事業計画区

域」に変更をお願いいたします。 

  それでは、通告書に基づき質問をさせていた
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だきます。 

  新庄市では、生活排水の処理として公共下水

道、農業集落排水、そして合併処理浄化槽の３

つの方法で市内全域をカバーしております。新

庄市公共下水道事業計画では、第１期から第４

期事業認可区域まで順次整備され、ようやく第

５期認可区域が整備されているようですが、果

たして県全域生活排水処理施設整備基本構想に

あるような泉田川以北まで公共下水道の計画が

現実的なのかという疑問を持ちました。これま

での公共下水道布設の原資として国家補助金に

半分依存しているため整備がわずかずつしか進

捗しないことと、仮に国道13号線沿いに本管布

設工事を行った場合、想定される受益者の数が

市街地と比較して少ないため費用対効果が望め

るかというのが理由でございます。 

  あわせて、本合海地区は県全域構想によれば

農業集落排水の計画になっておりますが、現況

はどうなっているのか。また、農業集落排水や

合併処理浄化槽などは生活排水処理の補助メニ

ューに位置づけられていると思いますが、その

他の例えばコミュニティプラントという考えは

これまで計画を立てる上で検討されてきたのか

をお伺いいたします。 

  「水一滴きれいに使うその気持ち、小さなこ

とから始めよう」、市役所庁舎正面に市内の小

学生の標語が記載されております。生活排水処

理の目的は、快適で安全な生活や美しい自然環

境を守っていくことです。これは市民の生活の

暮らしの質の向上に直結することから、新庄市

に暮らす人々がひとしく享受されるべき公共的

なサービスであると思います。認可区域に指定

されても公共下水道工事を待ち続ける市民も多

くいる状況で、さらに遠くに住む市民は一体い

つになったらサービスを受けられるのでしょう

か。よその自治体では、合併処理浄化槽の整備

により力を入れ、時間的な不公平感を是正して

いるところがあると聞いております。新庄市と

して、合併処理浄化槽整備をこれまで以上に推

進していく考えがあるのかお尋ねします。 

  仮に時間的な不公平感を是正するため、県全

域生活排水処理施設基本構想を根本的に見直し、

コミュニティプラントや合併処理浄化槽など浄

化施設の分散を図った場合に、公共下水道の計

画が縮小されますが、これまで交付されてきた

補助金の返還などは想定されるのか伺います。 

  また、合併処理浄化槽整備を推進していく考

えがあるとするならば大きな壁が想定されます。 

  質問項目の２番目、３番目になります。 

  １つは、自己負担の問題です。公共下水道の

受益者負担は受益地面積に単価420円を掛けた

金額、すなわち仮に宅地面積が約100坪の場合

13万8,800円になります。一方、新庄市合併処

理浄化槽設置整備事業費補助金を活用した場合、

５人槽で約100万円の設置工事費がかかるとす

れば、上限の35万2,000円が補助されることか

ら自己負担は64万8,000円になります。また、

農業集落排水の場合、受益者負担はおおむね30

万円弱となっておりますので、制度の違いこそ

あれ合併処理浄化槽の自己負担額が多いという

ことがわかります。また、設置後の維持管理費

は合併処理浄化槽の場合点検保守や清掃が義務

づけられているため、年間最低でもおよそ３万

9,000円かかります。初期経費における受益者

負担と自己負担の格差を是正する必要があると

思いますが、補助金の新庄市負担分をかさ上げ

するなどして、自己負担の軽減を図る考えはあ

るのか伺います。 

  ２つ目の課題ですが、現行の制度では合併処

理浄化槽設置整備にかかわる補助金は原則公共

下水道と農業集落排水の計画区域である場合、

その恩恵を受けることができません。計画区域

であっても補助の対象となるような方法がない

のか伺います。 

  次に、雪にかかわる質問です。 

  残念なことに昨年度も大雪に見舞われ、新庄
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市の除排雪に係る経費も７億5,000万円を超え

ました。昨年12月定例会では、雪処理にかかわ

る条例の件で一般質問させていただきました。

早速職員を青森市に派遣していただけるとのこ

と、またあわせまして市道の除排雪に関しては

多くの市民の方々からお褒めの言葉を頂戴して

いることはありがたいことであると思います。 

  さて、新庄市では生活道路の除排雪経費を補

助する名目で、ほかにも消雪道路整備に係る補

助や、除雪機購入に係る費用への補助が予算と

して計上されておりますが、このたびは新庄市

生活道路排雪事業費補助金に関して議論したい

と思います。 

  通告書にあるように、平成25年度決算ベース

で見ると、予算100万円に対し12件の申請で支

出された金額が32万9,000円となっております。

言いかえると、せっかく市長が市民生活向上の

ために組んだ予算の７割弱が使っていただけな

かったことになります。制度自体に問題がある

のではないかと疑ってしまいます。 

  新庄市の生活道路と言われる部分は、総延長

で42キロ、市道除雪が223キロですから約５分

の１になります。生活道路沿線の市民の中には、

自助、互助の排雪を行っており、公助までいか

ないケースもあると伺いましたが、先ほどの12

件にかかわる市民の皆さんは多額の自己負担を

している現状にあります。市道と生活道路を全

く同じに考えるのは無理ですが、雪と闘いなが

ら暮らしているという観点では同じです。 

  そこで、生活道路沿線に住んでいる市民から

一定の負担はいただきながら、道路の排雪は新

庄市で行うような制度設計や、自己負担軽減を

図るために補助金交付にかかわる算定根拠の見

直しはできないものか伺います。 

  大きなくくりの最後の質問になります。 

  あえて山尾市長に苦言を呈することになりま

すが、人口減少社会に対応する上で民間活力を

増進することや、交流人口を拡大させ一定の経

済効果を得るための政策の一環として、そば祭

りなどのイベント開催や外国人誘致のためのイ

ンバウンドの事業が行われてきました。これら

の施策の趣旨は私も理解し予算審議において賛

成してまいりました。しかしながら、行政の役

割を改めて考える場合、新庄市で暮らす市民生

活の満足度を少しでも上げていくことが最大の

責務ではないかと思います。 

  例えば、これまで実施されてきた新庄節大会

などのイベントはできる限り民間主導型へ移行

した経緯がある中で、そば祭りなどは職員が率

先して実施されております。準備を含め数日間

は職員はイベントに主体的にかかわることにな

り、新庄市の農林行政をどうしていくのかとい

った本来果たすべき業務の遂行に支障が出るの

ではないかと不安でおります。 

  また、国レベルで観光立国という観点で、こ

れまで以上に外国人誘致をどうしていくのかが

騒がれておりますが、果たして我が新庄市の場

合効果があるのか疑問が残ります。 

  去る３月定例会予算委員会におきまして、同

僚議員の中からインバウンド事業のこれまでの

効果の検証、または事業目的の設定が不十分な

のではといった議論があったことは記憶に新し

いところであります。限られた職員と限られた

予算の中で、いつかは効果が期待できる事業か

ら市民生活向上に直結する事業を優先させ、思

い切った予算を充当させてはいかがですか。市

民により寄り添った政策への転換について、市

長がどのように考えておられるのかお伺いして

壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、新庄市公共下水道事業でありますが、
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生活排水処理施設の効率的な整備を推進するた

め、その整備事業を所管する農林水産省、国土

交通省、環境省の３省の共同通知に基づき山形

県が策定した県全域生活排水処理施設整備基本

構想と整合を図り計画しているところでありま

す。現在は、人口減少や高齢者世帯の増加など

社会情勢の変化により、今後の生活排水処理施

設の整備に影響があると判断し、平成23年３月

に第２次県全域生活排水処理施設整備基本構想

の改定版が策定されました。現構想も平成27年

度で満了することから、来年度次期構想を策定

する予定となっておりますが、今年度新たに３

省統一で作成された都道府県構想策定マニュア

ルに基づき、住民の意向等の地域ニーズを踏ま

え県と協議し、整備区域や整備手法について事

業期間も考慮し計画していきたいと考えており

ます。 

  また、本合海地区におきましては、平成21年

度に意向調査等実施しておりますが、事業着手

までには至っておりません。これまでの基本構

想は合併処理浄化槽、農業集落排水、公共下水

道の整備手法に絞った建設費と維持管理費によ

る費用比較に重点を置いた整備計画でありまし

たので、その他補助メニューについて具体的な

検討は行ってきておりません。３省が所管する

各種汚水処理施設の整備には、全国の多様な地

域のニーズに応じるためさまざまな補助メニュ

ーが用意されております。時間的な不公平感を

是正するためにも、早期整備に係る時間軸の観

点も盛り込むなど、弾力的な整備手法を次期構

想に反映していきたいと考えております。 

  また、懸念される補助金の返還等についてで

ありますが、管渠や処理場の施設設備に関して

逐次全体計画を見直し、かつ整備区域の拡大等

に合わせ実施しておりますが、処理場の建設用

地につきましては当初全体計画に基づき先行取

得しております。計画区域の大幅な縮小に伴い

不要となる建設用地におきましては、その他関

連施設等による有効利用を図るか、または売買

等の土地処分により補助金返還を行うなど、適

正化法等にのっとり適切な処理が必要となりま

す。 

  合併処理浄化槽の整備推進につきましては、

上下水道課において下水道、農業集落排水、合

併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備目標

として策定しております第２次山形県全域生活

排水処理施設整備基本構想を踏まえた上で、環

境課においては廃棄物の処理及び清掃に関する

法律により平成23年１月に策定しました新庄市

の一般廃棄物の処理に関する計画、いわゆる生

活排水処理基本計画に基づき整備を進めている

ところであります。 

  具体的には、下水道事業計画区域以外等の地

域住民に対し平成23年度から平成27年度までの

５年間、国の交付金を活用しながら下水道と同

等の処理機能を持つ合併処理浄化槽設置に伴う

工事に要する費用を新庄市合併処理浄化槽設置

整備事業費補助金として交付しながら事業を進

めております。平成27年度には、山形県全域生

活排水処理施設整備基本構想及び生活排水処理

基本計画とともに新たに策定する時期になって

おります。 

  議員より御質問のありました集合処理施設コ

ミュニティプラントという考え方も含め公共下

水道農業集落排水について、未整備となってい

る地域を対象として設置費用や維持管理費など

を総合的に比較検討を行い、さらに地域の実情

や住民の要望なども十分勘案し地域に合った適

切な生活排水処理施設を選定して進めていきた

いと考えております。 

  昨今、人口減少、高齢化世帯の増加、国の予

算が縮小するなど大きく変化していることから、

これまでの合併処理浄化槽設置整備の進捗状況

からさらなる整備を促進していくためには、公

共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽が連

携して整備していく必要性を強く感じていると
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ころであります。近年の社会経済情勢の変化に

対応して、国におきましてはより効果的な合併

処理浄化槽の整備を推進しており、下水道、農

業集落排水、合併処理浄化槽と各事業間で融通

可能な交付金として国の支援につきましても整

備が進められてきているところであります。こ

れらを精査しながら、河川等の水質汚濁を防止

するとともに良好な水環境の保全を図り、市民

の快適で文化的な生活志向に応えるという観点

から、合併処理浄化槽設置整備事業の計画を進

めていきたいと考えております。 

  次に、新庄市合併処理浄化槽設置整備事業費

補助金交付に伴う補助のかさ上げについての御

質問でありますが、現在この補助金交付につき

ましては、国の循環型社会形成推進事業費交付

金を活用しながら、平成23年度から平成27年度

までの５年間、個人設置型としての合併処理浄

化槽設置整備事業を進めているところでありま

す。 

  補助金額につきましては、合併処理浄化槽設

置に要する費用の額の10分の４に相当する額を

補助金の額とし、人槽ごとに限度額を定めてい

るところであります。 

  補助金の額の内訳としましては、３分の１が

国交付金、３分の２が市補助金によるものであ

ります。仮に設置に要する費用が100万円とし

た場合は10分の４に相当する額を補助金の額と

しておりますが、５人槽であれば35万2,000円

の限度額とし交付をしていることから、64万

8,000円の自己負担額となります。県内におき

ましても、本市と同じ個人設置型として補助金

を交付しているところでは、国で示す５人槽の

補助金基準額35万2,000円を大きく下回る市、

５人槽と６から７人槽の人槽による区別をせず

に一律35万円を補助金額としている市も見られ、

またかさ上げを行っている市についてはその対

象を一部地域に限定し実施している状況であり

ます。 

  なお、山形県におきまして水環境の保全と浄

化槽設置者の負担を軽減するため、単独処理浄

化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転

換に際し、平成24年度から平成27年度までの４

年間に限り全額県費補助制度「浄化槽水環境保

全推進事業」を行っております。本市におきま

しても、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金

交付申請の際、この県費補助事業を活用し該当

する場合は上乗せとなる申請及び交付手続を行

っているところであります。この県費補助制度

を利用した場合、５人槽では補助上限額につい

ては16万円となっております。先ほど例を挙げ

ました５人槽の自己負担額におきましても、単

独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理

浄化槽へ転換した場合、自己負担額は64万

8,000円から48万8,000円となります。この上乗

せとなる補助制度につきましては、自己負担額

の軽減はもちろんのこと水環境の改善に効果的

であり、平成28年度以降も各市町村において希

望しているところであります。 

  １基当たりの補助金額のかさ上げを行い、自

己負担の軽減を図り水環境の改善を推進してい

く方法もございます。しかし年々国の交付金が

減っている現在、公衆衛生の向上と生活環境の

保全を図りながら、より広く市民の方々が新庄

市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金を利用

し、１基でも多くの浄化槽を設置することがで

きるよう設置基数の確保により生活排水の改善

を優先とした合併処理浄化槽設置整備事業を進

めている状況ですので、何とぞ御理解賜りたい

と存じます。 

  生活排水処理基本計画の策定の見直しの際、

補助金の額やコミュニティプラントも含め、新

庄市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付

規程につきましても検討してまいりたいと考え

ております。 

  次に、合併処理浄化槽の補助対象地域につい

ての御質問でありますが、新庄市合併処理浄化
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槽設置整備事業費補助金につきましては、さき

に御説明しましたとおり国の交付金を活用し事

業を進めているところであります。また、下水

道事業計画区域においても国の交付金によるこ

とから、国庫補助事業実施要綱では合併処理浄

化槽設置整備事業と他の事業間における国庫補

助事業の二重投資を避けなければならないとな

っております。 

  以上により、新庄市合併処理浄化槽設置整備

事業費補助金交付規程において、補助対象地域

を規定しているところであります。補助対象と

なる地域を、新庄市公共下水道事業計画及び新

庄市農業集落排水処理施設計画区域以外の新庄

市全域とするとしております。しかし、下水道

事業の計画や農業集落排水処理施設の計画はあ

るものの当分の間整備実施予定のない区域につ

いて、国の交付金において補助対象地域として

いることから、環境課におきましても上下水道

課と農林課と調整を図り、当分の間整備実施予

定のない区域については補助対象地域としてい

るところであります。 

  先ほど御質問にありました本合海地区につき

ましては、当分の間農業集落排水処理施設の整

備実施予定のない区域として合併処理浄化槽設

置整備事業費補助金交付の補助対象地域として

おります。 

  次に、生活道路の除雪につきましてでありま

すが、353カ所の申し込みを受け付け、延長約

42キロにわたり除雪を行っており、平成25年度

に生活道路の除雪に要した経費は7,500万円程

度となっております。また生活道路排雪補助金

制度は、生活道路の雪捨て場の機能維持を目的

として創設させた制度であります。創設に当た

っては平成24年度に実施しました生活道路排雪

実態調査をもとに、豪雪年度に排雪に要する費

用の軽減を目指し制定されたものであります。

平成24年度においては、豪雪にもかかわらず創

設当初でもあり８件のみの申請のため平成25年

度においては市ホームページ、広報紙はもとよ

り生活道路の除雪申請者に個別に説明を行い、

補助制度の周知徹底を図ってまいりました。結

果として平成25年度は12件の申し込みがあり、

32万9,000円の補助金を交付しております。 

  制度の検証に関する御質問ですが、この制度

は発足し２年と浅いためまだ十分な検証数が得

られていない状況にあります。豪雪年度には今

後も生活道路の除雪申請者に補助制度のなお一

層の周知を図っていくとともに、利用者の意見

を伺いながら実態の把握に努め、適切な算定根

拠をもって住民の利にするように検討してまい

りたいと考えております。 

  最後に、市民生活に寄り添った政策への転換

についてでありますが、常に市民生活に寄り添

った政策をしているつもりであります。その中

における中で市の役割としては、先導的な役割、

市民と協働していく役割、さらにはその活躍を

支援する役割があると思います。議員のおっし

ゃる今取り組んでいるイベントやインバウンド

事業など見えにくい事業でありますが、市が先

導的に役割を果たしいずれ民間に譲り上げてい

くという、今そのスタートの段階だというふう

に御理解いただければありがたいというふうに

思います。 

  私が考えたまちづくりの基本理念の一つであ

る「人行きかうまち」の実現に向けて、確かに

さまざまなイベントや事業を実施し交流人口の

拡大を通して地域の経済活動を高めてまいりた

いと考えております。社会的な要因や財政的な

要因などに施策の優先度は変わってくると思い

ますが、それぞれのイベント、事業ごとに特色

があることから、一つ一つを評価改善した上で

今後も歴史文化、自然や食などの地域の観光資

源の発掘、魅力を発信し活力あるまちづくりに

つなげるため、多様な交流の中で新庄市のファ

ンをふやしていきたいと考えています。 

  優先度の見直しにより、職員や予算を新庄市
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で暮らす市民生活の満足度を引き上げる政策に

行政の力を注ぐべきだという点についてですが、

今年度は市政運営の基本方針である新庄市まち

づくり総合計画の10年の計画期間の４年目にな

ります。今後はこれらを評価、検証するととも

に、後期の実施計画の策定に向け後期５カ年の

方向性を検討していきたいと考えております。 

  特に、まちづくり総合計画の基本指標である

人口は、将来推計として大幅な減少が予測され

ていることもあり、人口減少対策の骨子として

産業振興による雇用の拡大、子育て環境の充実、

安全な生活環境の向上などの定住人口の増加に

向けた施策と合わせ、交流人口をふやす施策の

効果的な推進に今まで以上に市民や地域、団体、

事業者などの皆様と協働して取り組んでまいる

所存であります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 前半の生活排水処理を

どうするのかといったところの計画、非常に前

向きな答弁をいただいたと思っております。つ

まり、これまでのただの事業費の比較ではなく

て時間軸、より早期に市民の皆様にサービスを

享受していただくために策定するというふうに

とりましたが、そのように理解していいわけで

すか。 

髙橋 弘上下水道課長 議長、髙橋 弘。 

小嶋冨弥議長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 ただいま市長答弁にもあ

りましたように、今後の生活排水処理設備の整

備につきましては、山形県が来年度策定してお

ります次期構想に基づきまして地域のニーズを

踏まえて整備区域、整備手法、また時間軸等を

考慮しまして今後進めてまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 市長答弁の中でも、こ

れからどうするのかといった点で恐らく各課の

連携と、恐らく補助メニューとしての合併処理

浄化槽を推進していくというお考えなのかなと

推察しますが、例えば合併処理浄化槽、一般常

識で考えますと、今はちょっと詳細わからない

のでお伺いしますけれども、例えば処理した水

を流すところがあって初めて合併処理浄化槽の

設置ができるのかと私は今捉えておりますが、

間違っていたらまた御指導いただきたいのです

が。例えばそうするとですね、宅地に合併処理

浄化槽を設置すると、ただそこには排水すべき

生活排水あるいは道路側溝が果たして合併処理

の排水していいか悪いかは別なんですが、そう

した場合どうしても環境課、当然計画練るのは

上下水道課でされると思いますけれども、その

ほか都市整備とか総合政策まちづくりの観点ま

で考えないといけないという観点から、各課の

連携をどのように図っていくのかということで、

総務課長、お考えがあればお伺いしたいんです

けれども。 

髙橋 弘上下水道課長 議長、髙橋 弘。 

小嶋冨弥議長 上下水道課長髙橋 弘君。 

髙橋 弘上下水道課長 各課の連携というような

話でございましたが、歳出処理の施設整備につ

きましては、農林省、国土交通省、環境省等で

さまざまな補助メニューがございます。しかし

ながら、まちづくりという観点もございます。

したがいまして、環境課、農林課、都市整備課

等々新庄市の各課と連携を図りながら整備に努

めてまいりたいと考えているところでございま

す。以上でございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） わかりました。 

  続きまして、今どうしても公共下水道でいき

ますと受益者負担、平均的なところで壇上から

も質問いたしましたけれども16万ちょっと。そ
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れで、仮に今市長答弁にもございました県費の

補助をいただいた場合に、16万円の部分かさ上

げしたとしても自己負担額が48万8,000円と、

事業費100万円というところを別にした場合、

半額が自己負担となると。公共下水道の受益者

負担が16万円である。また、これまで行ってき

た農業集落排水が地形で高いところもあるんで

すが、おおむね30万円を切っているという状態

の中で、合併処理浄化槽の自己負担48万8,000

円ですから、いささかまだ格差があるのではな

いかというような思いですが、これ確認です。

合併処理浄化槽、これまでの設置するために補

助金つくっておりますけれども、そのやはり市

のかさ上げ部分は難しいというように捉えてい

いわけですか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 合併処理浄化槽の設置に対す

る補助金の市独自のかさ上げということだと思

います。 

  御承知のように先ほど市長からありましたよ

うに、かさ上げをして水環境の改善を促進させ

るという手法と、それから現在行っております

ように現行の補助金の交付によりまして設置基

数をふやして水環境の改善、生活環境の改善と

いうふうな２つがあると思いますが、予算もあ

りますし現行の中で新庄市はそれを選択してい

るということでございます。 

  なお、今後の計画策定につきましては、その

辺も検討して考慮したいというふうに考えてお

ります。以上です。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 全体的に本当に非常に

前向きな御答弁をいただいた中で、余り聞くと

いやらしくなるんですけれども、例えば大きな

くくりとしての新庄市の生活排水の処理をどう

やっていくのかということが、来年度から入る。

恐らく28年度から計画に沿った新庄市はどうし

ていくのかということが開始されると思うので

すが、その内容まで私は踏み込むつもりはござ

いませんが、例えば公共下水道処理あるいは農

業集落排水といった場合には、これは地元が恐

らく３分の２以上まとまった場合として考えら

れても、本管設置という工事費があります。合

併処理浄化槽の場合は、排水は先ほど話しまし

たが別として、それぞれの宅地の中で自己完結

型であるというところですけれども。例えば、

じゃあ今公共下水道から計画が見直しされた場

合、私のところはどうやっていくのやといった

ときに、例えば、合併処理浄化槽が10基ぐらい

まとまったというような場合、本管工事部分こ

の事業費が浮くわけですよね。ですからその辺

を、例えばモデル事業みたいなところに、どこ

の地域とはいいませんが、そこにモデル事業的

なもので行って28年度から実施されるであろう

新しい制度の効果を検証する試験的なものはや

るお考えは今のところありませんか。 

小嶋達夫環境課長 議長、小嶋達夫。 

小嶋冨弥議長 環境課長小嶋達夫君。 

小嶋達夫環境課長 合併処理浄化槽の集団的な設

置ということと、それから公共的な農業集落排

水事業、それから公共事業下水道ですね、その

辺の部分で合併処理浄化槽の供用部分に公共的

な部分の投資をということかと思います。これ

については、ただいま提案という形でお話をい

ただきましたので、どういう手法でそれがかな

うか、来年度の生活排水処理基本計画の策定の

中で検討しながらできる限り時間軸を縮めるよ

うな水排水処理ということで検討したいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） それでは、雪のほうに

いきたいと思います。 

  課長、これ平成25年度の12件のあった申請、
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仮にもし新庄市が全て負担したとすると、事業

費いかほどのあれか算定してございますか。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 申請のあった12件という

ふうな形になりますけれども、事業費総額にす

れば171万3,000円というふうな形になっており

ます。実際、その額が全体の事業費でございま

して、申請１件当たりというふうな形になりま

すと負担額が11万5,000円と。さらに、例えば

１戸当たりというふうな形で利用しますと、戸

数に割り返しますと１万7,300円、補助金を除

いた自己負担額が１万4,000円というふうな形、

細かく分けるとそういうふうな数字になってご

ざいます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） この制度に関して明確

な市長答弁ありましたように、平成24年度から

昨年度で２カ年経過していて、制度そのものの

検証はこれからされるということですが、これ

は生活道路あるいは新庄市の市道といった大き

な違いこそあれ、私の知る限りですよ、好き好

んで生活道路に皆さん暮らしているわけではな

くて、例えばそこの道路が行きどまりであった

り、あるいは道路の幅員が若干規定より足りな

いということでいるわけです。壇上からの質問

でもありましたけれども、市道に暮らしている

方々は全くただで排雪、生活道路で暮らしてい

る方々は自己負担をして新庄市の補助を受けて

いると。同じ道路という考え方は非常に乱暴な

んですが、これは今これからまさしく検証され

ると、これまでどおりのやり方ではないよとい

う答弁いただいているんですが、これもやはり

ちょっと早目に手を打って、できれば今の仮に

12件の申請が来年度もそのままだとしたとする

と、今課長から御説明あったように170万前後

で済むわけですよね。全くただということはで

きないですけれども、だからその辺をもう少し

制度をやわらかい、市民の暮らしに沿ったよう

な要望をぜひお願いしたいなというふうに思い

ます。 

  また、生活道路を含めまして市道における場

合でもそうなんですけれども、排雪というこれ

は莫大な経費かかります。排雪場所の確保とい

う観点でお伺いするのですが、空き地等の利用。

これまでどのような検討されてきたのか、お伺

いいたします。 

松坂聡士都市整備課長 議長、松坂聡士。 

小嶋冨弥議長 都市整備課長松坂聡士君。 

松坂聡士都市整備課長 私どもといいますか、こ

この地方に住む者にとっては、やはり雪の問題

については非常に避けて通ることのできない問

題でございます。特に、空き家、空き地の関係

につきまして生活道路の隣接関係と地権者とい

うふうな形から排雪場所を借用しているケース、

これにつきましては相当数あると認識してござ

います。市道におきましては、市道除雪に伴う

玄関前の置いている雪を各家庭において処理し

ている状況でございますけれども、やはりその

ときに隣接地に雪捨て場があると非常に便利だ

というふうな声は非常に皆さん方からお聞きし

てございます。 

  それを受けましてといいますか、空き地に関

してですけれども、私どもとしては基本的な立

ち位置についてはその情報が入り次第、私たち

のほうでお伺いしてその場所について土地が利

用できるかというふうな形で、土地の利用者に

つきまして当たっているというふうな状況でご

ざいます。 

  現在につきましては、箇所数については17カ

所ほどになっておりますけれども、今後皆様方

の地区から例えば情報をいただきまして、あと

それからもう一つは除雪業者からの情報という

ふうなことも非常に重要でございます。そうい

うふうな形で情報がありますと調査いたしまし
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て、可能であればお貸ししていただくというふ

うなことについても協力してまいりたいという

ふうに考えてございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ３番目の大きなテーマ

ということで、このたびの定例会の最終日、補

正の審議の中でも議論されることとは思います

けれども子育て支援、医療費の拡充になります

けれども、これ今期定例会で出されると私わか

りませんでしたので、一般質問ちょっと場違い

だったような質問をしてしまいました。 

  冒頭市長答弁にもありましたけれども、常に

市民生活の向上ということには気を配っている

という明確な市長答弁がありました。ただ、今

申し上げましたように雪問題ですね、これは何

回も繰り返しになりますが171万円を新たに新

庄市が出すというのは、極めて乱暴な方式でと

ったときにも、私たち議員がここで要求すれば

するほど予算の規模がふえていく、結局は定住

促進ということにつながって将来の新庄市のた

めにはなるのかなとは思いますけれども、これ

定住促進ということで私も申し上げております

けれども、乱発していったら新庄市の財政大変

なことになると。一方、市民のニーズを酌み取

り、じゃあ除雪費を、生活等に係る部分170万

新たなこれまでの予算100万円から70万かさ上

げして市民のニーズに応えていくという、例え

ば政策転換図った場合、これこのたび冒頭で財

政課長のほうから25年度の決算ベースという流

れで経常収支比率が９割に近いと、89％という

御説明あったように非常に窮屈な財政の中で、

これまでやってきたところの見直し、つまり事

業の優先度を変えて新しい部分に取り組んだも

の、あるいはかわりにどこか事業を見直しとい

うか縮減しないといけないんじゃないかなと。

これ財政課長、このような観点で何かございま

すか。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 ただいま経常収支比率という

ことに関係しまして、将来的ないわゆる市の補

助のあり方、もしくはその市の政策の選択につ

いての御質問かと思われます。 

  25年度決算におきまして、一定程度の改善し

た数字にはなったというところではございます

が、冷静に見ますと市段階でまだ中段階、もし

くはその類似団体と比較しましてもやや落ちる

というふうな財政状況でございます。という現

状でございますので、一気にかじをいわゆるそ

の右方向に持っていくというところにはなかな

かならないだろうというふうには思っておりま

す。 

  ただ、現在今までのその財政運営の取りまと

めをしておりまして、来年から５カ年の中期財

政計画というふうになるかと思われますが、一

応現在数値を入れながら各課の要望をいただき

ながら策定中でございますけれども、その中の

一つの大きな課題としてはやはりその財政構造

の弾力性を確保していくということが一つの課

題です。もう一つとしては、いわゆる財政運営

を安定して継続性、いわゆるそのぽっきり折れ

ないような継続した事業配置を行っていくとい

うところが必要かと思っております。ですから、

今石川議員がおっしゃっている補助の関係につ

きましては、いわゆる財政構造の弾力性の確保

の部分に該当するかと思われますけれども、現

在その扶助費、それから補助費につきましては、

原則としては抑制の方向で行かざるを得ないだ

ろうと。少子化の流れになりますといわゆる財

源がなかなか確保できないという部分が想定さ

れますので、やはりそれに合わせた支出も見直

ししていかなければならない。ただ、その中で

皆さんが要望されるようないわゆる市民生活に

即した事業も展開していかなければならないと

いうことであれば、やはり現行の事業を見直し
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しながら、いわゆる順位づけしながら優先度を

つけながらやっていくと。さらに、その事業に

ついても臨時的という形になるかと思いますが、

平準化して１年１年ごとに負担にならないよう

な形の財政を想定しているというところでござ

います。 

  ですから、今まで皆さんからいろいろな御意

見いただいておりますが、基本方針としてはい

わゆる財政計画のための財政計画ではございま

せん。いわゆるその行財政改革、それから一番

大もとのまちづくり推進計画を進めていくとい

う立場の財政計画になるかと思われますので、

皆さんからの御意見も踏まえながら財政計画を

策定していきたいというふうに思っています。

基本的には、なかなか厳しい状況にあるんです

が、基本方針としてはそういうふうな心がけで

計画策定をしていきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ３番目の問題で、具体

的な名称まで踏み込んで大変失礼かと思いまし

たが、例えば、今市長答弁ではまず行政が先導

していく、あとは民間市民と協働を図っていく

というような流れで、ホップ、ステップ、ジャ

ンプのうち今はまだスタート地点であるという

ことでしたけれども。例えばインバウンドなど

の事業ですね、これは今あと何年ぐらいでスタ

ートで、検証できるのはあと何年ぐらいなんで

しょうか。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 インバウンドの効果等

についての御質問でございますけれども、事務

事業評価ということでは毎年度しておりますの

で、それに対する評価はしておるわけですけれ

ども、やはり事務評価では評価できない評価の

部分もございます。この事業もその事務事業評

価という一律的な今のやり方では評価できにく

い部分ではあるわけですけれども、台湾とのイ

ンバウンド事業を始めてまだそんなに時間がた

っていない、これはやはり人と人との結びつき

とか息の長い事業ではあります。できるだけ早

く効果があらわれるように我々も努力している

ところでございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） いずれにしろ適切な検

討をされていくというふうに伺いました。残念

ながら、私ども議員は４年に１回みそぎを受け

なくてはならないということでございまして、

今言った生活排水処理にしても事業の見直しに

しても年度をまたぐという。４月以降も皆様と

議論できるように期待しながらおりますので、

よろしくお願いいたしまして私の質問を終わり

ます。 

小嶋冨弥議長 以上で、今期定例会の一般質問を

終了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここでお諮りします。 

  今期定例会の本会議を明日９月12日から９月

21日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を明日９月12日から９月21

日まで休会し、９月22日午前10時より本会議を

再開しますので、御参集願います。 

  以上で本日の会議を散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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     午後１時５０分 散会 
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平成２６年９月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２６年９月２２日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 嶋 冨 弥     副議長 小 野 周 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   伊  藤     操  議員 

  ３番   髙  橋  富 美 子  議員     ４番   佐  藤  卓  也  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   平  向  岩  雄  議員    １０番   小  野  周  一  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   下  山  准  一  議員    １６番   新  田  道  尋  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １７番   山  口  吉  靜  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 荒 川 正 一 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 佐 藤 信 行 

市 民 課 長 月 野 節 子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 小 野 茂 雄 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 小 嶋 達 夫 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 東海林   智  都 市 整 備 課 長 松 坂 聡 士 

上 下 水 道 課 長 髙 橋   弘  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 近 岡 晃 一 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  神 室 荘 長 武 田 清 治 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員 
事 務 局 長 佐 藤 正 寿 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 浅 沼 玲 子    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 高 木   勉  主 査 川 又 秀 昭 

主 査 沼 澤 和 也    

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２６年９月２２日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 請願の取り下げの件 

 

    （決算特別委員長報告） 

日程第 ２ 議案第５５号平成２５年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第５６号平成２５年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第５７号平成２５年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第５８号平成２５年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第５９号平成２５年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第６０号平成２５年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第６１号平成２５年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第６２号平成２５年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１０ 議案第６３号平成２５年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

    （総務文教常任委員長報告） 

日程第１１ 請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回と憲法９条を生かすことを求める意見

書提出についての請願 

 

    （産業厚生常任委員長報告） 

日程第１２ 議案第４９号新庄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の設定について 

日程第１３ 議案第５０号新庄市保育の必要性の認定に関する条例の設定について 

日程第１４ 議案第５１号新庄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定に

ついて 
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日程第１５ 議案第５２号新庄市放課後児童クラブ施設設置条例の設定について 

日程第１６ 議案第５３号新庄市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

設定について 

日程第１７ 議案第５４号市道路線の認定について 

日程第１８ 請願第５号国の農政改革の再検討を求める意見書提出の請願 

日程第１９ 請願第６号緊急の過剰米処理を求める意見書提出についての請願 

 

日程第２０ 議案第６４号平成２６年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第６５号平成２６年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第６６号平成２６年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２３ 議案第６７号平成２６年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第６８号平成２６年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２５ 議案第６９号平成２６年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２６ 議案第７０号平成２６年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２７ 議案第７１号平成２６年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のうち日程第１８、第１９を除いたもののほか 

日程第２８議会案第６号米価下落への緊急対策を求める意見書の提出について 
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開      議 

 

 

小嶋冨弥議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は山口吉靜君の１名です。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君より欠席届

が出ております。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

日程第１請願の取り下げの件 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第１請願の取り下げの件を議

題といたします。 

  お諮りします。 

  請願第５号国の農政改革の再検討を求める意

見書提出の請願及び請願第６号緊急の過剰米処

理を求める意見書提出書についての請願の２件

について、請願者から取り下げたいとの申し出

がありましたので、これを許可することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第５号及び請願第６号の取り下げを許可す

ることに決定いたしました。 

  ただいまの議決により、日程第18請願第５号

と日程第19請願第６号を削除いたします。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第２議案第55号平成25年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第10議案第63号平成25年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてまでの

９件を一括議題といたします。 

  本件に関し決算特別委員長の報告を求めます。 

  決算特別委員長伊藤 操君。 

   （伊藤 操決算特別委員長登壇） 

伊藤 操決算特別委員長 おはようございます。 

  決算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて御報告いたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、要点のみの御報告とさせていた

だきます。 

  それでは御報告申し上げます。 

  決算特別委員会に付託されました案件は、議

案第55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第63号平成25年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてまでの計９件であります。審査につきま

しては、９月17日と18日の両日にわたり活発な

審査が行われたところです。 

  初めに、議案第55号平成25年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後、佐藤悦子委員より認定することに反対

の討論、遠藤敏信委員より認定することに賛成

の討論があり、起立採決の結果、賛成多数で認

定すべきものと決しました。 

  次に、議案第57号平成25年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第58号平成25年度新庄市公共下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、議案第59

号平成25年度新庄市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、議案第60号平成

25年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、議案第62号平成25年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についての５件は、質疑、討論はなく、

採決の結果、全員異議なく認定すべきものと決
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しました。 

  また、議案第56号平成25年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第61号平成25年度新庄市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての２件は、質

疑の後、討論はなく、採決の結果、同じく全員

異議なく認定すべきものと決しました。 

  議案第63号平成25年度新庄市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定については、質疑の後、

討論はなく、全員異議なく可決及び認定すべき

ものと決しました。 

  以上、決算特別委員会に付託されました案件、

議案第55号平成25年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第62号平成25年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてまでの８件については、いず

れも認定すべきものと決し、議案第63号平成25

年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定については、可決及び認定すべきものと決

しました。 

  議長よりよろしくお取り計らいいただきます

ようお願い申し上げ、決算特別委員会における

審査の経過と結果についての御報告といたしま

す。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、委員長報告のうち賛成多数で認

定すべきものとした件について採決いたします。 

  初めに、議案第55号平成25年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定について採決いたします。 

  議案第55号は、委員長報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第55号は委員長報告のとおり認定することに

決しました。 

  次に、全員異議なく認定すべきものと決した

議案第56号平成25年度新庄市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

57号平成25年度新庄市交通災害共済事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第58号平

成25年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、議案第59号平成25年度

新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第60号平成25年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、議案第61号平成25年度新庄市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第62号平成25年度新庄市後期高齢者医療事

業特別会計歳入歳出決算の認定についての７件

及び全員異議なく可決及び認定すべきものと決

した議案第63号平成25年度新庄市水道事業会計

利益の処分及び決算の認定については、委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第

59号、議案第60号、議案第61号、議案第62号の

７件は、委員長の報告のとおり認定し、議案第

63号は委員長報告のとおり可決及び認定するこ

とに決しました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第11請願第４号集団的自衛権

行使容認の閣議決定の撤回と憲法９条を生かす

ことを求める意見書提出についての請願を議題

といたします。 
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  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長石川正志君。 

   （石川正志総務文教常任委員長登壇） 

石川正志総務文教常任委員長 私から総務文教常

任委員会の審査の経過と結果について御報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、請願１件

であります。審査のため、９月12日午前10時よ

り議員協議会室において委員８名全員出席のも

と審査を行いました。 

  請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定

の撤回と憲法９条を生かすことを求める意見書

提出についての請願書については、現状確認の

ため、総務課職員の出席を求め審査を行いまし

た。 

  審査に入り、委員から、請願の趣旨について、

国の動きというのはどういう方向で整備されて

いくのかというところがわからない中で、これ

を一自治体の中で議論するというのは時期尚早、

立法化するしないは別として、もう少し国の動

向を慎重に見定めるべきという意見がありまし

た。また委員から、本当の意味で国民の生命、

財産を守るために必要だとすれば、きちんと法

制化すべきだという意見がありました。 

  この法制化に関し、総務課からは、この法制

化については、来年１月に招集される通常国会

に関係法案を提出することとなっており、今の

ところ閣議決定したから直ちに集団的自衛権を

行使できるということではなく、実態的に法整

備が必要だという政府の見解があるという説明

がありました。そのほか、この請願を採択すべ

きであるといった意見はなく、この請願に関し

て採決した結果、請願第４号集団的自衛権行使

容認の閣議決定の撤回と憲法９条を生かすこと

を求める意見書提出についての請願書は全会一

致で不採択すべきものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

りますが、集団的自衛権に関しては、常任委員

会として今後とも国の動向や世論等に対し最大

限の注視を図っていきたいと考えております。

よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定

の撤回と憲法９条を生かすことを求める意見書

提出についての請願について、質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの報告の中で、

国の生命、財産を守るのであれば必要だという

話があったということなんですが、この集団的

自衛権というのは、今まで認められなかったわ

けです。これまでは集団的自衛権というのでは

なく、個別的自衛権ということで認められたと

思います。その違いをどのように捉えておられ

るのか。集団的自衛権というのが、国民の生命

や財産を守ることにつながると言えるのか。個

別的自衛権との違い、そこについてはどう判断

されていたのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 12日の常任委員会

の請願審査におきましては、佐藤議員も傍聴さ

れていたと思います。ただいま壇上で委員長報

告申し上げた以上の議論はなかったと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 集団的自衛権行使とい

うのは、今まで憲法上認められないというふう

言われてきました。例えば防衛白書では、1978

年以来昨年度まで、我が国が直接攻撃されてい

ないにもかかわらず、他国に加えられた武力攻
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撃を実力で阻止することは、憲法９条のもとで

許容させる実力の行使の範囲を超えるものであ

り許されないと考えているとはっきり書いてき

ました。 

  この集団的自衛権行使というのは、自分の国、

日本の国が攻撃されたり、国民の命が危なくな

ったりしたときにするものではなくて、これは

個別的自衛権と言われて、今まではそれは認め

られてきたんです。その立場はあったんです。

しかし、それを超えて今度は他国に加えられた

武力攻撃を実力で阻止する。簡単に言いますと、

ほかの人が攻撃を受けてけんかをしているとい

うときに買って出て、その人の敵だと彼がみな

している人を殴ってやるということであります

から、これは今まで憲法９条で認められないと、

憲法９条のもとでは許容される実力の行使の範

囲を超えるものだと、許されないと考えている

と言われてきたものなんです。そういう意味で、

集団的自衛権行使というのは、国の生命、財産

を守るというのではないんです。これを超えた

もので、人のけんかを買って出て人をぶん殴っ

てやるということなんです。そういう意味で、

もう少し慎重に審議すべきではなかったかなと

思います。 

  また、加えて言えば、坂田元内閣法制局長官

という人がいますが、この方は閣議決定につい

て、1954年に自衛隊が発足して以来政府が一貫

して述べてきた憲法の読み方を根底から変更す

るものであり不当だと、立憲主義にもとる、歴

代政権が当時の縛りとして受けとめてきた９条

を葬り去ろうとするものだ。このように述べて、

集団的自衛権行使容認というのはおかしいんだ

とはっきり言っているわけです。 

  そういう意味で、私は不採択にするのではな

く、最低でも継続審査にして、今後とも最大限

世論や国の動向を注視していきたいとおっしゃ

っている、そういう総務常任委員会であります

ので、私は不採択というふうにするのではなく

て、もう一度話し合って継続でもよかったので

はないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 私ども総務文教常

任委員会に今回付託されました案件は、請願書

の審査でございます。ですから、先ほど申し上

げましたとおり、お答えすることはただ一つ、

壇上から報告した以上の報告はできませんので、

よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小嶋冨弥議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私はそういう意味では

審議不足でなかったかなと思うわけなんです。 

  今まで、戦闘地域には行かない、それから武

力行使はしないということで自衛隊が派兵され

てきました。それで一人も戦闘地域に行かない、

武力行使はしないということでやっても、大変

危険な目に遭ってきたわけです。いろいろな名

前の爆弾が飛んできたりして、実は自衛隊の中

では棺おけを10個程度用意して、死ぬ者が出る

だろうということで準備していったということ

でありました。幸い死んだ人はいなかったんで

す。危なかった、これは本当に紙一重だったと

いうふうに行ってきた自衛隊の幹部が言ってお

ります。 

  今度は戦闘地域に行く、それから武力行使も

するという、そういうことが安倍首相の国会で

の答弁で明らかになっています。そうなります

とどうなるかというと、まさにアメリカ兵士が

受けた状態だと思います。あるいは、アメリカ

兵士はどうなったかといいますと、200万人派

兵されて、帰国後60万人が心の病にかかり、１

日平均そのうち22人が自殺しているそうです。

年間8,000人の自殺だそうです。これほど戦闘

地域で死んだ人もいたし、心も傷つき、そして

ずっとその後遺症に悩まされる若者が続々と出

ているということです。そして、一緒に集団的
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自衛権行使ということでアメリカと一緒にやっ

た軍隊、ほかの国があるわけですが、その国を

見ても1,000人を超えて亡くなっています。 

  日本の若者が、自衛隊員だけではなく、もし

かしたら足りないといって徴兵制になる可能性

だってあります。そうなりましたら、自衛隊員

及びそうでない若者たちも含めて血を流させら

れる、そういう事態になるというのが集団的自

衛権行使だと思うんです。そういう意味で、そ

ういうことはあってはならないという、母親と

して、子供を持つ親たちとして、子供たちがそ

んなことになってはならない。 

  現在、今、自衛隊員の親たち、家族たちもす

ごく不安になっています。最高の体力のある人

たちを集めた第１空挺団とかというのがあるん

だそうですが、そこに息子が行っているお父さ

んが言っていました。息子を今まで誇りだと思

っていたと。体力もある、頭もいい、だから一

番の先頭部隊に選ばれたんだろうと思っていた。

ところが、今度集団的自衛権行使になったら、

この大事な息子が一番先にやられるだろうと、

連れていかれるだろうと、やめたらいいのでは

ないかと訴えたそうです、子供に。そうしたら、

子供が友達を裏切るわけにはいかない、仲間を

裏切れない、そう言ってなかなかすぐやめると

ならなかったということで、自衛隊員の家族も

すごく心配しています。 

  私はそういう世論をよく聞いて、本当は継続

審査でやるべきではなかったのか、慎重に審議

する立場であるべきだったのではないか、簡単

な質疑が足りなかった状態で終わらせてはなら

なかったのではないかと思いますが、委員長の

お考えをお聞かせください。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 繰り返しのお答え

になりますが、このたび私ども常任委員会が預

かった案件は請願第４号集団的自衛権行使容認

の閣議決定の撤回と憲法９条を生かすことを求

める意見書提出についての請願書、この審査で

ございまして、拡大した範囲の判断は伺ってお

りません。繰り返しになりますが、この請願書

を採択すべきかどうかといったところでは、採

択すべきという意見はなく、全会一致で不採択

すべきものと決しました。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 先ほどの委員長報告の

中で、集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回

と憲法９条を生かすことを求める意見書の請願

審査に当たって、国の動向を見定めると、見き

わめると、そういうふうな発言がございました

けれども、国の動向に危うさを覚えたからこそ

請願が出されたわけです。国の動向を見定める

ではなくて、国の動向が危ないというふうなこ

とからの請願であり、これは至極当然のことだ

と私は思います。 

  全会一致で不採択というふうなことだったら

しいですけれども、この請願の趣旨に対して、

委員の間から、理解あるというか、理解を示す

ような発言はあったのか、なかったのか、その

辺を確認したいと思います。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 請願審査に関しま

して、ただいま遠藤議員がおっしゃられたよう

な請願の趣旨に関してはある程度理解できると

いう意見もありました。また、今は国の危うさ

ということですが、立法化までには時間がかか

り、それも国民的な議論を踏まえて変わる可能

性があるということも議論になってございます

ので、よろしくお願いいたします。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 私の認識では、集団的
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自衛権、閣議決定で行使できるというふうなこ

とに対しての世論的には、それはだめだと、反

対だというもののほうが多いように理解してお

ります。いっときの内閣がこれを自由に憲法解

釈を変えて判断できるというふうなことについ

ては、非常にこれは危険なのではないかと私自

身は思っています。もう一度伺いますけれども、

趣旨に賛同するというふうな委員がいたという

ことでありますけれども、その点について少し

踏み込んだ議論はなかったのか否か、お伺いい

たします。 

石川正志総務文教常任委員長 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 総務文教常任委員長石川正志君。 

石川正志総務文教常任委員長 先ほど佐藤議員に

お答えした答弁の内容と重なりますけれども、

当委員会に付託されました案件は、請願書自体

どうか、いいのか悪いのかということでござい

まして、拡大した範囲は適切ではないと考えて

おります。よって、委員長報告どおり、この請

願書は全会一致で不採択にすべきと判断したと

ころでございます。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３１分 休憩 

     午前１０時３２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第４号集団的自衛権行使容認の閣議決定

の撤回と憲法９条を生かすことを求める意見書

提出についての請願については、委員長報告は

不採択でありますが、請願第４号については原

案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立少数であります。よって、請

願第４号は不採択にすることに決しました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第12議案第49号新庄市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の設定についてから日

程第17議案第54号市道路線の認定についてまで

の６件を一括議題といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三産業厚生常任委員長登壇） 

奥山省三産業厚生常任委員長 それでは、私から

産業厚生常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案６件、

請願２件であります。なお、請願につきまして

は、先ほど請願の取り下げが議決されましたの

で、報告は省略させていただきます。審査のた

め、９月12日午前10時より議員協議会室におい

て委員８名出席のもと、担当課の職員の出席を

求め審査を行いました。 

  初めに、議案第49号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の設定については、子育て推進課
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から補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  子育て推進課の説明では、この条例は、子ど

も・子育て支援新制度に基づく施設型給付費を

各施設にお支払いする際に、保育の運営基準が

ないと財政措置ができないことから、その運営

基準を定めるものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、施設の利用定員を超

えた場合は、施設が利用者を選ぶことになり、

施設の保護者とのトラブルが懸念されないかと

の質問があり、子育て推進課からは、認可保育

所をこれまでどおり市が入所調整に入るので問

題はないが、各幼稚園については、これまでと

同じ幼稚園ごとに自由な申し込みとなるので、

市で介入はできないとの説明がありました。 

  その他質問ありましたが、採決の結果、議案

第49号については賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  続いて、議案第50号新庄市保育の必要性の認

定に関する条例の設定について、子育て推進備

課の説明では、この条例は、現在の児童福祉法

の中で保育に欠けるという言葉を使っていたも

のが、子ども・子育て支援法で保育の必要性と

いう言葉に変わった中において、この保育の必

要性の条件の一つである就労の下限時間につい

て各市町村で設定することになっているため、

これを規定したものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、64時間というのは月

か、週かという質問が出され、担当課からは月

の下限就労時間となっているとの説明がありま

した。 

  その他質疑はなく、採決の結果、議案第50号

については全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続いて、議案第51号新庄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める条例の設

定について、子育て推進課の説明では、この条

例は家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪

問型保育事業、事業所内保育事業の４事業につ

いて、民間事業者の場合、各市町村の許認可が

必要なため、この設置基準を定めるものとの説

明がありました。 

  審査に入り、委員から、アレルギーやアトピ

ーの子供がふえ、アナフィラキシー症候群など

の社会問題となっているため、食事の提供につ

いては外部からの搬入ではなく、自園調理にす

べきと明記すべきと思うがいかがかという質問

があり、担当課からは、地域型保育の４事業に

ついては原則的には自園調理となっており、特

例としてほかのところから搬入することもでき

るとなっているが、搬入施設についてはアレル

ギー対策をきちんと講じている社会福祉施設及

び児童福祉施設を連携施設として規則に定める

ことになるとの説明がありました。 

  その他の質問等がありましたが、採決の結果、

議案第51号については、賛成多数で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第52号新庄市放課後児童クラブ

施設設置条例の設定について、子育て推進課の

説明では、この条例は、放課後児童健全育成事

業がきちんと法定化されたということ、さらに、

来春に萩野放課後児童クラブがふえることから

提案するものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、日新放課後児童クラ

ブは６年生まで拡大して、スペースは間に合う

のかとの質問があり、担当課からは、広さに関

しては昨年の改修時に６年生まで拡大して受け

入れても大丈夫な改修を行っているとの説明が

ありました。 

  その他質問等がありましたが、採決の結果、

議案第52号については、全員異議なく原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第53号新庄市放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の設定について、子育て推進課の説明では、

子ども・子育て支援新制度の中で民間事業者等

が放課後児童クラブを実施する場合については、
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各市町村への届け出制となったため、その設置

運営基準を定めるものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、児童１人につき1.65

平方メートルというスペースは狭過ぎないかと

いう質問があり、担当課からは、あくまでも最

低基準であるという旨の説明がありました。 

  その他質疑はなく、採決の結果、議案第53号

については、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  次に、議案第54号市道路線の認定については、

都市整備課から補足説明を受けた後審査を行い

ました。都市整備課の説明では、柳原高壇線に

ついては、市道荒小屋泉田線整備事業により建

設された道路を認定するもの、元宮内１号線及

び２号線については、民間の宅地開発に伴う道

路について、市に寄贈を受けたことにより認定

するものとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、柳原高壇線の信号設

置についての質問があり、都市整備課からは、

市の工事とは別に警察の発注になり、10月中旬

から１週間程度で完了予定との説明がありまし

た。 

  その他質疑はなく、採決の結果、議案第54号

については、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

小嶋冨弥議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、議案第49号新庄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の設定について、質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第49号新庄市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の設定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議がありますので、起立採択

いたします。 

  議案第49号については委員長報告のとおりに

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって、議

案第49号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第50号新庄市保育の必要性の認定

に関する条例の設定について、質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号新庄市保育の必要性の認定に関す

る条例の設定については、委員長報告のとおり
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決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第51号新庄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の設定

について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「あり」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 佐藤議員、賛成ですか、反対です

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 反対です。 

小嶋冨弥議長 それでは、反対論者として佐藤悦

子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私も、産業厚生常任委

員の一人として、この審議の話をした一人であ

ります。その中で述べたことでありますが、１

つは、国家資格のある保育士を家庭的保育事業

などにおいて、Ａ型だけは保育士とすると書い

てありますが、Ｂ型は半分とか、Ｃ型について

はいなくてもよい、または訪問とか、家庭で１

人で受け取る、そういうやり方についても保育

士でなくてもいいというふうになっているわけ

なんです。 

  前に、つい最近ですが、事故がありました。

うちに行って、子供をお母さんにかわって見て

あげるというサービスがあったんですが、全く

保育士の資格のない方がやはり子供を死なせて

しまったという事件がつい最近ありました。 

  そういうことを考えると、やはり国家資格の

ある保育士を、せっかく国や法律や条例で認め

る施設なわけですから、どの子にも安全な施設

であってほしい、どの子にも安全な保育を、そ

して内容の濃い一定の保育を与えるようにでき

てほしいというそういう趣旨からいいますと、

国家資格のない保育士でいいという、このこと

を条例で認めてしまうのは、私はできないと思

います。確かに、現状としてこれになるかもし

れない小規模の新庄市の保育施設では、保育士

がいないという施設はないと課長からお聞きし

ました。ですから、今ある認可外保育所がこれ

に手を挙げて入ったとしても、皆保育士が配置

されているいい保育を保障する立場であるだろ

うと思います。 

  しかし、保育料が足りなかったというか、管

理費が足りなくなれば、この条例に基づいて保

育士をいなくさせる、保育士でなくてもやって

いいというふうに運営者が考えざるを得なくな

っても、この条例上は間違いないことになって

しまいます。そういうのを認めてしまうことに

なってしまいます。そういう意味で私は、保育

士がいなくてもいい、今の半分でもいい、保育

士が保育に当たらなくてもいい、こういう内容

になっている条例は認めるわけにはいかないな

と思っております。 

  また、先ほど常任委員長からもありましたが、

調理場がなくてもよい、それから調理師を置か

なくてもいいというふうにもなっているようで

すが、これは調理師も教育者だ、保育に当たる

教育者だと私は思うんです。それを否定するも

のであるし、いろいろアレルギーの子供たちが

非常に今ふえております。そういう中で、その

子供たちに丁寧な食事指導をしていくためには、

やはり調理師免許を持った調理師がいて、そし

て保育士と一緒に協力しながらどうやって食べ

させたらいいかということを考えながら手づく

りに努めて、そして地場産を使っていく、そう

いうことを考えた調理師があり設備がある、こ

ういうところが私は子供たちに、小さな子供で

あればあるほど必要だと思います。特に、やは

り乳幼児の時期にどんなものを食べたか、これ
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がその人のほぼ好き嫌いを決定する状況です。

そういう意味でも加工食品に頼らない手づくり

の安全でしかも子供の個々に配慮したそういう

調理された食事が子供たちに与えられるために

は、調理設備があり、調理員がいなければなら

ない、私はそう思います。 

  そういうことで、私は全ての子供たちに安全

で、そして豊かな保育を保障する条例であって

ほしいと考えたときに、ここについては反対し

なければならないと思っております。 

  以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号については、反対討論がありまし

たので、起立採決いたします。 

  議案第51号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小嶋冨弥議長 起立多数であります。よって議案

第51号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第52号新庄市放課後児童クラブ施

設設置条例の設定について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号新庄市放課後児童クラブ施設設置

条例の設定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第52号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第53号新庄市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の設定について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号新庄市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の設定

については、委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第54号市道路線の認定について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号市道路線の認定については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２０議案第６４号平成２６

年度新庄市一般会計補正予算（第

２号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第20議案第64号平成26年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） それでは、私から、も

ろ手を挙げて賛成としかねる部分が２つござい

ますのでよろしくお願いいたします。 

  初めに、補正予算書15ページ、第３款第２項

１目児童福祉総務費というところで、このたび

中３まで医療費を面倒見てくださるということ

で、市民にとっては大変ありがたい補正である

とは思いますけれども、多少影響が出る部分が

あるということで、さきの決算委員会の中でも

出ましたけれども、国保部分に関して、国から

ペナルティーが生じると。例えば中３まで延長

した場合に影響額はいかほどなのかということ

をまず１点お伺いいたします。 

  続きまして、補正予算19ページ、第６款第１

項農地費の中で、多面的機能支払交付金という

ことで、国の制度の変更に伴った補正というこ

とで捉えておりますが、この交付金、議決され

た後、どの段階で各活動組織に交付されるのか。 

  初めにその２点をお伺いいたします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

小嶋冨弥議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 ただいまの最初の御質問につ

いてお答えしたいと思います。 

  このたびの補正で、子育て支援医療給付事業

費の無料化の年齢拡大ということでの補正があ

って、それにかかわる国の支出金の削減の影響

ということで回答したいと思います。 

  主に、国保特別会計のほうになりますが、国

の支出金、地方単独でのいろいろな制度を入れ

ることによって医療費が拡大するのではないか

というようなことで、割合、パーセントですけ

れども、一律に削減している状況があります。 

  今回、補正になったわけですが、補正前も同

じように無料化をやっておりますので、その分

と今回の補正について、ちょっと削減額につい

てお答えいたします。 

  今までの、今回の補正前の状況の中での無料

化に対しまして、国から削減されている支出金

の額でございますけれども、過去５年間の平均

額としましては、年間3,500万円ほどです。そ
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れから、今回、補正になりました中３までの無

料化ということで、今回補正になった部分につ

いては、年間を通しますと前年度の決算ベース

でいきますと約500万円ほどふえるというよう

な状況でございます。 

  以上です。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 19ページの多面的機能支払交

付金、可決後、いつ支払われるかというふうな

御質問ですが、既に概算払いという形で10アー

ル当たり2,200円、これについては、県の地域

協議会を通じて６月末に交付されております。

年度によって、概算払いが２回あって、最後精

算というような年もありますし、やはり事業が

進んでいるということもありますので、今後引

き続き、県の地域協議会のほうに２回目の概算

払いの早期支払いのお願いと精算払いについて

も年度内にできるような形のお願いはしていき

たいと思っております。 

  以上です。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 初めに、子育て支援と

いうことで、医療費無償化の拡大に伴う国保の

影響がプラス500万円と、トータルで4,000万円

ほどと想定されますが、実質、国保の運営上、

数字が出てくるのが翌年度というところで、こ

のたび明確な答弁ができない部分もあると思い

ますが、恐らくただでさえ厳しい運営を迫られ

ている国保の中で、平成25年度では決算ベース

で３億円強の法定外繰り入れを含めた一般会計

からの繰入金がございましたけれども、このた

び中３まで拡大することによって、さらに500

万円国から入ってくる分が減ってしまうという

ことを捉えた場合に、国保運営上、非常に厳し

くなるのではないかと。 

  国保の運営自体に一般会計からの法定外で対

応すべきではないという議論が主流化しており

ますけれども、このたびの中３までの医療費拡

大となるのは、定住促進といった市民全体の問

題であるので、ここは国保の運営状態を見なが

ら判断すべきことではありますが、ここは市民

全体のために使うお金でございますので、一般

会計からの繰り入れ、これを前向きに検討する

べきではないかと思いますので、財政課長、で

きれば答弁お願いします。 

  あと、多面的機能支払というところで、交付

の時期が年度内というお答えを賜りましたが、

実質、各活動組織、保全会でしょうけれども、

例えばこれまでの中身と申しますと、大体、農

道の整備でございますとか、水路の補修、これ

はシーズン中、つまり水が流れて田植えが始ま

って、稲刈りが終わるまでの間、なかなかしづ

らい部分があって、新庄市の場合はどうしても

冬期間何もできないという事態があります。そ

うすると、雪解けから田植えまでのわずか１カ

月ちょっとと、あるいは田植えや稲刈り終了後、

10月中旬から雪が降る12月の頭ぐらいまでしか

工事ができないというところを鑑みると、これ

はもう少し早い活動組織への交付が必要なので

はないかと。今、県と協議してできるだけ早い

決着を求めるということでしたけれども、その

点に関しましてはよろしくお願いいたします。 

  あと、この多面的機能支払交付金に関しまし

ては、今回は交付単価の見直しプラス資源向上

支払の部分の共同活動までの部分と捉えており

ますけれども、例えば農道の舗装など長寿命化

というやつがございますが、それはなぜ今回見

送ったのかと。 

  以上、２点お伺いいたします。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 国保特別会計に対する特別支

援の考えということなんですが、基本的にはや

はり保険料でやっていただくというのが原則と
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いうことでございますし、今年度につきまして

は、保険料改定、さらにその今の御発言にあり

ますような子育て支援の医療につきましては、

実施時期が遅いという状況もございますので、

当初及び９月補正には特別支援については計上

しておりません。この２年間に限りましても、

平成24年度で8,000万程度、昨年度、25年度の

決算の中では１億1,000万円の特別支援を行っ

ておりまして、結局、国保の会計の運営状況な

り課題を解消しながら、そういう特別支援、い

わゆる支援については今後も同じような立場で

考えていきたいというところでございます。 

  以上です。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 このたびの多面的機能支払交

付金、この補正につきましては、中身としまし

ては、農地維持支払交付金と資源向上支払交付

金の中の共同活動の分ということで、このたび

4,817万8,000円の組み替えをさせていただきま

した。 

  このページの説明欄の２つ上に、農地・水保

全管理支払交付金ということで、減額の2,273

万2,000円がございますが、これがいわゆるこ

れまでの従来の事業の名称の分でございまして、

この部分を減じて名称がえということで今回

4,817万8,000円、差額2,544万6,000円、この追

加補正をお願いしたところでございます。 

  議員が御指摘の資源向上支払交付金のうちの

長寿命化につきましては、やはり農道の舗装と

か、素掘り水路からＵ字溝、あるいはコンクリ

ート水路に入れかえるというふうなそういった

事業でございますが、対象面積に事業単価を計

算しまして試算しますと、最大額で１億5,100

万円ほどに上ります。このうち市の負担が４分

の１ということで、約3,800万円ほどの予算化

が必要というようなことで、このたびいわゆる

これまでの農地維持支払交付金、あるいはその

共同取り組み活動の分については、これまで農

家の方々に２分の１、いわゆる特例単価でお願

いしていたということもございまして、その部

分については満額を何とかお願いしたいという

協議をさせていただきました。しかしながら、

長寿命化につきましては、ただいま言ったよう

な予算が市の単独の部分の、持ち出しの部分の

予算が必要というようなことで、この部分につ

いては来年度当初予算に向けて引き続き財政と

協議していきたいということでございますので、

御理解していただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小嶋冨弥議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 今、前段の部分の子育

て支援にかかわる部分に関してはおおむね理解

いたしましたが、このたび、春の予算委員会の

ときにも申し上げましたけれども、残念ながら

国の今の多面的機能ともかかわるのですが、補

助金の部分だけで、もう新庄市全体で４億円が

減少すると。残念ながら、過剰米のおかげで、

新聞等で報道されているように、過去最悪の仮

渡し金になっていると。これは国保を支えてい

る農家経済を直撃するわけですね。そうすると、

おのずとして今よりも悪い国保の運営状況がか

なり予想されますので、数字を見てから判断さ

れても結構ですが、その辺はしかるべき検討を

されるようによろしくお願いいたします。 

  あと、多面的機能の交付金ということで、今

の課長答弁ですと、今年度は見送るというよう

に捉えておりますが、それでいいのかどうかと。

ということは、５カ年計画のうちに、１年間新

庄市の農家の皆さんは泣いてくださいよという

ような答弁ととりましたが、それでよろしいん

ですか、これで終わりますが。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 長寿命化の予算化につきまし
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ては、34保全会中、取り組みたいというふうな

保全会が、意向調査をしたところ、27保全会あ

ったというようなことでございます。現在、こ

の長寿命化につきましては、いわゆる面積掛け

る単価という形での金額につきまして、満額使

い切り予算ということではなくて、あくまでも

その保全会がどれだけの事業量、事業費を投じ

て何をしたいかという部分の積み上げが必要と

なってきます。そのようなことで、現在、各保

全会に今後の平成30年度までの事業量、事業費

の調査を現在しておりまして、その辺につきま

しては、当初予算編成をにらみながら継続して、

今後とも財政と協議してまいりたいというふう

なことでございます。 

  以上です。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） ただいま、石川議員の

発言につけ足すわけですけれども、19ページ、

６款１項５目農地・水保全管理支払交付金と多

面的機能支払交付金に絡んで質問いたします。 

  先ほど来、課長の答弁では、財政担当と協議

した結果、今年度採択にはならなかったという

ことのようですけれども、３月に説明会を行い、

６月にさらに説明会及びその要望の聞き取りと

いうか、それを受けて今年度できるものという

ふうな、各地域保全会では期待を持って見積査

定もとったというところもあります。これが、

９月19日にさらに説明会があったそうですけれ

ども、その際には今年度予算化できないという

ふうな説明があったと聞きます。説明会ではな

くて、なぜこの事業がやれなかったか、長寿命

化に向けた対策をやれなかったかということの

言いわけ会にすぎないというふうな感想を漏ら

した地域保全会の代表がいました。期待を持た

せるだけ持たせて、はい、できませんでしたと

いうふうなことで果たして済むのか。このこと

についてお伺いいたします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この制度につきましては、従

来の農地・水保全管理支払交付金、これから新

しい農政の展開ということでスタートというか、

新しく出てきた事業でございます。事業が大き

く変わるという部分もありまして、たしか３月

26日にいわゆる新しい制度の説明ということで

説明をしたときに、これまで農地・水につきま

しては、新庄市、財政が厳しいというようなこ

とで、特任単価ということで泣く泣く10アール

当たり2,200円で活動をお願いしていた経過が

ございます。 

  この点につきましては、新たな制度になると

いうことと、いわゆる米の直接支払交付金、こ

ちらの部分からの予算を充当していくというよ

うな部分もありまして、これまで取り組まれて

きた農地維持支払、それから共同取り組み活動

につきましては、何とか満額の国の基準単価、

これについては獲得したいというふうな、たし

か３月の説明会ではやってきました。 

  それから、６月に入りまして、いよいよ４月

からいわゆる事業の交付要綱が制定されまして、

今後の取り組みの具体的な内容につきまして、

特に市と協定を結ぶところがございますので、

その辺の説明とあわせて長寿命化、新しく新庄

市としては取り組むこの長寿命化につきまして、

どれだけの要望があるかということが把握しか

ねていたところがございますので、その辺につ

いて、何とかこの事業についても新庄市として

取り組みたいので、事業量のいわゆる取り組み

たいところの希望調査をしたところでございま

す。 

  その結果、先ほど申しましたように、34保全

会中、何と27保全会からその長寿命化に取り組

みたいという意向がございまして、その辺につ

きまして財政と協議してきたところでございま
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す。やはり、新たにこれまでの交付単価半額以

下で取り組んでいた部分を満額上げた形で取り

組むという部分と、新規事業としてのその長寿

命化、この２本を同時に増額するということは

相当の経費の持ち出しということで、額にしま

すと、今回の2,500万円の追加と3,800万円の追

加ということになりますので、その辺でやはり

財政も大変厳しいということで、今年度につい

ては非常に厳しい状況であるということから、

27年度当初予算編成に向けて何とか協議を継続

しながら、予算を確保していきたいというとこ

ろでございます。 

  以上です。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 課長は、農地・水保全

向上対策事業の際は２分の１だったと。それを

農地維持支払というふうなことで、２分の１削

っていた部分を入れたからそれでいいだろうと

おっしゃいますけれども、長寿命化の事業と満

額戻したというふうなことの事業の内容という

のはまるっきり違うのよ。従来、例えばほかの

市町村でやっている形に戻したらいいだろうと

いうふうなものではないと思うのよ。 

  しかも、これは非常に重要な事業だというこ

とで、その保全会の代表たち延べ300人も集め

て説明会をやった結果、だめですなんて、それ

はただその内容を十分に精査して上げたところ

と、そうでないところもあるかもしれないと。

でも、地域保全会というのは、これは農家だけ

ではないのね。その地域を構成している、例え

ば子供たちであれ、その地域に住んでいる人た

ちみんなで組織構成して地域保全会ができてい

るわけよ。これ、農家の事業、農林事業という

ふうな、そういうふうな狭めたもので考えても

らっては、ちょっとお門違いなのではないかな

というふうなことも思います。 

  ちょっと19日の資料を借りてきたんですけれ

ども、補正予算について、財政課、副市長、市

長と協議を行いと、結局、事業として取り組ま

ないという査定を行ったとありますけれども、

市長も、例えば２分の１から本来の形に戻すわ

けで、予算措置的にはこれでいいのかと、いい

だろうというふうな、そういう軽い見方がある

のかないのか、あったのかなかったのか、その

辺のところを伺います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 今回、補正予算に計上させてい

ただいています多面的機能支払交付金につきま

しては、いろんな事業のメニューがあるという

中で、先ほど農林課長からは、従来行ってきた

共同活動支援交付金を、今回は農地維持支払交

付金という中で、一つは今まで市の予算上減額

させていただいた分をある程度本来の姿、国の

単価にきちんとした形で戻させていただいたと

いう件が一つでございます。 

  今、遠藤議員がおっしゃった長寿命化という

のは、まさしく新しい、今までやってきていな

かった取り組みということだと思います。そう

いう意味から、３月の説明会、あるいは６月の

説明会の中では長寿命化、６月では意向調査と

いう形で長寿命化の事業量等がどれだけなのか

把握するという意味で意向調査をさせていただ

いたということでございますが、その中で、う

ちの職員等がいろいろ説明する中で、結果的に

いえば、説明がやや足りなかったというふうな

形になったと、残念ながら誤解を生んだという

ことはそういうことだと思います。 

  あわせて、内部での調整機能といいますか、

その辺の当然財源の絡みも大きい、多額な財源

の絡みも生じますので、その辺においてなかな

か内部での調整機能がうまく果たせなかったと

いうことだったと思います。そういう意味から、

私、副市長として、事務方のトップでございま

すが、私の指導力がやや足りなかったのかなと
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思っております。 

  今後につきましては、それぞれ主管課等とい

ろんな全庁内うまく調整するよう頑張っていき

たいと考えているところでございます。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

小嶋冨弥議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 財政事情を考慮して考

えていきたいというふうなことです。であるな

らば、例えば要望で上がってきたものを全部採

択するというふうなことでなくても、例えば新

規事業を全部やるということではなくて、その

うちの何パーセントはやると、そのほかについ

ては待ってくださいとか、そういうふうなやり

方もあったのではないかということを思います。 

  今年度、追加補正ということは考えられない

のか。あるいは、今年度だめなら、来年度にお

いてはこれを考えるというふうなことと解釈し

てよいのか。このことは、例えば市民と行政の

信頼関係というか、それを構築する上で非常に

悪く作用するというふうに私は捉えます。修正

の有無、あるいは後日追加補正というふうなこ

とは考えられないか、お伺いします。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めに、これまで半額の交付

単価で取り組まれてきた部分について、満額取

れたからあとはいいだろうというふうな考えは

まず毛頭ございませんので、今後も引き続き農

家のいわゆる所得増大、あるいは農業、農村環

境を保全していくという意味では大変重要な事

業であるという認識をしてございます。 

  そのようなことで、今後も引き続き、現在10

月末まで事業の要望調査をさせてもらっていま

すけれども、来年度の当初予算編成には何とし

ても協議をしていきながら、27年度以降の事業

の着手について努力してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） 私も19ページの農地費

の、今の石川議員、遠藤議員が質問しました多

面的機能支払交付金についてお聞きしたいと思

います。 

  これについても、長寿命化の交付金の補正は

入っていないわけなんですけれども、実はこれ

は、今、遠藤議員も言ったんですけれども、や

はり行政と市民の信頼があればこそ、農林課が

今まで会議の席上この新たな事業を９月補正で

何とかしますから、34ある保全会の会議の席上、

手を挙げてくださいと言ったところ、80％に当

たる27の新庄地区の保全会が手挙げをしたわけ

なんですね。 

  やはりここで一番大事なのは、行政と市民の

信頼なんですよ、これね。よく市長も言います

けれども、行政と市民の協働、それはやはり、

行政と市民の信頼が成り立つからそういう事業

もなし遂げられてきたし、これからもそうでな

いとだめだと私は思うんですけれども、やはり

今、私、農林課の課長からるる説明があったん

ですけれども、これはゼロ査定した結果、やは

り市民も本当に新庄市の財政、まだまだ大変だ

と思っていますよ。しかし、原課のほうで説明

で、９月補正でその事業に対する費用を何とか

したいというから、80％に当たる保全会の方々

が手を挙げたんですよ。これは恐らく最終的に

は副市長なり、市長の判断で、ゼロ査定になっ

たと思うんですけれども、この多面的機能に関

してどういう思いをお持ちなのか、市長、副市

長、考えをお聞かせ願いたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 この多面的機能支払交付金の

特に長寿命化につきましては、やはり国道であ

れば国の責任において、県道においては県の責

任、市町村道においては市町村が責任を持って
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維持管理していくというふうな建前のもとに、

では、農道は、水路は誰が管理するんだという

ふうな、そのようなことから出てきた事業でご

ざいます。農家の熱い意欲と熱意で、その農道

あるいはその水路を今度とも補修していくとい

うその部分について、34保全会中27の保全会が

取り組みたいというふうな希望がございました。

そのような部分につきましては、何としてでも

今後平成27年度から何とか対応したいなという

ことで、今後も継続して協議してまいりたいと

思います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 先ほど、遠藤議員にもお答えさ

せていただいていますが、新たに今回多面的機

能支払交付金のうち長寿命化というのが、新庄

市は従来行っていなかった事業を事業化すると

いうような形に今回、補正等の要求があったわ

けですが、基本的には先ほど小野議員から、行

政と市民との信頼関係を築いてきたのに大きく

損なうのではないかというふうなお話もあった

ということですが、おっしゃるとおりだと思い

ます。我々がいろんな市民の方に説明する場合

は、常に誤解のないような形で説明しなければ

いけないということなわけです。ある面では期

待感を抱いて、その結果残念ながら、残念とい

いますか、予算計上できなかったということで

すが、この辺、担当が当然前向きな説明はした

んでしょうけれども、結果的に誤解が生じたと

いう形になってしまったということで、再三農

林課長が答弁しておりますが、27年度当初予算

に向けて現在いろんな実際、先ほど遠藤議員か

らもお話がありましたが、どのような形で具体

的な事業計画等を十分勘案しながら、27年度に

向けて我々としてもこの新しい多面的機能支払

交付金の制度を活用していきたいと考えている

ところでございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小嶋冨弥議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今、副市長並びに農林課長がいろ

いろなお答えをされていますが、最終決断は私

というふうな責任を負っているわけであります。 

  今まで足りなかった国の交付金を倍額すると

いうようなことが最初にありました。これは大

変農家の皆さんに、これまで緊縮財政の中で御

迷惑をおかけしてきたという部分で、まずこれ

を戻そうということであります。 

  事務的な連絡の中身の理解、私自身も不足し

ていたということをおわびしたいと思います。

５年間ということで、全てをカバーするんだと

いうふうに私は理解していたものですから、単

年度ごとというようなことの理解が不足してい

たこと、このことについては大変申しわけなか

った。そこの面積に対して５年間でどう整備す

るのかということで、９月補正で上げて、きょ

う採択になったときに、今は稲刈りの最中であ

るということで冬期間になると、工事が速やか

にできるのかというようなことを話した経過が

ございます。それで、冬期間各集落の事業体に

調査し、来年度どのぐらいの事業予算、それを

４年間で割り返したときどういうふうになるの

かというようなことで、来年度当初から満額で

やろうというような決定をしたことであります。

理解不足だったというのは、５年間単独の事業

だということをその後理解したということを大

変申しわけなく思っているということでありま

す。そういう意味で、４年間で５年分ができる

というふうに解釈していた、この期間の中でそ

れぞれの集落ができるというふうに解釈したと

いうこと、これに対して大変申しわけないなと

思います。 

  また、９月補正で、先ほどの繰り返しになり

ますが、これからの補正の中で計画に上げても

らうというふうなことになって交付するとなっ

た段階においては、これまでの手続上はやっぱ

りこの補正が通ってからの申請ということにな
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りますと、10月、11月、工事が非常に短い期間

では全部終わらないだろうと。繰り返しになり

ますが、それをもって冬期間全て調査し、来年

度予算に向けて全保全団体の計画を出させたら

どうだろうというような決定をしたということ

であります。 

  理解不足という言葉を使って大変申しわけな

いことではありますが、農家の皆さんが一生懸

命頑張っている事実に対しては敬意を表してい

るところであります。足りなかった交付金の倍、

さらには来年からは全額に向けてやりたいとい

うようなことで協議したということだけは、そ

のことは事実でありますので、御承知おきいた

だきたいと思います。 

  以上であります。 

１０番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

小嶋冨弥議長 小野周一君。 

１０番（小野周一議員） やはり、今の副市長な

り、市長の答弁というか、反省を聞いて、やは

り現場とトップとのずれがあったのではないか

と私は思います。ボタンのかけ違いがあったの

ではないかと。当初、やはり手挙げをした各地

区の保全会のある程度の事務事業費がわかると

すれば、やはり新庄市の財政のほうでもない袖

は振れないものですから、前もってどの程度ま

で大丈夫だという、そういう相談があってしか

るべきではなかったかと私は思います。やはり、

６月に最初の保全会の農林課の会議があって、

恐らく８月中旬ころ予算請求したと聞いており

ます。だとすれば、この議会にこの議案が、長

寿命化の予算が入っていないわけなんですけれ

ども、実はこうこうこうなわけで予算化になり

ませんでしたよということを、やはり議会の始

まる前に保全会の方々に集まっていただき説明

をしていただければ、こんなに恐らく何だよと

いう、行政、我々議会に対する不信感というも

のが生まれてこなかったのではないかと私は思

います。 

  そういう中で、今、市長答弁で来年度事業で

満額当初予算に盛り込みたいというそういう話

があったんですけれども、これはあくまでも、

市長も理解されたようですけれども、５カ年の

うちの４分の１の26年度事業であります。先ほ

ど遠藤議員もちょっとさわりましたけれども、

この事業を圧縮して、何とか圧縮した形の補正

予算を改めて臨時議会なり、それに向けて出す

考えはないか、農林課長にお聞きしたいと思い

ます。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 初めに、やはり２回の説明会

はしたものの、農家の皆さんに説明不足だった

ことにつきましては、この場をおかりしまして

おわび申し上げます。 

  現在、12月末までの各保全会の事業の要望調

査をしてございますので、議員の質問では今後

の追加補正はどうなんだというふうなことのお

話がございましたが、この場では、それでは補

正させてもらいますというわけにもいきません

ので、先ほど来からお話ししているように、27

年度当初に向けて内容を見ながら協議をしてい

きたい、そして27年度当初には満額参加できる

ような努力をしてまいりたいと思います。よろ

しくお願いします。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私からも関連して、今

の小野周一議員、また遠藤議員、そして石川議

員の質問の関連として質問させていただきます。 

  この事業化は、去年の段階で事業規模の拡大

の状況化は恐らく行政サイドもそれなりにつか

んでいたと私は思う。つかんでいなかったらお

かしい、これは国の国策で、そういうふうな方

針を定めているわけですから。その辺の甘さを

指摘しなければならないわけだから。こういう
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ふうに事業が、要望が出て拡大した。いいです

か。風呂敷は広げましたね、６月までは。それ

が今になって、包み切れなくなったから、風呂

敷から出てしまった。これは４分の１も出せな

い。これが長寿命化事業。 

  そういう状況が生まれたその要因はきちっと

本来ならば、この前の９月19日、いいですか、

各集落の保全会の方々が、それ相当にあそこに

出席して説明を聞かれたと聞いております。そ

の説明会に参加したほとんどの方々が納得いか

ない、なぜ今ごろなんだと。先ほど遠藤議員も

言いましたように、この新規事業、もっと先に

ここまで至らないうちにちゃんとした説明はで

きるはずだ。今さらになっておわびします。お

わびしたらそれで終わりだ、普通。大抵の人は

おわびだって謝ってもらったら、もう大抵のも

のは終わりなの。そういう状況が今現実に起き

ている。これに対して、きちっと要因、こうい

うふうになった要因、そして長寿命化をカット

する要因、そういうものをきちっと説明できた

んですか、保全会の皆さんに。まずそれをお聞

きしたいと思います。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 新たな米施策の転換につきま

しては、昨年11月ぐらいから時を見て、１月か

ら説明会を開催はしたものの、これまでこの長

寿命化につきまして、本市としての取り組みが

なかったなかったというようなことと、それか

らこれまで２分の１に圧縮されていた農地維持

支払の部分と混同された部分がございまして、

私どもの説明が本当に舌足らずだったなという

ことで、本当に今反省しているところでござい

ます。 

  今後につきまして、また稲刈りシーズンが終

わってから再度お集まりいただきまして、今後

の取り組みについての丁寧な説明をしてまいり

たいというふうなことを計画しておりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 課長、説明不足だから

こういうふうないろんなことが生じてしまった。

そういう物事の捉え方で行政が務まるんですか。

いいですか、もうこの事業、手を挙げた27団体、

27集落、もう事業進行しているんですよ。もう

見積もりなんかやったり、いろいろ業者と。う

ちの集落もそうです。もう動いているんだ。そ

ういう段階まで来ているということを、農林課

長、副市長、市長、そういうことを頭に入れて

いるんですか。もう保全会の皆さんは、汗水か

いて何とかこの事業をきちっとやりたい、そう

いう段階まで来ているんですよ。だから、こう

やってみんな各議員も質問しているんです。も

う動いているんだよ、これ。各保全会は、この

事業をやったら役所のほうで精算金はいつなん

だろうと、それまで業者に支払いできないとい

う相談も受けました。そういう状況をきちっと

把握しているんですか。そう簡単なものではな

いんだ、これ。 

  新規事業、当然これは、いいですか、今まで

民主党の政府から自民党になって変わった内容

の事業なの、これ。直接支払い、１万5,000円

が半額7,500円になった、自民党になって、政

府。そのあとの7,500円分がこういうふうな共

同事業、農地・水保全事業、これが集落、各地

域でやってもらったら、こういうふうな補助金

を活用できますよと、そういう名目でしょう、

これ。これは各農家の個人に行くのではないで

すよ、この交付金は。地域を環境整備、そうい

うふうな事業なの。恐らく俺から言われなくて

もわかっているんだ。そういう事業をなぜ今年

度断念する。 

  市長は５年の事業計画で国は動いているから、

これは５年でやればいいと思ったと。とんでも

ないですよ。今回、26年度の事業が27年度に延
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びたら、１年間、ことし26年度の事業どうなる

んですか。全然やらない、新庄市は。そうなる

のではないですか。そんなことでいいんですか。

ほかの町村はどうなんですか、課長。わからな

い。新庄市だけそうなったらどうなるの、これ。

そういうことも考えたことはあるんですか。も

っと慎重に運ばないとだめなのよ。この保全会、

農家の保全会、農家ばかりではないんだけれど

も、事業が拡大できる、今まで市がやってきた

農地維持、共同活動、こういうふうな、今まで

より事業を拡大できると物すごく期待していた

のよ。そういう状況を、なぜここに来て予算が

確保できない。そんなものでいいわけがない。

ちゃんと風呂敷広げたら風呂敷に全部包み込ん

で、予算を確保してやるというのが市の役目で

あって、我々はそれを執行してもらえれば、

我々議会だってとやかく言うものではないです。

その辺どうなんですか。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 ７月末まで事業要望を取りま

とめるときに、やはり大きく分けると３つの事

業があるというふうなことで、どの事業に取り

組むかというふうな説明をしながら取りまとめ

を依頼したところと、それから、これまでいわ

ゆる水路の草刈りとか、あるいは土砂上げとか、

維持管理している部分につきましては、４月に

さかのぼって協定を締結するので、国も４月か

ら作業してもらっていていいというふうなお話

があったのと、今回の長寿命化に手を挙げられ

た保全会につきましては、やはりそこの部分に

つきまして、私どものそれとこれとは別の次元

の取り組みなんだというふうな説明が本当に足

りなくて、このような御迷惑をおかけしたとい

うようなことを認識してございます。 

  また、やはりその米の直接支払交付金が10ア

ール当たり１万5,000円、これが半減の7,500円、

この財源をこちらの多面的機能に回されていっ

たというふうな部分も、私も含めまして農政担

当は理解してはおりましたが、やはり説明不足

だったというところにつきましては、本当にお

わびを申し上げるに尽きるかなと思っておりま

す。 

  それから、他の市町村の取り組みということ

につきましては、やはり９月補正等で何とか財

源確保したいというような形での予算要求をな

さっているというふうに認識してございます。 

  以上です。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小嶋冨弥議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） これで３回目。 

  課長、この事業の内容は別に聞かなくても私

もわかるんですが、この長寿命化というのはま

た新たないろんな内容のものもできる事業だと

聞いている。そういうふうな改正があったとい

うことも聞いているので、そういうことだから

こそ事業が拡大、保全会の方々は要望している

んです。そういうことを見据えて説明してきた

わけだろうから、今になって、そういう保全会

の方々が集落、自分の地域を、何とか環境整備

をやっていきたいという思いが、ただ課長は今

年度１年見送ると言うだけのことかもしれない

けれども、そうは受け取っていないのよ、保全

会の人たちは。そういうことを考えたことはあ

りますか。だからこそいろいろ今、議員たちも

いろんな相談を受けたと思うよ、小野議員も、

遠藤議員も、石川議員も、私も受けています。

それだけ思いがある。市長、この事業について

は財政課、副市長、市長と、最終的な打ち合わ

せをして決めたというふうな内容も載っている。

この事業は何としても、国が地域再生、地域創

成、地域を元気づける国策、それ相当に打ち出

しているんだよ、こんなことは言わなくても市

長が一番わかっているだろけれども。それを何

で地方団体の行政がこれをとめなければだめな

の。私も、俺ばかりではないだろうけれども、
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納得がいかない。これは保全会の方々にもっと

きちっと納得、理解してもらえるような方向で

考えていかなければならない。どうですか、今

回の補正には組み入れられなかった。これは何

としてでも、今年度事業で手を挙げて申請した

方々に、事業に対して、手を差し伸べて、やは

り事業化の方向に持っていく、これが行政の本

当の地域活力を生かす手だてではないですか。

市長、そう思いませんか。これで終わりなんで

すが、市長からの答弁をお願いして終わります。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小嶋冨弥議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 制度の説明は今さらするまでも

ないと思いますが、事業費の２分の１が国、４

分の１が県、４分の１が市という財源の内訳に

なっております。したがいまして、仮に市が大

丈夫だといっても、国、県の予算がなければち

ょっとこれは不可能なんですが、基本的には10

月末までの調査の中、本当に必要な事業量を精

査しながら27年度に向けて行っていきたいとい

うことについては何回かお話しさせていただい

ているとおりですが、10月の調査の結果をちょ

っと十分精査しながら、今後国、県の財源の絡

みもありますのでお約束はできませんけれども、

その辺についてはいろいろ検討はさせていただ

きたいと考えております。 

小嶋冨弥議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時０３分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

  質疑ありませんか。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） それでは、私から幾つ

か質問させていただきます。 

  まず、15ページ、３款２項１目児童福祉費、

そして19ページ、６款１項３目農業振興費、20

ページ、７款１項２目商工振興費及び３目観光

費、この４点について質問させていただきます。 

  １番の質問ですが、３款２項１目児童福祉費、

先ほども石川議員が質問されたと思いますが、

子育て支援医療給付費について質問させていた

だきます。 

  このたび、新しく中３まで医療費無料という

ことなんですけれども、それに対しまして、市

長はこれまで５月の多分知事とのタウンミーテ

ィングでもこれは新庄市ではやらない、そして

新庄市独自の子育て支援をやるということで今

まで来ていたと思います。それがこの９月補正

に対していきなり上がってきて、中３まで無料

にするということをなぜこのようにやったのか、

市長の考えをまず一つ質問させていただきます。 

  そして、またこの治療代の取り方ですけれど

も、治療代の取り方をどのようにやるかも一緒

に質問させていただきます。というのは、先ほ

どのいろんな議会でもこれは問題になっていま

すが、コンビニ受診が問題となっております。

それに対してどのような徴収をしてこのコンビ

ニ受診を防ぐのか、そのやり方も一緒に考えて

いかなければ受診料がふえてしまうと大変なこ

とだと思っています。 

  近隣の話によりますと、もう国民健康保険税

が80％上がったという話も聞いておりますので、

そこら辺の対策もどのように一緒にしてやるの

かをお伺いします。 

  また、今回の補正予算では1,260万円ですけ

れども、27年度もこれから続けていくわけです

が、先ほども石川議員がおっしゃったように、

国の削減額は大体4,000万円ぐらい、だとすれ

ば、新庄市の来年度の持ち出しが大体5,000万

円弱と聞いていますが、どのようにやって、財

政的にもどのような措置をするのかも一緒にお

伺いいたします。 
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  続きまして、19ページ、６款１項３目ですが、

農業振興費、そばまつり実行委員会負担金なん

ですが、これはまたことしで５回目ですか、や

るんですけれども、なぜ10万円を上げるのか、

そこら辺の内容はまだ説明がなされていません

ので、説明をよろしくお願いいたします。 

  そして、20ページ、７款１項２目商業地域空

き店舗等出店支援事業費補助金ですが、新庄市

にまた新しい店がふえるのか、そこら辺のこの

50万円の内容。 

  その下です。また３目ですが、エコロジーガ

ーデン推進事業費報酬費がふえて、管理委託料

が減っておりますが、ここら辺の詳しい内容を

よろしくお願いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 佐藤議

員の御質問にお答えしたいと思います。 

  子育て支援医療給付の拡充についてでござい

ます。 

  初めに、なぜ今の時期になったかというふう

なことでございます。御承知のとおり、昨年度

の３月議会、それから今年度の６月議会、子育

て支援医療の拡充について議員のほうから御質

問をいただいてございます。そのたびに検討す

るというふうなことでお答えしていたところで

ございます。 

  昨年の12月でございますけれども、子育て世

代へのニーズ調査というようなことでニーズ調

査を実施したところでございます。その結果が

３月にまとまったわけなんでございますが、そ

の中で、やはり子育て世代の方々から一番必要

だと要望が高かったところがこの子育て支援医

療の拡充でございます。 

  また、御存じのとおりなんですが、定住促進

強化策プロジェクトというようなことで、こと

しから始動しているわけなんですけれども、そ

の中で、やはり定住促進、特に子育て世代の定

住促進というふうなことで、この子育て医療の

拡充が非常に重要なのではないかというような

ことが部内で協議になりまして、ぜひ前倒しを

して実施したいというようなことで調整が整っ

たところでございます。それで、このたび９月

の補正で提案をさせていただいたというような

ところであります。 

  また、２点目のコンビニ診療の不安がないの

かというところでございます。 

  それにつきましては、やはり医療が受けやす

くなるということがありまして、その懸念も払

拭はできないと思います。例えば小児救急の電

話相談ですとか、最上で活動してございますＮ

ＰＯの団体等もございます。そういったところ

と連携をとりながら、診療の適正な受診という

面で対応していきたいと考えてございます。 

  それから、財政措置につきましては、実際問

題として今回の９月補正でも上げさせていただ

いておったところなんですが、ことしの７月か

ら県の補助金、それが小学校３年生までの外来

分が拡大されました。それで約700万円程度補

助金が上積みされる予定になってございます。

またこれを１年に直しますと、大体1,000万円

強というようなことで、若干の補助金の上積み

が出てくるだろうというようなところで、それ

で対応してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

  以上です。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

小嶋冨弥議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 単独事業実施に伴います国保

財政、いわゆる持ち出し分への対応ということ

での御質問でございますが、先ほど健康課長か

ら現行で3,500万円程度、新事業実施に伴って

通年で大体4,000万円弱程度というふうなこと

でお話があったかと思いますけれども、先ほど
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石川議員の御質問にもお答えしておりますが、

今、税率改正間もないということもありますし、

27年度のいわゆる受診状況、負担の状況も考慮

しまして、その辺を見ながら財政的支援につい

ては考えていきたいとは思っております。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 そばまつり実行委員会負担金

10万円につきましては、会場となるセミナーハ

ウス前のグラウンド、ここに山砂を入れてロー

ラー転圧をかけて臨時駐車場にしたいというふ

うなことで、その原材料費なり、転圧ローラー

のレンタルということで作業については職員直

営で整備を行いたいというふうなことで10万円

のお願いでございます。 

東海林 智商工観光課長 議長、東海林 智。 

小嶋冨弥議長 商工観光課長東海林 智君。 

東海林 智商工観光課長 私は、７款１項２目商

工振興費のまずは空き店舗の支援事業費補助金

の50万円の件でございますけれども、空き店舗

につきましては、今年度当初予算、それから６

月の補正で２件分をつけていただいておりまし

て、２件空き店舗活用になりまして、既に使い

終わったところでございます。まだ、現実的に、

具体的に来ているわけではないのですけれども、

空き店舗を活用した出店をしたいという方が二、

三名見えております。それで、決まった場合は

すぐ交付できるようにということで、今回補正

をお願いしているところでございます。具体的

にはまだ決まっておりません。 

  それから、３目の観光費のエコロジーガーデ

ン事業費の入り繰りの件かと思います。 

  まず、修繕料の増ですけれども、建物の修繕

等が入っておりまして、大きいものですと、屋

根瓦の修繕が35万円ほど、それから外壁の修繕

が32万円ほど、そのほか機械の修繕等で修繕料

が111万6,000円の増です。施設管理業務の減額

分ですけれども、これは施設管理業務委託料の

中に当初予算で環境整備委託料ということで、

管理をしていただいていた方のいわゆる人件費

なんですが、委託料として計上していたものが

160万2,000円ございました。この方が３月末で

やめられましたので、その分の160万円ほどの

減です。 

  それから、委託料の増としまして、北側の樹

木の枝払い17万2,000円が入っておりますので、

このような数字になっているところでございま

す。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。 

  確かに私たちのほうもそういう子育てに対し

ては中学校３年生無料と非常にいいことなんで

すけれども、先ほどから市長も言っているよう

に、緊縮財政があって、決して財政がよくない

というところで、急に補正が上がってきたのは

逆に言えば当初予算からやったほうがもっとよ

かったのかなと思います。いきなり補正でやっ

て、もうことしは12月から施行となれば３カ月

間でしょうし、子育てもしくは定住化になるな

らばもっと早目にやったほうがよかったのかな

と思います。 

  それに関してなんですけれども、先ほどコン

ビニ受診、コンビニ治療なんですけれども、こ

の治療代の取り方を、さっきのようにただやれ

ばいい、ただ告知すればいいというだけではな

くて、しっかりとしたやり方をしないといけな

いと私は感じています。というのは、やり方で

すか、窓口で無料にするのではなくて、そこは

無料にして後から申請するとか、そういう対策

をとらないと、やっぱりほかの自治体では、や

はりそういう何ていうんですか、必ず上がって

しまうという事例が多々あります。そういった

施策を一緒にやらなければ、やったとしても財

政が苦しくなれば何のためにやっているかわか

らないでしょうし、ここら辺をもう少し考えて
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やらないといけないと思いますが、そこら辺の

対策をどのようにやるのかももう一回お聞かせ

ください。 

  また、セミナーハウス、グラウンドにローラ

ーかけるのは、それはそばまつりでやることな

のでしょうか。そこら辺が非常に何か今説明を

聞いてすごく不安なんですけれども、この10万

円というのはそういうものではなくて、中身を

充実するものにかけるものなのではないでしょ

うか。そこら辺はもう一回お願いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

小嶋冨弥議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 窓口負

担の軽減のあり方というふうなところかと思う

んですけれども、確かに県内の市町村の一部で

は後で申請をして償還すると、償還払いにする

というふうな制度にしているところもございま

す。ただ、やはり実際に受診される方の側に立

って考えますと、どうしても手間が出てくると

いうことで、なかなか医療が受けやすい環境と

いう面では今のやり方がいいのかなと考えてご

ざいます。 

  ただ、先ほど来おっしゃっていただいたよう

に、医療費がかさんでしまうというようなこと

も懸念されることは事実であります。こちらの

ほうでできる手だてとしましては、やはり軽微

な医療についてはかからないと、それから、我

慢するということではありませんけれども、や

はり本当に治療が必要な症状なのかどうかとい

うふうなところを保護者の方が的確に御判断い

ただけるようなさまざまな周知、それから既存

の電話相談等を活用してまいりたいと考えてご

ざいます。 

  以上です。 

齋藤彰淑農林課長 議長、齋藤彰淑。 

小嶋冨弥議長 農林課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑農林課長 セミナーハウス前のグラウン

ド整備については、やはり基本的には施設管理

者にやっていただくものというふうに認識はし

ておりますが、やはりあそこのグラウンドは雨

が降ると水たまりになって非常に駐車場として

使えないということで、緊急避難的に実行委員

会のほうで対応させていただきたいというふう

な趣旨でございます。 

  もっとまつりそのものに経費をかけるべきと

いうふうな御指摘でございましたが、待ち時間

を利用して外に出店している出店、こちらの

品々、受領の際とか、重い物とかさまざまあり

ますけれども、やはりそこに車を置けることに

よって購買意欲がそそられる、そこで買ってす

ぐ車につけられるというふうな、そういった利

便性のことも配慮しての対応でございますので、

あくまでも臨時的な対応ということで予算計上

させていただきました。よろしくお願いします。 

４ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小嶋冨弥議長 佐藤卓也君。 

４ 番（佐藤卓也議員） ぜひとも、中学生無料

ということは非常にいいことなので、それをし

っかりと対応していただいて、財政措置もしっ

かりしていただかなければ、今後につながりま

せんし、また国民健康保険も上がるとなればそ

れなりの対応をしなければいけないので、そこ

ら辺を踏まえてしっかりと取り組んでいただき

たいと思います。 

  以上で終わります。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 私からは２点ほど質問

させていただきます。 

  最初に、歳入でございます。 

  ９ページ、寄附金、ふるさと納税寄附金が歳

入で1,500万円の補正を組まなければならない。

組むほどによくなっているというのは大変喜ば

しいことでありますが、今後に対して、どのよ
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うな取り組みでふるさと納税に対していこうか

とお考えですか。 

  決算委員会の中でも、新庄の発信なんだと、

物をもらうという発想ではないんだと。新庄を

発信するんだということでありますので、発信

の方法を今後どのように考えていくのか。例え

ば、パンフレットの作成をやっていくとか、あ

るいはクレジット払いを、今新庄市はクレジッ

ト払いをやっていませんね。クレジット払いを

やったことによって非常に寄附金が、ふるさと

納税がふえている。関係課でやってきたわけで

す。今までですと、そこの行政に電話して申込

書をもらって、私はこういうふうにしたい、ク

レジット払いですと一発でできるわけです。そ

れは事務手数料もかからないということです。

そのようなことをこれから今お考えなのか、こ

れからどうやってこれをふやしていくのか、お

考えなのかお尋ねします。 

  それから、もう一点、25ページの10款教育費

の中の学校経費の中で、小学校給食管理運営事

業の「総称山形牛」利用促進対策事業補助金で

ありますが、牛に関してではありませんけれど

も、再三食の安全と言われています。それから、

アレルギーの問題も出ています。例えば、私ど

も、私は農家ではありませんけれども、米を出

荷する、農産物を出荷する場合に、トレーサビ

リティー、いわゆる生産履歴、どんな肥料を使

ってどんな農薬を使ったかということを説明し

て消費者に持っていくわけです。確かに学校給

食の中で地産地消が行われていると、新庄のも

のを、米も含めて野菜もしていると。地産地消

は安心安全なんですけれども、もう一つ必要な

んです。地産地消プラス責任なんです。 

  それで、お尋ねします。学校給食に使われて

いる野菜の残留農薬の検査はなされていますか。

これは非常に大きな問題なんです。残留農薬は

蓄積するんですよ、体内に。私の場合はアルコ

ールがこの辺に少し堆積していますけれども、

そういう冗談はさておいて、ずっと摂取させら

れ、何を食わされたかわからない。例えば、何

で残留農薬が問題になったかというと、世界に

誇れる日本の商社がありますね。丸何とか、何

とか紅という商社が中国に行ってネギをつくら

せたわけですよ。要するに、規制が緩いわけで

すから、日本に比べて中国の場合は。ネギの消

費はおもしろくて、市場の関係者に言わせます

と、120の需要に対して100の供給しかないと。

これはどういう意味か最初理解に苦しんだんで

すけれども、それだけネギって売れるんですよ、

国内で。それで、そこの商社が中国に行ってつ

くらせたと。ところが、日本に来て、検疫で残

留農薬が余りにもひど過ぎる、そこから一回な

ったんです。そこの何とか丸、何とか紅という

商社は非常にたたかれましたけれども、ただそ

れを、小学校のころからそういった残留農薬の

検査をしないで、ただ地元の野菜だから安心安

全だと。私も、皆さん、農家のいらっしゃる前

で余り口はばったいことは言えないんですけれ

ども、私も自分で食う野菜は自分でつくろうと

つくっています。私は一切農薬を使いません、

青虫がいようが、ミミズがいようが。それだけ

自分たちが安心安全、責任、自分に対して責任

をとるわけですからいいんですけれども、その

２つのことを、ふるさと納税とその残留農薬の

検査をやっているのか、その２つをお尋ねいた

します。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 ふるさと納税の件でござ

いますけれども、このたび当初予算の500万円

に、ふやしました1,500万円ということで、多

額の補正をお願いしているわけでございますが、

ここまでのところ、非常に件数が伸びておりま

して、８月末現在で809件ということで、昨年

度全体のもう７割を超しております。金額も

1,000万円を超しておりまして、昨年度実績の
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1,200万円弱の84％というようなことを見る中

で、今後を考えた場合に、これからの10月、11

月、12月と年末までステップアップしていく寄

附金のこれまでの状況から鑑みまして、この３

カ月間だけで年間の約５割に達するようなこと

も含めまして、このたび大幅な1,500万円とい

うような増額をさせていただいたというような

ことでございます。本来であればもう少し行く

のかなというふうに思っているところでござい

ますが、ややこれでも少し抑えている部分でご

ざいますので、今後期待している部分ではあり

ます。 

  その期待している部分をさらにふやしていく

ための後段のほうの質問のお答えになりますが、

今、ふるさと納税につきましては、国のほうで

ももっと確定申告をしやすく、地方への財源の

確保をさせやすいようにというような形で重点

を置くような方向づけをしておりますが、その

ような方向づけもにらみながら考えた場合に、

やはりこのままの状況でこの制度を事業の中で

生かしていく場合には、やはり人手が相当かか

っていくということがあります。11ページの企

画調整事業費のほうにも日々雇用賃金を計上さ

せてもらっていますが、このたびから下半期の

ふるさと納税担当事務の賃金ということで計上

させてもらっておりますが、本格的に今年度か

らふるさと納税を事業化の中で取り入れている

ところは、県内13市の中で３つほど非常に伸ば

しております。そこは、人の手のかけ方が違っ

てきているんです。したがいまして、うちのほ

うでもこのままでは人手ばかりかかってしまう

という中で、業務の一部委託をできないかとい

うようなことをちょっと検討しております。 

  しまいには、この制度自体は、今言ったクレ

ジットカード、ネットショッピングみたいな形

になってきますので、クレジット決済、これが

ふるさと納税の本来の求めている姿なのかどう

かは別にしまして、競争原理の中に入っていっ

た場合には、そのような入金決済の仕方、ある

いは申請の仕方ももっと簡便にしなければいけ

ないのではないかというようなことをちょっと

課題として持っております。 

  しかしながら、これを全部やったとしても、

ほかの自治体も同じレベルにまで達するでしょ

うから、やり方につきましては。ですから、本

来的には、この競争原理の中で勝ち負けを考え

るのであれば、あるいは特産品をどこまで紹介

できる、あるいは市をどこまで売っていけるか

というふうなものにつきましては、そのイベン

トとか、特産品の品ぞろえ、あるいは差別化と

いうか、ストーリー性というか、そういうよう

なところまで持っていかないと競争はできない

のかなと思っておりまして、とても難しい課題

を抱えている制度でもあるなと思っています。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

小嶋冨弥議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 まず、総称山形牛の事

業につきましては、県の補助事業を受けており

まして、事業の目的については県の特産品であ

るということと安全安心だというところの事業

をうたっているところでございます。 

  あと、給食での残留農薬の検査につきまして

は、県のほうで各市町村で年１回検査をするよ

うにという規則がございまして、昨年の12月17

日に食材を１つ、検査を行っております。これ

につきましては、約100種類ほどの検査項目が

ありますけれども、その中で全て不検出だとい

う結果が来ておりまして、農薬についての検出

は認められておりません。 

  ただ、議員が御心配のように、全ての食品を

毎日検査できるというものでございませんので、

それについては、納入業者との話し合いを密に

しまして、安心な食材を提供していただくとい

うことについて共通理解のもとに給食を実施す

るような運びで今後とも気をつけていきたいと

思っております。 
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  以上です。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 残留農薬に関しては、

年１回ですけれどもやっているということでま

ず安心いたしました。 

  それで、ふるさと納税は、実は一般質問で、

私どもの会派の山口さんがやる予定だったんで

すけれども、何か来なくてできなかったんです

けれども、その意思を継ぐわけではないですけ

れども、課長、今ね、これ新庄市のホームペー

ジです。ふるさと納税の品目が書いてあります。

Ａ、Ｂ群、何種類あります。 

  それと、私どもがこの前絆の会で４月に平戸

市というところに行ってまいりました。平戸市

は平成17年に周辺の２町１村が合併しまして、

新しい平戸市になりましたけれども、人口は３

万4,000人、市税収入は26億円で、ふるさと納

税のことしの予定、２億円ですよ。それで、将

来的には５億円までふやしたいと。くしくも先

進事業地だと思って行ったんですけれども、対

外的に視察に来られたのは新庄市が初めてだと。

えっ、まさかと言ったんですけれども、実際そ

うだったらしいです。いわゆるふるさと納税で

は後発組なんですよ。でも、当たったんですよ。

何で当たったか、私はもらってきました。絆の

会は全員持っていますけれども、これは平戸市

のふるさと納税のパンフレットなんです。これ

は最初のやつ。これで大体30種類ぐらいある。

次、余りにも当たったものですから、これをつ

くったんです。１ページ、２ページ、六、七枚

あります。さっき数えましたけれども、70種類

ぐらいあります。これをどうやって使うのかと。

簡単なんですよ。１回もらった、そうしたら、

ありがとう品を送るときに、このパンフレット

を入れたんですよ。そうすると、まだ平戸には

カステラばかりではありませんよと。こういう

ものありますよと。この間、決算委員会で遠藤

委員もおっしゃっていましたけれども、次はど

ちらを選ぼうと思っている。平戸は利口なんで

す、逃がさないんですよ。アワビ食ったから、

次は干物を食ってみようという話です。 

  それで、２億円の中でどうやって使っている

か。お土産代が約１億円です。１億円から、６

割とは言ってましたけれどもね。それで、簡単

に言いますと、課長、人手が大変だと言ってい

ましたけれども、平戸市は３人でやっています。

係長が１人、係が１人、次、嘱託の女の子、こ

の子はふるさと納税の事業が大きくなってきた

から臨時で嘱託で雇った。１人雇用が発生して

いるわけですよ。 

  それで、こういう商品の決定等は、やっぱり

課長がおっしゃるとおり、職員ができないかも

しれません。物産館とかに依頼するわけですよ。

こういうアイデアを、このような価格構成の中

でこれをやってくれないか、やれないかと。と

いうことは、平戸で１億円から１億2,000万円

ですよ。行政が市場開拓したわけですよ。平戸

の産物を日本全国に売るわけですから、そうす

ると、そのお金は全部地元に落ちます。 

  それで、岐阜だったか、長野だったか、ちょ

っとテレビでしたので見た方もいらっしゃるか

と思いますけれども、過疎の村で米一本でやっ

ているんですよ。米一本でやっていて、過疎で

すので、じいさん、ばあさんしかいらっしゃら

ない、言葉が悪いですけれども。その中で、自

然米ですよということで米をやると。それがち

ょっと当たりまして、役場で米を買うから、あ

なた方そこで米をつくってくれないかと。それ

で、じいさん、ばあさんが休耕田を復元してや

っているわけです。それも一つの村おこしとい

う形。 

  ですから、一つの事業、いわゆる市場開拓で

すよ。日本全国に向けた市場開拓を平戸もそこ

の過疎の町もやっている。こういう方向でやっ

ていったら、ただ来たからもらうのではなくて、
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発信をしていくという考え方、確かに課長のお

っしゃるとおり人手がかかるというのはわかり

ますけれども、そういうお考えはないですかね。

農家でなくていいですけれども、業者、例えば

あじさいせんべいとかね、さまざまなものがあ

るわけです。そういうのを発信に使っていくと

いう考え方をしていって、新庄の産業興しをや

っていこうという気持ちはいかがでしょうか。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 さまざまとありがとうご

ざいます。 

  一部、私どものほうでも既にやっているとこ

ろがありまして、例えば物産を扱っている専門

のところと連携しながら、さまざまなそれぞれ

のノウハウをいただきながら商品も品ぞろえの

形に工夫を施しております。例えば26年度につ

きましては、25年度末までで12品目ありました

が、高額な寄附をいただける方を対象として、

高額な寄附をいただきたいというようなことの

ために、高額な人向けの品数をふやして、今、

17品種ですか、そこまでふやしている部分があ

ります。 

  そういうふうな中で、物産のほうの専門と情

報交換をしながらそろえているわけでございま

すが、うちのほうでの人の手は今正職員１人と、

あとこのたびから臨時というような形で１人入

ってまいりますけれども、手がかかると申しま

すのは、やはり入金の仕方、あるいは申し込み

の仕方といったものが、今まではいわゆる顔は

見えないんですけれども、気持ちのやりとりと

いうか、メッセージのやりとりというか、そう

いうようなものを行いながら欲しいものをこち

らのほうから提供できるというような形で行っ

ていたということもありますので、ちょっとア

ナログ的ではあろうかと思いますけれども、そ

ういうふうなファンをつくっていったのかなと

いうようなことを思っております。したがいま

して、金額が同じようなところから見れば、非

常に件数は多くなっておりまして、その辺のフ

ァンは少しずつ定着してきているかなと思いま

す。単にネットショッピング的なものを売ると

いうようなことだけでなくて、広く本当の新庄

を紹介していきたい、新庄の本物を紹介してい

きたいというところもありますので、その辺の

工夫の仕方に難しさがあるというふうに思って

おります。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

小嶋冨弥議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 課長のおっしゃるのも

十分わかりますけれども、アイデアだと思いま

す。天童市は１億円を超えましたね、ことしで。

天童市の最近のふるさとのありがとう品が何か、

課長御存じですか。天童市で最近送っているや

つ。違う、違う、「降ひょうりんご」ですよ。

ひょうにやられたリンゴ。 

  それで、そういった着眼点だと思うんですね。

それで、今、課長がおっしゃったとおり、今現

在809人の方の申し込みがあると。パンフレッ

トをつくって送ってやったらいかがですか。こ

ういうのがありますよと。それで、時期的なも

のもありますよね。例えば、新庄でもサクラン

ボができるのは知っていますよね、当然。新庄

のサクランボ、６月、ラ・フランスをつくって

いる人もいますよね、あと米。そういった季節

のこととかに関してもっとやれば、809人が見

るんですよ、日本全国で。そうして、これが口

コミで広がるんですよ、末広がっていって。こ

れをパンフレットをつくってやっていこうとい

う気持ちはおありではありませんか。 

  さっきクレジットも話をいただきましたけれ

ども、クレジット決済は私はやるべきだと思い

ます。とにかく、面倒くさいのでやりたくない

んです、正直に言って。申込書をもらってきて、

新庄市から送ってもらって、これだけやります

よというよりは、課長、カード使いませんか。
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私はほとんど現金を持っていないものですから、

カードでやっているんです。利便性を感じたら、

カードはすごく便利だということがありますの

で、このパンフレットの作成と、それからカー

ドの使用をどうですかとお尋ねして終わります

ので、お答えいただきます。 

荒川正一総合政策課長 議長、荒川正一。 

小嶋冨弥議長 総合政策課長荒川正一君。 

荒川正一総合政策課長 パンフレットにつきまし

ては、今手づくりのカラー刷りのやつをつくっ

ておりまして、それを郵送して返送しておりま

す。やはり、その都度工夫を施して、パンフレ

ットをつくっておりますので、既成の形よりは

手づくりのほうがやりやすいと、あるいは気持

ちも伝えやすいというようなところがあって、

今その方向で進めております。 

  あと、クレジット決済につきましては、先ほ

ど申し上げましたとおり、申し込み、あるいは

入金のところで、そこでもう差をつけられてい

るようでは、今後次の特産品で選択をしてもら

うというようなところでは当然負けてしまいま

すので、そこら辺の入り口部分は、これは同じ

スタートラインに立たなければいけないんだろ

うというようなことも思って、今業務委託とと

もに並行して考えております。 

小嶋冨弥議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号平成26年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 議御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第６５号平成２６

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第21議案第65号平成26年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号平成26年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号は原案のとおり可決されました。 
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日程第２２議案第６６号平成２６

年度新庄市交通災害共済事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第22議案第66号平成26年度新

庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号平成26年度新庄市交通災害共済事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２３議案第６７号平成２６

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第23議案第67号平成26年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号平成26年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２４議案第６８号平成２６

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第24議案第68号平成26年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、



- 134 - 

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  よって、これより採決いたします。 

  議案第68号平成26年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５議案第６９号平成２６

年度新庄市営農飲雑用水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第25議案第69号平成26年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  よって、これより採決いたします。 

  議案第69号平成26年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６議案第７０号平成２６

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第26議案第70号平成26年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号平成26年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議案第７１号平成２６

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

小嶋冨弥議長 日程第27議案第71号平成26年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号平成26年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩します。 

 

     午後１時４６分 休憩 

     午後１時５２分 開議 

 

小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

小嶋冨弥議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小関 淳君。 

   （小関 淳議会運営委員長登壇） 

小関 淳議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午後１時48分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、議会事務局職

員の出席を求めて議会運営委員会を開催し、本

日の本会議における議事日程の追加について協

議をいたしたところであります。 

  協議の結果、議会案第６号米価下落への緊急

対策を求める意見書の提出についての議会案１

件を本日の議事日程に追加していただくことに

いたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願いします。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

たとおり、議会案１件を本日の議事日程に追加

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案１件を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午後１時５４分 休憩 

     午後１時５５分 開議 
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小嶋冨弥議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２８議会案第６号米価下落

への緊急対策を求める意見書の提

出について 

 

 

小嶋冨弥議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第28議会案第６号米価下落への緊急対策

を求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  清水清秋君。 

   （１２番清水清秋議員登壇） 

１２番（清水清秋議員） 私から、議会案第６号

米価下落への緊急対策を求める意見書の提出に

ついてを説明いたします。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第１項の規定により提出します。平成26年９月

22日。新庄市議会議長小嶋冨弥殿。提出者、新

庄市議会議員清水清秋。賛成者、新庄市議会議

員奥山省三、同じく下山准一、いずれも会派の

代表者であります。 

  別紙、米価下落への緊急対策を求める意見書。 

  米の需給などをめぐる情勢は、25年産古米の

持ち越しが想定され、27年６月末の民間在庫は、

平年作でも232万トン程度と見込まれており、

これは需給緩和で大幅な米価下落が発生した21

産米の在庫量を大きく上回る水準にあります。 

  ＪＡ全農山形が決めた26年産米の「はえぬ

き」の概算金は、前年を大きく下回り、過去最

低となっています。また、日本一のブランド米

を目指している県産米「つや姫」も、昨年より

大変厳しい金額が示されました。 

  こうした深刻な状況にあって、米価の下落と

低迷が現実のものとなった場合には、当地域の

稲作農家の経営を維持存続させていくことが困

難となり、農業・農村の崩壊をも招きかねない

事態となり、ひいては地域経済や住民生活全体

に多大な影響を及ぼしかねません。 

  今日、国内の食料自給率の向上や担い手の確

保対策などが喫緊の課題となっている中で、将

来にわたり農業経営を安定させ、農業・農村を

維持存続させていくことは、国の重要な責務で

あります。 

  よって、国においては、米価の安定と回復を

図る対策を緊急に講じられるよう下記事項を強

く求めます。 

  記。１、米の需給と価格の安定対策。 

  米の需給と価格の安定を図るには、市場に委

ねるだけでは需給ギャップが生じることから、

政府備蓄米の柔軟な購入、売り渡しの仕組みを

構築すること。また、26年産米の出来秋に向け

て、過剰米の緊急対策を講じること。 

  ２、米価変動に対応した経営安定対策。 

  米価の下落と低迷が懸念される中、生産調整

に取り組む全ての稲作農家が、将来にわたって

安定的な稲作経営を展望でき、経営の安定化に

より創意工夫を生かした経営を展開できるよう、

米価変動に対応し得るセーフティーネットを構

築すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産

大臣、経済産業大臣各宛てでございます。 

  以上で議案説明を終わらせていただきます。

皆さんの御賛同をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

小嶋冨弥議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第６号米価

下落への緊急対策を求める意見書の提出につい

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第６号については委員会への付託を省略

することに決しました。 

  これより質疑に入ります。議会案第６号米価

下落への緊急対策を求める意見書の提出につい

て質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第６号米価下落への緊急対策を求める

意見書の提出については、提案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小嶋冨弥議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小嶋冨弥議長 ここで市長より御挨拶があります。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 今９月本議会、長期間にわたりま

して御苦労さまでした。ありがとうございます。 

  新庄まつりも終わりまして約１カ月というよ

うなことで、朝晩すっかり冷え込んできたとい

うようなところであります。おかげさまで実り

の秋を迎えたわけでありますが、先ほど議会案

が皆様の同意で可決されていましたように、大

変な実りの秋に反する米価の下落ということで、

地域経済に及ぼす影響を大変心配しているとこ

ろであります。 

  一方、昨日は今後の新庄、最上の地域の発展

に寄与するであろう泉田道路の起工式が知事主

催のもと無事終わったこと、本当に心からうれ

しく思っています。今回、一般質問の中でもさ

まざまな御意見をいただいたこと、さらには何

といっても９月のメーンであります決算委員会

につきましては、伊藤 操委員長より采配を振

っていただき、無事審査いただいたこと、まこ

とにありがとうございました。 

  皆様からいただいた御意見につきましては真

摯に受けとめ、今後この決算委員会そのものに

つきましては前年度の事業の評価、さらには来

年度の事業に向けた今後のかがみとするべき御

意見だと考えておりますので、今後の予算反映

等について、真摯に受けとめてまいりたいと考

えております。また、補正予算等におきまして、

さまざまな御意見をいただいたことにつきまし

ても、鋭意検討させていただきたいと思ってお

ります。 

  いよいよ来月になりますと、全国育樹祭とい

うことで、皇族が来られるということで、市民

の皆さんも期待を多くお持ちの方も多いかと思

います。それにあわせまして、森林・林業・環

境機械展が新庄の中核工業団地で２日間、12、

13日と開催されること、これもまことに光栄な

ことであり、全国から7,000名を超える方々が

訪れるというようなことで、またおもてなしの

心をもって迎えなければならないと思っている

ところであります。 

  さらには、最上大産業まつり、味覚まつり、

そばまつりと味覚の秋を代表するこの地域のお

祭りが続きますが、皆様方の一層の御指導をお



- 138 - 

願いできればと思っております。 

  長期間にわたる９月議会本会議に対しまして、

皆様方のさまざまな御意見を改めまして真摯に

受けとめることをお誓い申し上げまして、簡単

ですがお礼の言葉とさせていただきます。まこ

とにありがとうございました。 

小嶋冨弥議長 以上をもちまして、平成26年９月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会といたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時０７分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 嶋 冨 弥 

 

   会議録署名議員  奥 山 省 三 

 

    〃    〃   清 水 清 秋 
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